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教育の場で「養護機能」が求められている
― 学際による養護学（広義）の構築 ―

大西　次郎
大阪市立大学大学院生活科学研究科教授

Yogo�Function�is�Required�in�the�Field�of�Education:�
Development�of�a�Broad�Sense�of�Yogo Science�Through�Interdisciplinary�Approach

Jiro�OHNISHI
Professor,�Graduate�School�of�Human�Life�Science,�Osaka�City�University

身体虚弱児対象の養護学級のなかにあった養護と
いうことばが，一般の子どもを対象とした福祉と教育
に密着する�―医療の範疇には入らない―�健康概念に
なった（大谷2008）。ただし，養護教諭の基盤は歴史
発生的に医学・衛生学にあり（堀内ら1993），専門職
化の過程で最初に現れた学校救急看護は，いまでも保
護者や教職員から最も期待されている役割である（丹
2020）。加えて近年は保健室来室時の対応だけでなく，
学校事故・災害等における救命救急指針の策定，長期
にわたり医療を受けながら通学する子どもへの対応な
ど，医学的な専門知識に基づく技術がいちだんと要請
されている（山田ら2018）。

また，からだの訴えの背景にこころの問題が隠され
ていることも多く，さらに複雑な条件が絡んでいる場
合はソーシャルケースワーカーのような働きかけが必
要になる（出井2014）。いわば，教育の場で子どもを
取り巻く問題の多様化・複雑化に伴って守備範囲を広
げていかざるを得なかった養護教諭だが，学校への複
数配置はいまだ過渡的な状況を鑑みれば�―卒前教育・
卒後研修の充実をもってしても―�これらに的確に，
皆が即応するのは至難の業であろう。

そうした，養護教諭に求められる守備範囲を「養護
機能」と仮に呼ぼう。この「養護機能」は広範とはいえ，
実際に養護教諭が置かれた学校保健の現場は個別性が
強く，すべての「養護機能」が同時に要請されはしな
い。よって，一人ひとりの努力と熱意によって柔軟に，
それこそ一つずつ，幸いにも克服されてきたといえよ

う。だからこそ能力が属人的になりやすい。もしその
能力を集約して「養護学」を構築しようとするなら，「養
護機能」の広がりや深まり，からまりとの競走になる。
たとえ追い付けたとしても，結果として「養護学」を
具現できる養護教諭は限られよう。

そこで，解決を連携・協働に求める流れが生まれる。
養護教諭がチーム学校のコーディネーターとなった，
学校職員間の，さらには保護者や地域の専門家や機関
との有機的つながりが期待されている（鎌田2018）。
養護教諭が孤軍奮闘するのでは何もならない（大平
2012）のである。よって，「養護機能」を果たすのは
ある時は養護教諭であり，ある時は他の者となる。連
携・協働が進むほどに後者の割合が高まるに違いない。
いまや“他の者にできない〇〇ができる”が，養護教
諭における固有性の鍵とは考えにくいのである。固有
性と専門性は，分けて考えられるべきであろう。

一方で，養護教諭がすべての児童・生徒を対象とす
る点はあらためて心得たい。立ち現れた問題だけにと
らわれず，“成績評価しない”教員として「よい子」
のなかにある過剰な我慢（田中2015）にも目配りでき，
保健室という安全装置の中心にいて，いつでも子ども
がかけこめる貴重さである。大事（だいじ）にするが
大事（おおごと）にしない，子どもの目線に沿える教
員の立場である。そこでは存在そのものに意味があり，
何ができるかは大きな論点にはならない。いわば“時
間を味方につける”こうしたスタンスは，“時間を敵
とみなす”傷病レベルのフィジカルアセスメントとは

巻頭言
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一線を画した養護教諭の，相対的に昔からの／見えに
くい「養護機能」であろう。

もともと，常勤職としては教師だけがほぼ独占的に
職責を担ってきた学校教育の場は，多職種協働が�―
ヒエラルキー構造を内包しつつも―�繰り広げられて
きた，福祉や医療とはかなり様相を異にする場であっ
た。しかし教師自体の業務負担増を背景に，スクール
カウンセラー・スクールソーシャルワーカーといった
別の専門性を持つ職種とのかかわりなどを通して，連
携・協働は着実に浸透しつつある。その学校側の中核
的役割を担う人物として，養護教諭の重要性はいよい
よ高まっている。これはいわば，相対的に最近の／見
えやすい「養護機能」といえよう。筆者は，以上の二
つの「養護機能」が，教育の場で養護教諭の専門性を
担保する可能性を考えている。多様化・複雑化は厳し
い世相とはいえ，実践の基盤を確かめる好機である。

わが国の「養護学概論」の嚆矢となった書（大谷
2008）では，養護教諭を「看護婦や教諭の資格だけで
は担当できない独自の領域を担当する職種であり，そ
の仕事内容や方法は養護教諭固有のものである」（第
５版）とする。筆者は現代においてこの「仕事内容」
は「養護機能」に相当し，むしろ固有性からは距離を
置きつつあると思う。焦点は「方法」であろう。

後藤（2001）は「養護教諭固有の方法論」が「養護
教諭の専門性を支える学問（仮称，養護学）の構築の
うえで重要な鍵となるであろう」とする。もちろん

「チャレンジ」と「いいとこ探し」しか知らない子ど
もに「逃げてもよい」と諭すカウンセラー，コーディ
ネーション・コラボレーションを旨とするソーシャル
ワーカーといったように，二つの「養護機能」の「方
法」でさえ養護教諭だけのものではない。しかし，心
理，福祉そして教育にかかわる実践を，医行為のよう
な独占業務に見立てるのには限界がある。

いわば，筆者は「養護学」を広義に捉え，既存の学
問との学際的なアプローチ（後藤2007）により成立せ
しめる立場を取るのである。現実的にスクールカウン
セラーも，スクールソーシャルワーカーも教師のバッ
クアップとしての役割がもっぱらで，常勤職は教育委
員会等への所属にとどまり学校単位の配置には遠い。
ゆえに，教育経営や学校運営の一員であり，日常的に

子どもと直接かかわっていつもの状態を把握している
養護教諭の重みは余人をもって代えがたい。もっとい
えば，過ぎたる固有性の主張は「不必要に排他的に隣
接関連領域を退ける」（星野2002）こと�―これはかつ
て，ソーシャルワーカーに向けられた箴言である―�
にもつながりかねず，子どもたちの不利益に帰結して
はならない。

学術団体として学際のディシプリンを構築せんとす
るか，職能団体として特定職種の団結・発展を図るか
は価値観の多様性であって，両者の間に優劣はない。
第三の道もあろう。関連団体それぞれの成熟に伴って，
一定の役割分担は避けて通れないと考える。
「養護機能」が教育の場でますます求められ，これ

に最も近い位置に養護教諭が立っている。その事実を
かみしめたい。
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研究報告

各キャリアステージに求められる養護教諭の資質能力の検討
― 養護教諭の育成指標の分析を通して ―

浅田　知恵
愛知教育大学

Consideration of the Qualities Ability of Yogo  teachers Required for 
Each Career Stage: Analysis of Yogo  teacher Development Index

Chie�ASADA
Aichi�University�of�Education

Key words：Yogo teacher，text mining， cooperation，professional growth，leading role

キーワード：養護教諭，テキストマイニング，連携，職能成長，指導的役割

Ⅰ　はじめに
2015（平成27）年の中央教育審議会（答申）１）にお

いて，教員の資質能力向上は我が国の最重要課題と指
摘した。グローバル化・情報化の進展等による社会の
急速な変化に伴い多様化・複雑化した教育課題への対
応や，教員の大量退職・大量採用の影響等によって若
手教員への知識・技能の伝承が困難な状況等を背景と
して，養成・採用・研修の接続を重視し，教員の資質
能力や指導力の向上を図り学び続ける教員像の確立を
強く求める提言がされた。この中で「キャリアステー
ジに応じて身に付けるべき資質や能力の明確化のた
め，各都道府県等による教員育成指標を整備すること」
や「教員育成指標を踏まえた体系的な教員研修計画の
策定と実施」という具体的な方策が示された。

その実現に向けて教育公務員特例法等の一部が改正
され，2017（平成29）年度には公立学校等の校長及び
教員の資質向上に関する育成指標とそれを踏まえた研
修計画の策定が行われた。公立学校等の任命権者は，
教育委員会と関係大学等で教育研究協議会の組織体制
を構築し，地域の実情を踏まえ，職責，経験及び適性
に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に
関する指標を策定した。育成指標の策定に関しては

「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上
に関する指標の策定に関する指針（以下，「指針」と
記す）」２）に，指標に盛り込むべき観点として，①教
職を担うにあたり必要となる素養，②教育課程の編
成，教育・保育の方法及び技術に関する事項，③学級
経営，ガイダンス及びカウンセリングに関する事項，
④幼児児童生徒理解，生徒指導・キャリア教育等に関
する事項，⑤特別な配慮を必要とする幼児児童生徒へ
の指導に関する事項，⑥学校運営に関する事項，⑦他
の教職員との連携及び協働に関わる事項の７点を挙げ
ている。これらの事項を中心としつつ職の特性を踏ま
えることが可能とされ，「養護教諭にあっては，保健
管理，健康相談や保健室経営に関する事項等」を適宜
加えると例示されている。

2019（平成31）年３月，独立行政法人教職員支援機
構（以下，NITSと記す）３）は2017（平成29）年度末
までに全国47都道府県で策定された「校長及び教員と
しての資質に関する指標」を対象としたプロジェクト
研究を取りまとめた。育成指標を構成する言語（テキ
スト）をテキストマイニングの解析手法を用いて分析
し，その類型と特徴を明らかにした。この分析から各
キャリアステージで教員に求められる資質能力が整理
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され，採用前は基礎的知識・理解を身に付けること，
初任教員は授業・実践の能力の獲得，若手・中堅教員
では他の教職員への助言や地域等との連携・協働へと
広がり，ベテラン教員は教職員への指導・助言と組織
体制の次元に関する能力が求められていることが示さ
れた。また校長の育成指標の分析から，「教師の教師
としての校長像」「統率者としての校長像」等のように，
自治体ごとで校長像に特徴が認められる等の結果が報
告されている。しかし，養護教諭の育成指標は調査研
究の対象ではなかった。それは「指針」において，全
ての職の育成指標の策定は必要とされず，職の特性を
踏まえた上で共通の指標の策定でも可とされているこ
とから，養護教諭の職に特化した育成指標を策定して
いない自治体があったことが背景と思われる。

またNITSの調査４）によると，養護教諭の育成指標
は2017（平成29）年度末（基準日：平成30年３月31
日）に67自治体中54自治体（80.6％）において策定さ
れていた。その後の2020（令和２）年８月31日（基準
日）の調査５）では67自治体中60自治体（89.6％）で策
定され，そのうち修正予定が６自治体，策定予定が２
自治体となった。育成指標は様々な状況の変化に応じ
て見直しを図ることとなっており，新学習指導要領等
との整合性やGIGAスクール構想等を踏まえた修正の
他，養護教諭の育成指標では学習指導要領の改訂に伴
い「保健学習」と「保健指導」に整理されていた保健
教育に関する用語を修正した例（埼玉県）がみられた。
こうして養護教諭の育成指標の策定や修正が全国的に
整備されてきたといえる。

養護教諭の育成指標に関する研究は，指標策定に関
わる調査研究６）や，養護教諭の育成指標のキャリア
ステージ区分に視点を置いた内容の検討と研修に関
わる調査研究７），養護教諭養成教育において育成指標
を活用した研究８）９）等の様々な視点から取り組まれ，
その知見が蓄積されつつある。育成指標は，各教育委
員会が地域の実情と近年の教育課題や学校を取り巻く
状況を踏まえて，教員の各キャリアステージで求めら
れる資質能力を明確化し，それに基づく研修計画を策
定することによって，教員の資質能力の向上を図るた
めのものである。育成指標には養護教諭の資質能力の
保証とその向上への期待が内包されており，その内容

から多くの示唆を得ることができる。この育成指標を
基にして，その類型や特徴をとらえることにより各
キャリアステージで養護教諭に求められる資質能力を
明らかにすることに意義があると考えた。

こうしたことから，NITSによる調査研究の方法に
準じて育成指標を構成する言語（テキスト）に着目し，
テキストマイニングの解析手法を用いて養護教諭の育
成指標を分析することによって，養護教諭の各キャリ
アステージの資質能力の類型や特徴を明らかにできる
のではないかと考えた。また，養護教諭の育成指標と
教員の育成指標に共通して求められる資質能力とその
違いに着目することで養護教諭固有の資質能力を見い
だすことができると思われた。

そこで，養護教諭の育成指標を構成する言語データ
の分析を通して，その類型や特徴をとらえることによ
り養護教諭に求められる各キャリアステージの資質能
力を明らかにすることを本研究の目的とした。

Ⅱ　方法
１　対象

本研究では，47都道府県・20政令指定都市（以下，
都道府県等と記す）の各自治体及び教育委員会等が
ホームページで公表している「校長及び教員としての
資質に関する指標」のうち，養護教諭の育成指標を対
象とした。

はじめに，2021（令和３）年２月12日～３月３日に
NITSのホームページの『教育委員会等で公表してい
る「指標」』等を参考に，都道府県等の指標を検索し
た10）11）。次にそれぞれの指標について，「養護教諭版
として作成された育成指標」，教諭版に養護教諭固有
の資質能力等を付記したもの及び教諭版の一部の内容
を養護教諭版と差し替える等の「教諭版と併用する養
護教諭育成指標」「教諭と共通の育成指標」に整理し，
表１に示した。

このうち，本研究の分析対象は「養護教諭版として
作成された育成指標」（34都道府県等）及び「教諭版
と併用する養護教諭育成指標」（16都道府県等）の50
都道府県等の養護教諭の育成指標とした。
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表１　養護教諭に関わる育成指標の作成状況
� （2021.�2.�12 ～ 2021.�3.�3 現在）（％）

表２　各テーブルの記述統計量

２　方法と手順
分析方法はNITSの調査方法に準じて，育成指標を

構成する言語データ（テキスト）からその類型や特徴
をとらえるため，テキストマイニングのソフトウェア
であるKH�Coder（ver.3.Beta.02d）を使用した12）�13）。
形態素解析には茶筌を使用した。

最初に，養護教諭の育成指標を構成する言語データ
（テキスト）を各項目１セルとなるようにExcelファイ
ルに入力しデータファイルを作成した。その際，Ａ：
成長段階（キャリアステージ）の名称（「テーブルＡ」
と呼称），Ｂ：資質能力（「テーブルＢ」と呼称），Ｃ：
具体的な育成指標の内容（「テーブルＣ」と呼称）に
分類して整理した。

このうち，テーブルＣに分類したものに各キャリア
ステージのタグを付して入力し，採用前の段階を「ス
テージ０」，新規採用段階を「ステージ１」，キャリア
の最終の段階はベテランを示す「ステージＶ」として
キャリアステージを識別できるようにした。また，新
規採用段階（ステージ１）とベテラン段階（ステージＶ）
の中間を若手・中堅段階「ステージ２・３・４」とし，
複数のステージをまたぐ内容には「ステージＳ」のタ
グを付した。なお，若手・中堅段階は各都道府県等の
ステージに基づいて入力したことから，ステージ数は
１～３区分にわたっている。以上のテーブルの分類や
ステージのタグの入力は，NITSの調査研究を参考と
した。

次に，データファイルをKH�Coderへ読み込み，前
処理を実行した。複合語の抽出にはTermExtractを用

い，抽出された複合語のうち，養護教諭の職務と深く
関わる複合語や使用頻度が高い語を中心に，実際の育
成指標を参照しながらリストを作成した。

分析は以下の①～④の順に行った。
①�　データファイルの全体像と特徴をみるため，テー

ブルＡ～Ｃの言語データについて記述統計量と頻出
語の抽出を行った。

②�　養護教諭に求められる資質能力の内容と各キャ
リアステージとの関連を視覚化してとらえるため，
データファイルのうちテーブルＣの語とステージの
２項目について対応分析を行った。

③�　各キャリアステージの養護教諭に求められる資質
能力の内容の特徴をみるため，各ステージのテーブ
ルＣの語について記述統計量と頻出語の抽出を行っ
た。

④�　各キャリアステージの養護教諭に求められる資質
能力の内容について出現パターンの似た語をグルー
プ分けして類型と特徴を読み取るため，各ステージ
のテーブルＣの語について階層的クラスター分析を
行った。

Ⅲ　結果
１　記述統計・抽出語の出現回数

テーブルＡ，Ｂ，Ｃの記述統計量を表２に示した。
総抽出語数（延べ数）は107,664語，ケース数（デー
タの行数）は9,443項目であった。この結果は，NITS
が行った教員育成指標の分析時の総抽出語数を17,000
語ほど上回っていた。
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テーブルＡ，Ｂ，Ｃ及びこれらを合わせたテーブル
の頻出語句の上位20語を表３に示した。テーブルＡの
成長段階（キャリアステージ）の名称では「ステージ」

「充実」「採用」「発展」「基礎」の順に多く，テーブル
Ｂの資質能力の項目では「力」「児童生徒」「連携」「理解」

「保健管理」の順に，テーブルＣの資質能力の内容で
は「児童生徒」「理解」「教職員」「連携」「指導」の順
に多かった。またテーブルＢでは，「保健管理」「保健
教育」「健康相談」「保健室経営」「保健組織活動」の
養護教諭固有の資質能力の語が頻出語句となった。
２　育成指標の資質能力の内容の分析（テーブルＣ）
１）資質能力の内容とキャリアステージとの関連

養護教諭に求められる資質能力の内容と各キャリア
ステージとの関連性を視覚的にとらえるため，テーブ
ルＣの頻出語（出現回数130回以上の73語）とキャリ
アステージの２項目について対応分析を行い，結果を
図１に示した。

対応分析の結果は，原点（0・0）の近くに布置され
た語は特定のステージとの対応がない語と判断でき
る。一方，原点（0・0）から離れている語ほど各ス
テージを特徴づける語であると解釈できる。それと同
時に，各ステージと関連の深い語は原点からみて各ス
テージの近くや各ステージの方向に向かって布置され
ている。

図１では，採用前の段階（ステージ０）に「理解」「基
礎」「重要性」「身」「付ける」「知識」「養護教諭」等
の語が布置しており，他のステージが原点の右側に位
置しているのに対して左側に遠く離れていることから
他のステージとは異なった特徴があることを示してい
る。それに対して，ステージ同士の間隔が近い場合に
は抽出語や出現回数が似ているととらえることができ
る。新規採用段階（ステージ１）から若手・中堅段階（ス
テージ２～４）及び複数ステージをまたぐステージS
では，抽出語が重なり合うように布置している。その
うち各ステージに特徴的に布置している語として，新
規採用段階（ステージ１）では「児童生徒」「実態」「心身」

「把握」「保健室経営」「実施」等，若手・中堅段階の
ステージ２では「実践」「積極」「計画」「情報」「保護者」

「解決」「評価」等，ステージ３・４では「組織」「的確」「校
内」「効果」「教職員」「参画」「指導」等，ベテラン段
階（ステージＶ）においては「全体」「体制」「助言」「学
校」「推進」「取組」「地域」「関係機関」等の語が見ら
れた。

また，新規採用段階（ステージ１）から若手・中堅
段階を示すステージ２，３，４，ベテラン段階（ステー
ジＶ）は，第Ⅳ象限（左下）から第Ⅱ象限（右上）へ
と一定のライン上に位置していることからその方向性
をブロック矢印で表し，原点（0・0）から特徴的な語

表３　各テーブルの頻出語句（上位 20語）
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のあるステージの方向にベクトル矢印を記入した。
２）�各キャリアステージの養護教諭に求められる資質

能力の内容
各キャリアステージの養護教諭に求められる資質能

力の内容の特徴をみるため，各キャリアステージの
テーブルＣの語の記述統計量を表４に示した。総抽出
語数（延べ数）は99,921語，ケース数は6,952項目であっ
た。例えば，若手・中堅段階では使用された1,076種
類の語を分析対象としており，平均出現回数が13.34
回となる。他の段階に比べて若手・中堅段階で総抽出
語数及び出現回数等が最も多いのはNITSによる教員

育成指標の分析結果と同様であった。
各キャリアステージのテーブルＣの頻出語句の上位

30語を表５に示し，養護教諭の職務とされる４つの語
句を太字で表記した。全てのステージで「児童生徒」

「教職員」「連携」の語が多く出現し，採用前の段階（ス
テージ０）には「基礎」「身」「付ける」「知識」「重要
性」の語の他に「養護教諭」「学校保健安全法」が頻
出語となった。新規採用段階（ステージ１）では「連携」

「指導」「教職員」「対応」等の語とともに「健康課題」
「保健室経営」が見られた。また，若手・中堅段階（ス
テージ２～４）では「組織」「推進」「積極」「改善」「実

表４　各キャリアステージの養護教諭の資質能力の内容（テーブルC）の記述統計量

図１　資質能力の内容とキャリアステージの布置図
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践」「健康課題」等の学校組織や実践を表す語，ベテ
ラン段階（ステージＶ）では「学校」「指導」「助言」「地
域」「全体」「関係機関」等の学校全体の組織や指導的
役割を表す語の出現回数が多かった。一方，ベテラン
段階（ステージＶ）では養護教諭固有の語の出現頻度
が低くなった。複数ステージ（ステージＳ）では「指導」

「理解」「連携」「適切」「対応」「組織」等の教員とし
ての素養や児童生徒理解に関する語が多く見られた。
３）各キャリアステージの資質能力の特徴

階層的クラスター分析を行い，各キャリアステージ
の養護教諭に求められる資質能力の内容について，出
現パターンの似た語をグループ分けしてクラスターの
概念を整理し，類型や特徴をとらえることとした。各
キャリアステージに69語が抽出されるように最小出現
回数を設定し，Jaccard係数を用いたWard法による分
析の結果を図２～５に示した。

（１）　採用前の段階（ステージ０）（図２）
採用前の段階の階層的クラスター分析は，８つのク

ラスターに分かれた。クラスター１は「役割」「養護
教諭」「職務」「保健室経営」等の語で構成されること
から，「養護教諭の役割と職務を理解した保健室経営」
とした。同様に，クラスター２は「基礎」「知識」等
の語から「基礎知識を身に付ける」，クラスター３は

「必要性」「保健管理」「実態」等から「保健管理にお
ける実態把握の必要性を認識」，クラスター４は「学
校保健安全法」「健康相談」等から「学校保健安全法
の位置付けによる健康相談」，クラスター５は「連携」

「地域」等から「保護者や地域との連携」，クラスター
６は「学習指導要領」「保健教育」等から「学習指導
要領に基づく専門性を生かした保健教育」，クラスター
７は「理解」「児童生徒」「重要性」等から「児童生徒
理解」，クラスター８は「教職員」「対応」等から「教
職員と協働して対応」とした。

（２）　新規採用段階（ステージ１）（図３）
新規採用段階の階層的クラスター分析は，９つのク

ラスターに分かれた。クラスター１は「保健教育」「養

表５　各キャリアステージの養護教諭の資質能力の内容（テーブルC）の頻出語句（上位 30語）
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護教諭」「学級担任」等の語で構成されることから，「養
護教諭と学級担任の専門性を生かした保健教育」とし
た。同様に，クラスター２は「相談」「安全」等から「報
告・連絡・相談により安全な環境」，クラスター３は「組
織」「役割」等から「組織の一員としての役割」，クラ
スター４は「連携」「教職員」等から「教職員，保護
者と連携した実践」，クラスター５は「児童生徒」「理解」
等から「児童生徒理解による適切な指導」，クラスター
６は「基本」「知識」等から「基本となる基礎知識」，
クラスター７は「健康課題」「実施」等から「心身の
健康課題を踏まえた健康相談」，クラスター８は「参画」

「運営」等から「保健組織活動の運営・参画」，クラス
ター９は「計画」「保健室経営」等から「学校教育目
標に基づく保健室経営計画の作成」とした。

（３）　若手・中堅段階（ステージ２～４）（図４）
若手・中堅段階の階層的クラスター分析は，９つの

クラスターに分かれた。クラスター１は「連携」「地
域」等の語で構成されることから，「地域・関係機関・
保護者との連携」とした。同様に，クラスター２は「児
童生徒」「教職員」等から「教職員組織による児童生
徒への適切な指導・対応」，クラスター３は「学校」「推
進」等から「学校における課題への取組を推進」，ク

図２　採用前の段階の養護教諭の育成指標の階層的クラスター分析
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ラスター４は「協働」「情報」等から「同僚と協働し
情報を活用した教育活動」，クラスター５は「改善」「実
践」等から「保健教育の実践を評価・改善」，クラスター
６は「健康課題」「解決」等から「健康課題の解決に
向けた心身の健康相談」，クラスター７は「計画」「保
健室経営」等から「学校教育目標に基づく保健室経営
計画」，クラスター８は「運営」「企画」から「運営・
企画」，クラスター９は「積極」「校内」等から「校内
の活動への積極的な関わり」とした。

（４）　ベテラン段階（ステージＶ）（図５）
ベテラン段階の階層的クラスター分析は，８つのク

ラスターに分かれた。クラスター１は「教職員」「指導」

等の語で構成されることから，「教職員への適切な指
導助言」とした。同様に，クラスター２は「取組」「視
点」等から「知識・技能や視点を効果的に生かした取
組」，クラスター３は「連携」「地域」等から「地域・
関係機関・保護者との連携・協働」，クラスター４は

「実践」「計画」等から「保健教育の計画に基づいた実
践と評価」，クラスター５は「参画」「積極」等から「学
校運営への積極的な参画による学校保健活動」，クラ
スター６は「課題」「指導的役割」等から「健康課題
の解決に果たす指導的役割」，クラスター７は「学校」

「推進」等から「的確な状況把握により学校全体の組
織の推進」，クラスター８は「体制」「構築」等から「危
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図３　新規採用段階の養護教諭の育成指標の階層的クラスター分析
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機管理のための校内体制の構築・改善」とした。

Ⅳ　考察
１　 各キャリアステージにおいて養護教諭に求められ
る資質能力

50都道府県等の養護教諭の育成指標を構成する言語
データの分析によって，養護教諭の職に特化した特徴
とともに，各キャリアステージにおいて求められる養
護教諭の資質能力を見いだすことができた。

養護教諭の育成指標の資質能力の項目と具体的な
指標の内容に，「連携」に関わる語の出現回数が高
いことは注目に値する。教員の育成指標を分析した

NITS14）によると，資質能力の項目として，「地域」「連
携」の語が「組織」「学習指導」と並んで出現頻度が
高いことが報告されているが，「教職員」の語は「具
体的な指標の内容」においても頻出語として挙げられ
ていない。それに対して養護教諭の育成指標では，「教
職員」「連携」の語が「児童生徒」「理解」に次いで出
現回数が高いことに特徴がある。

日本養護教諭教育学会15）は「養護教諭の資質・能
力とは，養護教諭が職務を遂行する上で必要な専門的
知識や技術，考え方である」と定義し，「社会環境や
生活環境により変化する児童生徒等の健康課題に応じ
て，いつの時代にあっても求められるものと，時代の

図４　若手・中堅段階の養護教諭の育成指標の階層的クラスター分析
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変化に応じて求められるものがある」と述べている。
近年の複雑化・深刻化した現代的健康課題の解決のた
めに学校，家庭，地域社会が連携するチームの一員と
して組織的に取り組む資質能力が極めて重要とされて
いる。特に養護教諭は「専門家や専門機関との連携の
コーディネーター的な役割」や「関係職員の連携体制
の中心としての役割」16）が期待される。養護教諭は
一人配置校が多く，新規採用直後から常に教職員や保
護者，地域・関係機関との連携が必要となるが，新規
採用養護教諭を対象に行った調査17）では，「他の職員
とのコミュニケーションや連携の仕方は教育の現場で
学んだ」という回答が多かった。養護教諭の養成段階

においては「指標」を踏まえた創意工夫と体系性のあ
る教職課程の編成が必要という指摘18）があり，教職
員との協働や地域・関係機関と連携するためのコー
ディネート能力やマネジメント力，コミュニケーショ
ン力等の育成が求められる。養成教育において，教職
員や保護者，地域・関係機関との連携の意義やその方
法を学修し，新規採用時に着実に実践できる力を育て
ることは喫緊の課題といえよう。

また，「保健管理」「保健教育」「保健組織活動」「保
健室経営」「健康相談」は，2008（平成20）年１月の
中央教育審議会答申19）において養護教諭の職務とし
て，学校保健の３領域である保健管理，保健教育，保

図５　ベテラン段階の養護教諭の育成指標の階層的クラスター分析
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健組織活動に保健室経営と健康相談を加え，５項目に
整理されている。養護教諭の育成指標においては，「養
護教諭としての専門性」（山梨県），「養護教諭の専門
性に基づく実践的指導力」（愛媛県）等のように，50
都道府県等のうち28都道府県等で養護教諭の資質能力
がこの５項目を柱として設定されていた。日本養護教
諭教育学会20）の養護実践基準案においては養護教諭
固有の専門性にこの５項目に加えて現代的課題である

「心身の危機管理」を入れた考え方を示している。多
くの都道府県等では教員の育成指標と共通した資質能
力として「危機管理」の項目が挙げられているが，養
護教諭の専門領域に「学校保健における危機管理」を
設定している例（大阪府）もあり，養護教諭として危
機管理の知識と対応力が必要と考える。

図１から，各キャリアステージと求められる資質能
力との関連を読み取ることができた。採用前の段階（ス
テージ０）では「養護教諭としての基礎的な知識を身
に付けることが重要であること」，新規採用段階（ス
テージ１）では「児童生徒の心身の実態把握に努める
こと」「保健室経営を実施すること」「保健教育や健康
相談への取り組み」が求められており，若手・中堅段
階（ステージ２～４）では「計画・実践・評価・改善
に基づく積極的な活動」「教職員と連携した組織的な
支援」「適切な情報収集や課題解決に向けた対応」「授
業や教育活動への参画」等が求められる。さらにベテ
ラン段階（ステージＶ）では，「学校全体を視野にお
いた指導助言や指導的な役割を果たすこと」，「地域の
関係機関との連携での推進力となること」が期待され
ているという成長の道筋が表現されている。このこと
は「ステージ」の語に着目してその周辺の語を見てい
くことによって，新規採用段階（ステージ１）から若
手・中堅段階（ステージ２～４），ベテラン段階（ステー
ジＶ）へと一定のライン上に位置付いていることにも
表れており，職能成長の方向性と読み取ることができ
る。

荒川ら21）は養護教諭の成長プロセスについて，「【養
護実践の自律的実行までの模索】状態を経て，【養護
実践の柔軟な展開のための方策】を実行し，【実践知
の蓄積と養護観の確立】状態に至り，現時点での到達
状況として【専門職としての深化と拡充】という段階

に至る」と述べている。本研究でとらえた職能成長の
方向性は，新規採用段階の養護教諭固有の資質能力を
生かした実践から若手・中堅段階の組織的に連携した
養護教諭としての積極的な取り組みへ，そしてベテラ
ン段階で養護教諭の専門性を学校全体での役割や地
域・関係機関との連携推進に発揮するという成長の道
筋が示された点において荒川らの研究と大きな隔たり
はないと推察できる。また，山﨑ら22）は教員への調
査研究の結果から「多くの教員が教職経験年数６～
10年の時期に力量向上を実感している」と述べている。
前述の荒川ら23）は養護教諭が成長を遂げるために教
育課題や健康課題を学び続け，養護観や職業観を問い
直すことが重要と指摘している。このことからも，若
手・中堅段階の時期に養護実践に積極的に取り組み，
その経験を省察し力量向上を図るための研修等の学ぶ
機会を意味あるものとすることは，その後のキャリア
後半から終盤への職能成長へとつながるのではないか
と考える。

養護教諭の育成指標の類型や特徴をとらえ，各キャ
リアステージに求められる資質能力の内容を表６に整
理した。まず，採用前の段階では，養護教諭としての
基礎的な知識理解を身に付けること，新規採用段階で
は，児童生徒の心身の実態把握と目標に基づく保健室
経営等の養護教諭固有の職務についての基本的な実践
が求められていることが明らかとなった。その中で「学
校教育目標に基づく保健室経営計画の作成」は具体的
に示されており，特に重視されていることが分かる。
保健室経営は養護教諭にとって重要な職務であり，平
川24）は「保健室経営は，学校教育目標の理解から学
校全体・児童生徒の健康実態の適切な把握等を踏まえ
て方針を策定し，それに沿った保健室経営計画の立案，
実行・評価・改善するという過程で行うものであり，
保健室経営そのものが資質能力の向上を促すこと」を
指摘している。一方，保健室経営計画の作成について
の調査25）26）では，2010（平成22）年度に72％，2020（令
和２）年に74％の養護教諭が作成しているという結果
であったことから，保健室経営計画を作成する意義や
その作成について十分に理解されていない可能性があ
る。小栁27）は，養成教育において保健室経営計画の
理解や作成に終始するのではなくその後に必要な力を
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育む必要があると述べている。養護教諭の育成指標に
おいて「保健室経営」は，「マネジメント力」（青森県等）
や「確かな指導力」（岡山県），「養護教諭の専門領域」

（石川県等）の資質能力の項目に位置づけられている。
このことから養護教諭としての児童生徒への指導力と
ともに計画に基づく実践とその評価・改善を含んだマ
ネジメント能力を備えた専門性を生かして保健室経営
を行うことが求められていると考える。そのためには，
養成教育はもとより新規採用研修においてもマネジメ
ント力の向上を目指した取り組みが必要であろう。

次に，若手・中堅段階では計画・実践・評価・改
善のPDCAサイクルに基づいた実践や健康課題を把握
し課題解決に向けて養護教諭として学校全体へ積極
的に関わること，そしてベテラン段階では知識・技
能，経験と養護教諭としての視点を生かして，学校全
体を視野に指導的な役割を果たすとともに，地域の関
係機関等との連携を推進することが求められている。
NITS28）による教員の育成指標の分析からも，採用前
や初任の段階では指導・支援を中心とした基本的知識・
技能の獲得であったものが，若手・中堅段階及びベテ
ラン段階では知識・技能の専門的深化の期待とともに
学年・学校次元での学校運営の企画・参画，組織的対
応に関わる校内体制構築に関わる資質能力が確認され

た。さらにNITSの分析では地域差が確認されたが地
域差の視点からの分析は今後の課題としたい。

養護教諭が学校全体を視野に専門性を生かすことに
ついて，高橋29）は「養護教諭も『閉じられた専門性』
ではなく『開かれた専門性』を持って学校経営に参加
し，積極的に管理職に働きかけていく視点や，学校を
中核として地域社会や家庭との連携をもとにした健康
づくりを進める」ことが必要と述べており，養護教諭
としての専門性を学校経営全体に深化・拡充すること
によって学校保健活動のより一層の充実につながって
いくと考える。
２　養護教諭の育成指標から考える今後の資質能力

本研究では，養護教諭の育成指標を構成する言語
データのテキストマイニングにより，養護教諭の資質
能力を検討した。テキストマイニングという方法を用
いることにより，抽出語や特徴語等を中心とした分析
となるという限界がある。その一方，10万語余の抽出
語からは，全国都道府県等が求める養護教諭の資質能
力を表す言語の重なりによって得られる知見があると
考え，各キャリアステージに求められる資質能力を明
らかにしようとした。

養護教諭の育成指標を詳細にみていくなかで，養護
教諭の育成指標のベテラン段階では，指導養護教諭・

表６　各キャリアステージに養護教諭に求められる資質能力
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主幹養護教諭や養護教諭の管理職を想定した資質能力
の内容を記載した都道府県等が数例あった。他方，ベ
テラン段階では校内の教職員等への指導助言だけでな
く，地域の養護教諭への働きかけ等について言及され
ている育成指標がみられた。例えば，「学校内や地域
等で指導・助言を行い，後進を育成する」（埼玉県），「地
域の他の養護教諭を支援するなど，その資質を高める
ことができる」（大阪府），「校内の教職員や近隣の学
校の養護教諭と連携し，保健管理について指導的役割
を果たすとともに，組織的に健康課題の解決を図って
いる」（徳島県）等のように，地域の養護教諭のリーダー
としてその知識・技能，経験を生かして後進を育成す
る役割が示されている。養護教諭の資質能力の向上を
図るために，指標に基づく研修計画の充実と合わせて，
それぞれの地域の特性を理解する養護教諭集団の一員
として，リーダーが果たす役割は大きいと考える。

さらに，若手・中堅段階の養護教諭はミドルリーダー
として，学校組織においてその専門性を生かした積極
的な実践が期待されている。学校組織においては全て
の教職員がそれぞれの専門性を生かしたリーダーシッ
プを発揮する主体となることが求められている30）。ミ
ドルリーダーとしての養護教諭が教職員と協働して
リーダーである校長を支える役割を担うことが必要で
ある。そのためにも若手・中堅段階の養護教諭は，現
職教員として教職経験で培った実践的な力量とともに
理論を備えたキャリアを磨き，養護教諭集団の資質能
力の向上に寄与することが今後ますます求められるの
ではないかと考える。

Ⅴ　まとめ
養護教諭の育成指標からその類型や特徴をとらえる

ことにより養護教諭に求められる各キャリアステージ
の資質能力を明らかにすることを目的として，養護教
諭の育成指標の言語データのテキストマイニングによ
る分析を行い，次のような示唆が得られた。
１　�採用前の段階では養護教諭としての基礎的な知

識・理解を身に付けること，新規採用段階では児
童生徒の心身の実態把握と目標に基づく保健室経
営等，養護教諭としての実践ができること，若手・
中堅段階では計画・実践・評価・改善のPDCAサ

イクルに基づく実践や健康課題を把握し課題解決
に向けて養護教諭として学校全体に積極的に関わ
ること，ベテラン段階では知識・技能，経験と養
護教諭としての視点を生かし，学校全体を視野に
指導的役割を果たすとともに地域の関係機関等と
の連携を推進することが求められていることが明
らかになった。キャリアステージが上がるにつれ
て養護教諭固有の資質能力から学校運営に関わる
資質能力へと広がりがみられた。

２　�「保健室経営計画の作成」や「教職員や保護者・
地域・関係機関との連携」について，新規採用段
階で着実に実践できる力を養成教育において育て
る必要があると示された。

３�　�ベテラン段階の養護教諭は，校内だけでなく地域
の養護教諭のリーダーとして後進の育成の役割を
担う必要があること，若手・中堅段階の養護教諭
はミドルリーダーとして学校組織において専門性
を生かした積極的な実践と養護教諭の資質能力向
上に寄与することが求められていると明確になっ
た。

今後は，養護教諭固有の職務に関わる資質能力の詳
細な分析や地域差の視点からの分析が必要と考える。
そして，養護教諭の育成指標に込められた，養護教諭
の資質能力の保証とその向上への期待を念頭におい
て，専門職としての養護教諭を育てていきたい。

付記
本研究は，愛知教育大学教職実践力向上重点研究費

による助成を受けて行ったものである。
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調査報告

養護教諭の役割認知と保護者のニーズとのギャップについての検討

塚原加寿子＊１，笠巻　純一＊２

＊１新潟青陵大学看護部，＊２新潟大学人文社会科学系

A Study on the Gap between the Role Cognition of Yogo  teachers 
and the Needs of the Guardians

Kazuko�TSUKAHARA＊１，Junichi�KASAMAKI＊２，
＊１Niigata�Seiryo�University�Department�of�Nursing

＊２Institute�of�Humanities�and�Social�Sciences�Niigata�University�

Key words：Yogo teacher，guardians，role cognition，needs，gap

キーワード：養護教諭，保護者，役割認知，ニーズ，ギャップ

Ⅰ　はじめに
子どもの健康課題は，複雑化，多様化，深刻化して

いる。子どもたちが抱え，直面する様々な心身の健康
課題に適切に対処し，解決していくためには，学校，
家庭，地域の連携の下に組織的に支援することが大き
な意味を持つとされている１）。学校保健活動の推進者
である養護教諭が，養護教諭を取り巻く人々のニーズ
を常に知り，協力して学校保健活動を進めていくこと
はきわめて重要なことである２）。しかしながら，連携
の相手となる保護者のニーズについては，疾患を持つ
子どもの保護者への調査３）−５）や中学生の子どもを持
つ母親の支援ニーズ６）といった対象となる保護者を
限定した研究は見られるものの，広く小・中学生の保
護者による養護教諭の職務内容や役割へのニーズに関
する調査は，1988年の小倉らの調査７），2001年の早坂
らの調査８）以降見受けられない。社会情勢の変化を
踏まえ，教育改革が進む昨今における養護教諭に対す
る保護者のニーズを的確につかむ必要がある。

一方，連携を推進するためには，相互理解９）や職
務内容の明確化10）も必要であり，養護教諭の役割も
役割認知との関連から明確化していく必要がある。養
護教諭の役割については，養護教諭自身の職務認識と
周囲の期待は必ずしも一致するものではなく，そのよ

うな相違が職務遂行上の葛藤の要因の一つとなってい
ると考えられるとの指摘11）や，保護者の養護教諭像
が実際と異なることは，期待を裏切られたという失望
感を抱いたり，養護教諭の専門性を過小評価すること
になることにより適切なケアを学校で受けられなかっ
たりという状況も発生するとの指摘12）もある。養護
教諭の役割認知と保護者のニーズのギャップが一因と
してあると考えられる。そこで，本研究では，養護教
諭の役割認知と保護者のニーズを比較し，その特徴を
明らかにするとともに，子どもへの健康支援に関する
養護教諭の役割について相互理解を深めるための方策
について検討する。

Ⅱ　研究方法
１　対象と期間

東北地方，中部地方，近畿地方の３県の小・中学校
を無作為抽出し，小学校477校，中学校218校を選定し，
そこに勤務する養護教諭695名と各学校の学年PTA役
員3,516名に実施した。2017年１月に調査の趣旨の説
明と協力依頼の文書を郵送し，調査協力の同意が得ら
れた学校から2017年２月15日までの期間に郵送により
回収した。全ての質問事項に対して不備なく回答が記
載されている質問紙を有効回答とし，集計・分析の対
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象とした。回収票数は，養護教諭230名（33.1％），保
護者558名（15.9％）であり，有効回答数は，養護教
諭214名（93.0%），保護者502名（89.9％）であった。
２　調査内容

基本的属性についての項目（回答者の職種，学校種，
養護教諭の校務分掌等）と，養護教諭に求められる役
割について，先行研究13）14）をもとに【救急処置】【感
染症の予防】【疾病の管理】【環境衛生】【健康観察】【健
康診断】【健康相談】【保健教育】【教育的支援】【連携・
コーディネート】【組織活動】【保健室経営】の12カテ
ゴリー，57項目の質問内容で調査した。

回答は，12カテゴリー，57項目で構成した養護教諭
の役割について，保護者には，「５：非常に行ってほ
しいと思う」，「４：どちらかというと行ってほしいと
思う」，「３：どちらともいえない」，「２：どちらかと
いえば行ってほしいとは思わない」，「１：全く行って
ほしいと思わない」の５件法とした。養護教諭には，

「重要か」「重要でないか」を問うことは，法的に定め
られた職務に関して回答に社会的望ましさ等が影響す
る可能性があることから15），「５：非常に重点をおい
て取り組みたいと思う」，「４：どちらかというと重点
をおいて取り組みたいと思う」，「３：どちらともいえ
ない」，「２：どちらかといえば重点をおいて取り組み
たいと思わない」，「１：全く重点をおいて取り組みた
いと思わない」の５件法とした。
３　分析方法

保護者の養護教諭に対するニーズと養護教諭の職務
認知について，「５：非常に行ってほしいと思う」及
び「５：非常に重点をおいて取り組みたいと思う」に
５点，「４：どちらかというと行ってほしいと思う」
及び「４：どちらかというと重点をおいて取り組みた
いと思う」に４点，「３：どちらともいえない」に３
点，「２：どちらかといえば行ってほしいとは思わな
い」及び「２：どちらかといえば重点をおいて取り組
みたいと思わない」に２点，「１：全く行ってほしい
と思わない」及び「１：全く重点をおいて取り組みた
いと思わない」に１点を配点し，養護教諭の役割認知
と養護教諭へのニーズを点数化した。各質問項目の上
位項目である養護教諭の役割の12カテゴリーについ
て，カテゴリーの得点が正規分布しているか検討する

ため，正規性の検定を行った。各カテゴリーの役割得
点の満点に対する中央値の割合を得点率とした。養護
教諭の役割認知と保護者の養護教諭へのニーズの比較
は，養護教諭の役割認知の得点の中央値を分子，保護
者のニーズの得点の中央値を分母とした得点比を用い
た。養護教諭の校務分掌における校種による差につい
てはχ2検定を用いた。統計的な有意水準は５%とし
た。集計・分析にはSPSS�Statistics�Ver.19を使用した。
４　倫理的配慮

研究対象者に研究の趣旨や方法を説明するととも
に，個人や所属機関は特定されないこと，研究への参
加は任意であること，郵送するまではいつでも辞退で
きそれによる不利益はないこと，研究者に守秘義務が
あること，データの保管方法及び消去，結果の公表な
どについて書面で説明し，アンケートの送付をもって
同意とする旨を説明した。本研究は新潟青陵大学の倫
理審査委員会の審査を受け，2016年９月１日に承認を
得た（承認番号2016011号）。

Ⅲ　結果
１　属性

回答者の立場は，養護教諭214名，保護者502名であ
り，対象者の勤務校及び子どもが在籍している校種は，
小学校509名（71.1％），中学校207名（28.9%）であった。
対象者の年代は，20歳代が39名（5.4%），30歳代が187
名（26.1%），40歳代が357名（49.9%），50歳代が127名

（17.7%），60歳代が６名（0.8%）であった（表１）。
養護教諭の担当する校務分掌は保健教育部185名

（86.4%），保健管理部164名（76.6%），保健主事162
名（75.7%），教育相談部137名（64.0%），清掃部119
名（55.6％），PTA118名（55.1%），生徒指導部116名

（54.2%），給食部106名（49.5%）であった（表２）。
２　 養護教諭の役割認知と保護者のニーズが高い内容
について

各質問項目について立場別の中央値・四分位範囲
（25%タイル値～ 75％タイル値）及び「非常に重点
を入れて取り組みたい」，「非常に行ってほしい」の
割合は表３の通りであった。養護教諭が「非常に重
点を入れて取り組みたい」と回答し，かつ，保護者
が「非常に行ってほしい」と回答した割合が過半数
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の50％を超えた項目は，救急処置の，「子どものけが
や体調不良の状況を判断する」（養護教諭92.5％，保
護者66.5％），「子どもがけがや体調不良のときに処置
や対応をする」（養護教諭96.3％，保護者75.3％），「子
どものけがや体調不良について担任や管理職に報告す
る」（養護教諭86.0％，保護者70.1％）の３項目，感染
症予防の，「感染症などの流行状況を把握する」（養
護教諭87.4％，保護者83.7％），「感染症の流行を予防
するため情報提供をする」（養護教諭81.3％，保護者
75.7％），「感染症の流行を予防するための対策を行う」

（養護教諭84.6％，保護者73.3％）の３項目，疾病管理
の，「疾患のある子どもの病状を把握する」（養護教諭
83.2％，保護者68.5％）の１項目，健康観察の，「学校
や学級など集団の健康の状況を把握する」（養護教諭
72.9％，保護者55.2％）の１項目，健康診断の，「学校
医，学校歯科医と連携し健康診断を円滑に行う」（養
護教諭66.4％，保護者58.6％），「健康診断の結果に基
づき適切に事後措置を行う」（養護教諭69.2％，保護
者52.2％）の２項目，健康相談の，「子どもの話を丁
寧に聞く」（養護教諭82.7％，保護者69.3％）の１項目，

連携・コーディネートの，「保健室でとらえた情報を
担任に報告連絡相談する」（養護教諭88.8％，保護者
70.1％），「保健室でとらえた情報を管理職に報告連絡
相談する」（養護教諭86.9％，保護者59.8％），「担任や
関係する教員と連携して学校生活を支援する」（養護
教諭72.0％，保護者52.8％）の３項目，保健室経営の，

「子どもが利用しやすい保健室の環境を整備する」（養
護教諭81.3％，保護者73.9％），「健康に関する情報を
収集する」（養護教諭71.5％，保護者55.8％）の２項目で，
合計16項目であった。保健教育，教育的支援，組織活
動については，養護教諭が「非常に重点を入れて取り
組みたい」とした項目及び保護者が「非常に行ってほ
しい」とした項目が50％を超えたものはなかった。

養護教諭が「非常に重点を入れて取り組みたい」と
の回答が50％以上であるものの，保護者が「非常に
行ってほしい」と回答したのが50％未満の項目は，救
急処置の「子どもにけがや体調不良に関わる個別指導
をする」（養護教諭73.8％，保護者33.3％），疾病管理
の「疾患のある子どもの日常の健康管理を行う」（養
護教諭61.2％，保護者27.9％），健康観察の「子ども一

表２　養護教諭の校務分掌（複数回答） �（人数��%）

有意確率

保健教育部 120 88.9% 65 82.3% 185 86.4%

保健管理部 102 75.6% 62 78.5% 164 76.6%

保健主事 97 71.9% 65 82.3% 162 75.7%

教育相談部 76 56.3% 61 77.2% 137 64.0% **　中＞小

清掃部 98 72.6% 21 26.6% 119 55.6% **　小＞中

PTA 71 52.6% 47 59.5% 118 55.1%

生徒指導部 52 38.5% 64 81.0% 116 54.2% **　中＞小

給食部 71 52.6% 35 44.3% 106 49.5%

**: p＜.01　　小：小学校　中：中学校

校
務
分
掌

小学校（ｎ=135） 中学校（ｎ=79） 合計(n=214）

表 1　対象者の属性 �（人数��%）

小学校 135 63.1% 374 74.5% 509 71.1%

中学校 79 36.9% 128 25.5% 207 28.9%

20歳代 37 17.3% 2 0.4% 39 5.4%

30歳代 35 16.4% 152 30.3% 187 26.1%

40歳代 47 22.0% 310 61.8% 357 49.9%

50歳代 90 42.1% 37 7.4% 127 17.7%

60歳代 5 2.3% 1 0.2% 6 0.8%

（小数第2位以下を四捨五入しているため、各カテゴリーの％の加算値は、ちょうど100％にはならない。）

養護教諭(n=214) 保護者(n=502) 合計(n=716)

校種

年齢

（小数第２位以下を四捨五入しているため、各カテゴリーの％の加算値は、ちょうど100％
にはならない。）
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表 3　養護教諭の役割認知点数の中央値・四分位範囲と「非常に重点を入れて取り組みたい」の割合及び
　　　保護者のニーズ点数の中央値・四分位範囲と「非常に行ってほしい」の割合
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人ひとりの心身の状態を日常的に把握する」（養護教
諭58.4％，保護者18.1％）と「子どもの心身の健康問
題を発見する」（養護教諭70.1％，保護者33.9％），健
康診断の「子どもの疾病を発見把握する」（養護教諭
68.7％，保護者37.1％），健康相談の「健康問題があ
る子どもの情報を収集し状況を判断する」（養護教諭
73.8％，保護者46.2％）と「子どもの心身の健康問題
の本質を見極める」（養護教諭66.8％，保護者35.7％）
と「子どもの心身の健康問題の解決を図る」（養護教
諭57.0％，保護者27.7％），教育的支援の「身体の健
康問題を持つ子どもを個別に支援する」（養護教諭
50.0％，保護者32.7％），連携・コーディネートの「生
徒指導部などの組織の一員として学校生活を支援す
る」（養護教諭53.7％，保護者42.0％）と「学校内で役
割分担をして学校生活を支援する」（養護教諭54.2％，
保護者42.8％），保健室経営の「掲示物や保健だより
を作成する」（養護教諭63.1％，保護者48.2％）と「保
健室経営計画を作成し実施する」（養護教諭60.3％，
保護者34.9％）の13項目であった。

反対に保護者が「非常に行ってほしい」との回答が
50％を越えたものの，養護教諭が「非常に重点を入れ
て取り組みたい」と回答したのが50％を下回った項目
は，環境衛生の「日常的に環境衛生に配慮する」（養
護教諭35.5％，保護者55.2％）の１項目であった。

各役割における養護教諭の「非常に重点を入れて取
り組みたい」及び保護者の「非常に行ってほしい」の
割合の平均が，養護教諭，保護者とも50％を超えたの
は，救急処置（養護教諭87.1%，保護者61.3%），感染
症の予防（養護教諭84.4%，保護者77.6%），保健室経
営（養護教諭69.0%，保護者53.2%）の３項目であっ
た。一方，養護教諭は50％を超えたものの，保護者が
50％未満だった項目は，疾病の管理（養護教諭67.8%，
保護者39.3%），健康観察（養護教諭61.2%，保護者
37.1%），健康診断（養護教諭68.1%，保護者49.3%），
健康相談（養護教諭65.7%，保護者44.1%）の４項目で
あった。養護教諭，保護者とも50％未満だった項目
は，環境衛生（養護教諭40.2%，保護者43.8%），保健
教育（養護教諭23.6%，保護者19.4%），教育的支援（養
護教諭40.1%，保護者33.3%），連携・コーディネート

（養護教諭47.7%，保護者45.2%），組織活動（養護教諭

30.0%，保護者25.7%）の５項目であった。環境衛生に
ついては，わずかながら保護者の「非常に行ってほし
い」の割合が，養護教諭の「非常に重点を入れて取り
組みたい」の割合を上回っていた。
３　役割別得点と養護教諭，保護者の得点比について

役割得点の中央値及び得点率は，「救急処置」は養
護教諭20（100.0％），保護者19（95.0％），「感染症予防」
は養護教諭15（100.0％），保護者15（100.0％），「疾病
管理」は養護教諭14（93.3％），保護者12（80.0％），「環
境衛生」は養護教諭８（80.0％），保護者８（80.0％），「健
康観察」は養護教諭19（95.0％），保護者17（85.0％），「健
康診断」は養護教諭15（100.0％），保護者13（86.7％），「健
康相談」は養護教諭24（96.0％），保護者21（84.0％），「保
健教育」は養護教諭19（76.0％），保護者19（76.0％），「教
育的支援」は養護教諭29（82.9％），保護者28（80.0％），

「連携・コーディネート」は養護教諭52（86.7％），保
護者51（85.0％），「組織活動置」は養護教諭20（80.0％），
保護者20（80.0％），「保健室経営」は養護教諭19

（95.0％），保護者18（90.0％）であった。得点比は，「救
急処置」1.05，「感染症予防」1.00，「疾病管理」1.08，

「環境衛生」1.00，「健康観察」1.12，「健康診断」1.07，
「健康相談」1.09，「保健教育」1.00，「教育的支援」1.04，
「連携・コーディネート」1.02，「組織活動」1.00，「保
健室経営」1.06であった（表４）。

Ⅳ　考察
養護教諭の役割認知と保護者のニーズのギャップに

ついて，役割得点比及び養護教諭の役割における養護
教諭の「非常に重点をおいて取り組みたいと思う」と
保護者の「非常に行ってほしい」の割合から考察する。
１　保健管理に関わる役割について

救急処置，感染症予防，疾病管理，環境衛生，健康
観察，健康診断，健康相談は保健管理に関わる役割で
ある。養護教諭の「非常に重点を入れて取り組みたい」
及び保護者の「非常に行ってほしい」の割合が50％を
超えたものは，養護教諭は環境衛生を除く６の役割，
保護者は救急処置と感染症予防の２の役割であった。

救急処置と感染症の予防は，養護教諭の「非常に重
点をおいて取り組みたいと思う」と保護者の「非常に
行ってほしい」の割合は両方が高かった。救急処置や
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感染症予防は，学校看護婦の時代から変わらぬ不易の
役割であるとともに，養護教諭の専門性が高い職務内
容であり16），養護教諭の中核的役割と捉えられている
と考えられる。一方，疾病管理，健康観察，健康診断，
健康相談は養護教諭の役割認知は高いものの，保護者
のニーズはさほど高くない傾向にあり，得点比は1.07
～ 1.12と他の役割に比べ高い傾向にあった。関は保護
者に対する調査から，保護者は養護教諭に対して正確
な認識を持っておらず，多くの保護者から医療従事者
であると認識され，医療職としての救急処置を期待さ
れているとしている12）。本調査でも，救急処置の判断
や対応については保護者の「非常に行ってほしい」の
割合は66.5%，75.3％と高いものの，救急処置に伴う
保健指導については，33.3％と低い傾向にあった。藤
田は，養護教諭実践の基本構造は「守ることと育てる
ことを撚り合わせる」ところにあるとし，けがなどで
緊急な処置をする場面では守る（ケアの）側面が優先
されるが，救急処置をしながらも教育的な働きかけを
しており，「ケア」と「教育」を有機的に結び合わせ
ながら仕事を進めているとしている17）。養護教諭が行
う保健管理には教育的な意義が含まれていることにつ

いて，保護者に理解されていない可能性が考えられる。
また，健康相談についても，「子どもの話を丁寧に

聞く」の保護者の「非常に行ってほしい」の割合は
69.3％と高かったものの，「子どもの心身の健康問題
の本質を見極める」，「子どもの心身の健康問題の解決
を図る」は35.7％，27.7％と低い傾向であった。健康
相談は，心身の健康問題を解決する過程で，自分自身
で解決しようとする人間的な成長につながることか
ら，健康の保持増進だけではなく教育的意義が大き
い18）。しかし，保護者の捉える健康相談は，子どもの
話を丁寧に聞くことに焦点が当てられ，健康問題を解
決に導く役割については，認知されていないことが伺
われる。問題の本質を見極めながら解決を図るための
健康相談とその教育的意義に対する理解を促すことが
重要と考える。

養護教諭の行う保健管理は，児童生徒の健康の保持
増進を図り，学校教育の円滑な実施とその成果の確保
に資するとともに，子どもの成長や自己実現を促す教
育的な意図が含まれているといえる。養護教諭は何者
であり，どのような職務を担うのか保護者に知らせる
ことで，潜在的なニーズを抱える子どもに対し，養護

表４　養護教諭の役割別　養護教諭の役割認知と保護者のニーズ
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教諭は頼りになる存在であることを知らしめることが
出来るとの指摘がある12）。養護教諭が教育職員として
子どもの心身の健康を管理していることの意義を保護
者に周知する必要があろう。そのために，養護教諭は
日々の実践の中の教育的意義を意識し，対象となる子
どもや保護者に伝えるとともに，養護教諭の関係団体
が養護教諭の職務を広報することも必要であろう。

さらに，健康相談については41.4％の保護者が「子
どもの心身の健康に関する保護者からの相談を受け
る」について「非常に行ってほしい」と回答してい
る。健康相談については，養護教諭に直接相談したい
という保護者も少数ではなく，その相談内容も子ども
の生活習慣や身体，病気やけが，発育に関することか
ら，担任や学校に対する不満，子育てに関する漠然と
した不安まで多様である19）。保護者は保健室に相談に
行ってよいのであれば相談したいという思いを持って
いる５）。このような潜在的ニーズに応えていくために

「子どもの心身の健康に関する保護者からの相談を受
ける」について「非常に重点を置いて取り組みたい」
と回答している養護教諭は48.1％であったが，さらに
役割認知を高める必要があろう。保護者支援の立場か
らも，養護教諭の行う保健管理，特に健康相談につい
ては保護者と共通認識のもと取り組む必要があると考
える。
２　教育的支援に関わる役割について

教育的支援に関わる役割は，養護教諭の「非常に重
点を入れて取り組みたい」及び保護者の「非常に行っ
てほしい」の割合は40.1％と33.3％，得点率は，養護
教諭82.9％，保護者80.0％であった。

2012年のインクルーシブ教育の推進に伴い，個別の
教育的ニーズのある子どもに対して，教育的ニーズに
最も的確に応える指導を提供することが求められてい
る20）。このような中，2016年の保健室状況調査21）では，
養護教諭が心身の健康問題で継続支援した事例有は
68.9％，保健室登校有は34.0％であった。保健室来室
者への対応として，生徒指導を行っている養護教諭も
見受けられる。このように，様々な教育的ニーズをも
つ子どもへの個別の支援を養護教諭は行っている。一
方，発達障害のある高校生をもつ保護者への調査では，
連携は担任を中心に行われており，養護教諭の関与に

ついては分からないとするものが多く，保護者は養護
教諭との関係性が薄い傾向にあるとしている４）。また，
脊柱側弯症の子どもをもつ家族への調査では，家族は
養護教諭が子どもを理解しているか分からないという
現状があり，家族と養護教諭のかかわりがもたれてい
ないことが明らかになったとしている22）。このように，
保護者は養護教諭の教育的支援についてどのように行
われているのか分からず，それにより，保護者の教育
的支援についてのニーズは養護教諭の職務認知に比べ
て若干低くなっていると推察される。棟方らは，「養
護教諭が健康問題を持つ子どもに適切な支援をしてい
くためには，『養護教諭は健康問題を抱える子どもの
家族と連携し，子どもを支援する存在である』という
ことを保健だよりなどを通して，あらゆる機会に伝え
ていくことが重要である。」22）としている。個別の教
育的支援について，養護教諭は，なにを，どこまで出
来るのか，その限界を明らかにした上で，保護者に周
知することが必要である。

また，養護教諭の「非常に重点を入れて取り組みた
い」の割合においても，教育的支援に関わる項目は，

「身体の健康問題を持つ子どもを個別に支援する」以
外が50％未満であった。身体の健康に関する支援につ
いては，他の質問項目より役割認知が高い傾向にある
ものの，全般的に教育的支援については役割認知が低
い傾向にある。しかし，連携・コーディネートの「担
任や関係する職員と連携して学校生活を支援する」，

「生徒指導部など組織の一員として学校生活を支援す
る」，「学校内で役割分担をして学校生活を支援する」
は53.7％～ 72.0％と50％を超えていた。つまり，養護
教諭は教育的支援について，直接的に支援するという
役割より，組織的に支援するという役割の認知が高い
ことが推察される。しかし，養護教諭の校務分掌を見
てみると，教育相談部に所属する養護教諭は64.0％，
生徒指導部に所属する養護教諭は54.2％にとどまって
おり，中学校に比べ，小学校では，教育相談部，生徒
指導部とも校務分掌への位置づけがない場合が多い状
況であった。組織的支援を志向しながら組織への位置
づけのないまま教育的支援を必要とする子どもを受け
入れていくことは，養護教諭の役割の曖昧さを助長す
るのではないだろうか。「役割の曖昧さ」は養護教諭
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の仕事関連ストレッサーであるという指摘もある23）。
留目は，養護教諭の生徒指導参加を促進するためには，
教職員間で養護教諭の役割を検討し，整合性を図って
おくことが重要であるとしている24）。また，チーム援
助モチベーションが促進されるためには，組織が整え
られることが大切である25）という指摘もある。教育
的支援についても，教職員間で養護教諭の役割を検討
し，校務分掌として明記し，支援組織の中に養護教諭
を位置づけていくことが，養護教諭の役割認知を高め，
さまざまな教育的なニーズを持つ子どもへの支援を充
実させることに寄与すると考える。
３　連携・コーディネートに関わる役割について

連携・コーディネートに関わる役割は，養護教諭の
「非常に重点を入れて取り組みたい」及び保護者の「非
常に行ってほしい」の割合は47.7％と45.2％であった。
得点率は，養護教諭86.7％，保護者85.0％であり，感
染症の予防，救急処置，保健室経営，健康診断に次い
で保護者のニーズは高い傾向にあった。

障害や疾病をもつ子どもの保護者への調査から，保
護者は，それぞれの立場や思いを理解して伝えてコー
ディネートしていく能力を養護教諭に求めており26），
保護者との話し合いの場を設けたり，学校全体への理
解を深めたりするような養護教諭の働きかけが望まれ
る３）ことが明らかになっている。障害や疾病をもつ
子どもの保護者は特に，養護教諭との連携や養護教諭
のコーディネートについてのニーズが高いことが分か
る。本調査では，子どもの障害や疾病の有無に関係な
く小・中学生の保護者を対象としているが，保護者や
外部機関との連携については，養護教諭の役割認知よ
り，保護者のニーズが高い傾向にあった。子どもの健
康問題や特性にかかわらず，保護者の外部機関との
コーディネートへのニーズが高いことが示唆された。
子どもの健康課題の対応に当たり，医療関係者や福祉
関係者など地域の関係機関との連携を推進することが
必要である中，養護教諭は，外部の専門機関と連携す
る際には，子どもや保護者への説明と了解などの経路
を経て，外部連携を行っており，コーディネートによっ
て医療機関との橋渡しを行うことも，養護教諭に求め
られる役割である27）。また，外部連携を行うときに，
保護者は連携のキーパーソンであり，連携推進の当事

者となる。さらに，子どもの援助について保護者と一
緒に方策を考えていくというかかわりにおいては，保
護者は援助チームのパートナーとなる28）。保護者は子
どもの特性にかかわらず，子どもを支援するチームの
一員である養護教諭のコーディネートについて高い
ニーズがあると考える。

一方，養護教諭の連携・コーディネートの項目を見
ると，担任，管理職への報告連絡相談や教職員との連
携，組織の一員としての支援については，「非常に重
点を入れて取り組みたい」とする割合が50％を超えて
いるものの，保護者や外部の関係機関との連携につい
ては，50％を越える項目はなかった。つまり，校内連
携や組織的支援については，役割認知は高いものの，
保護者や外部の関係機関へのコーディネートについて
は相対的に役割認知が低い傾向にあると考えられる。
学校では，子どもの諸問題の解決に向けて，外部機関
との連携を図る前に，校内組織による検討が行われ，
その中で役割分担をして校外の組織につなぐことが多
く，外部への連絡は管理職や生徒指導担当者が担う場
合もある。そのような背景から，コーディネートに関
する役割認知が低いことも考えられる。一方，コーディ
ネーターとしての役割については，免許取得の養成段
階では，養成機関で開講されている授業科目等からみ
ても，それに特化した実践的な能力を育てる教育はほ
とんど行われておらず，さらに，養護教諭として勤務
した後もそれらの研修はほとんど行われていない状況
である29）との指摘や，コーディネーターとしての役
割について具体的な手法や知識は乏しく，これまでの
経験から模索しているのが現状である30）との指摘も
ある。コーディネートに関わる学習機会の少なさが，
養護教諭のコーディネートに関する自信のなさにつな
がり，役割認知に影響を及ぼしている可能性も考えら
れる。養護教諭の研修に関するニーズとして，コーディ
ネート力向上研修もあげられており，実践事例の検討
や現地での研修を取り入れたコーディネート力向上研
修など，研修の充実が望まれる31）。

Ⅴ　結論
養護教諭の役割認知と保護者のニーズにはギャップ

が見られた。養護教諭は健康相談や教育的な働きかけ
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を含む広義の保健管理について重要な役割と捉えてい
ることに対し，保護者は，救急処置や感染症予防を中
心とした狭義の保健管理について養護教諭の役割と捉
えている可能性が示唆された。子どもの現代的な健康
課題に適切に対応していくためには，学校が，学校内
でできること，なすべきことを明確化し，すべての教
職員間で共通理解を図るとともに，家庭，関係行政機
関，医療機関などにもその内容を伝え，理解を求める
ことによって，適切な役割分担に基づく活動を行って
いくことが求められる１）。養護教諭の役割についても
同様に，養護教諭の役割について明確化し，保護者に
その内容を伝え，理解を求めることにより，適切な役
割分担に基づき，連携して対応していくことが出来る。
日ごろから家庭に対して，養護教諭の役割や保健室に
ついて，学校だよりや保健だよりなどで啓発活動を行
うなどして，家庭との信頼関係の構築に絶えず努める
必要がある。また，連携・コーディネートについて
は，養護教諭は校内連携についての役割認知は高いも
のの，保護者や外部機関との連携については，保護者
のニーズと比べて低い傾向にあった。養護教諭は，保
護者や外部機関と連携・コーディネート力の向上を図
る必要があり，研修の充実が望まれる。
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Ⅰ　はじめに
近年，勤務時間の観点から教員の多忙化が大きな社

会問題として注目を集めている。2016（平成28）年の
教員勤務実態調査１）では，養護教諭を含む全ての教
員の勤務時間が2006（平成18）年の同調査２）と比較
して超過していた。日本の教員の勤務時間はOECD加
盟国中，最長であり，国際的にみても日本の教員の多
忙化は深刻な問題として捉えられている３）。

教員の多忙化解消の取組みは様々行われてき
た４）５）。青木は，時間という資源に着目し，タイムマ
ネジメントの重要性を指摘している６）。タイムマネジ
メントについて，Marrelliは「仕事に優先順位をつけ，
その割り当てられた時間を管理すること」７），行本は

「単に時間の管理ではなく，仕事の管理をすること」８）

と述べている。つまり，タイムマネジメントは自分の
役割を効果的且つ効率的に実施するための時間を意識
した仕事の管理方法であり，本研究では「養護教諭自
身が職務の優先順位と時間配分を決めて，職務を計画・
実施・調整すること」と定義する。

教員の多忙化解消の取組みを実施している学校では
超過勤務短縮等の効果が示されている９）。しかし，管
理職である校長等にタイムマネジメントを進める責任

と知識が不足しており，学校現場に定着しているとは
言い難い10）。2019（平成31）年には「‘子どものため
であればどんな長時間労働も良しとする’という働き
方は教師という職の崇高な使命から生まれるものであ
るが，その中で教師が疲弊していくのであれば，それ
は‘子どものため’にはならないのである」，「関係者全
員がこの理念を共有し，それぞれができる取組を直
ちに実行することを強く期待する」11）と答申された。
これより，教員自身が職務や働き方を見つめ直し，タ
イムマネジメントによる多忙化解消に期待が持たれて
いる。

教員の多忙に関する諸先行研究では，多忙の実態や
職場環境，職務遂行や制度上の問題を説明変数に，多
忙感や体調不良等を目的変数に設定される場合が多
い12）−14）。多忙感は「自分の職務について忙しいと感じ
ていること」と定義され15），仕事内容が多忙感に影響
を与えること16），多忙感によるやりがいの低下17），バー
ンアウトの発生18）等が指摘されている。多忙感は原因
なのか結果なのか，曖昧なまま議論されていることを
問題視する指摘もある12）。このことは，多忙感が一方
向の影響関係と言えず，原因や影響が明らかになって
いるとは言い難い現状のあらわれと言える。石井19）は，

タイムスタディにもとづく小学校養護教諭の職務実態（第２報）
― 多忙感に着目し，タイムマネジメントを展望する ―

土屋　史子
妙高市立新井中央小学校

Professional Duties of Yogo  teachers in Elementary School 
based on the 2nd Report of Time Study Data: 

Observation of Time Management with the Focus on Feeling Busy

Ayako�TSUCHIYA
Myoko�Municipal�Arai�Chuo�Elementary�school

Key words：Yogo�teacher,�professional�duties,�time�study,�feeling�busy,�time�management

キーワード：養護教諭，職務実態，タイムスタディ，多忙感，タイムマネジメント

調査報告
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多忙感は主観にもとづく判断の占める割合が多く，多
忙度の定義や評定尺度の構成が困難であること，多忙
さを実証するのみでは問題解決的意義が見出せないこ
とを指摘し，タイムスタディを用いた業務量算定の必
要性を提言している。養護教諭の多忙に関する研究は
少ないことから，実態の基礎的理解のために，養護教
諭の多忙感とタイムスタディを用いた業務量算定によ
る職務実態の関連を明らかにする必要がある。

元来，養護教諭の職務内容は多岐にわたる20）。多様
な職務を担い，多忙化している養護教諭が，優先的・
重点的に行う職務を正しく選定する判断力が問われて
いる21）という指摘や，職務を果たせているのか危惧す
る22）指摘もある。これは，養護教諭の職務が多様・多
忙であるにも関わらず，職務の取組み方は個人に任せ
られており，職務遂行上の違いを危惧するものと言え
る。また，養護教諭は既に独自のタイムマネジメント
を実践している可能性もあり，タイムスタディにより
職務実態を明らかにできると考えた。

そこで，曜日，養護教諭の経験年数，受け持ち校務
分掌数，児童数にもとづく学校規模による差に焦点を
当て，タイムスタディデータから養護教諭の職務実態
を明らかにし，公表した23）。本研究は同データを分析
する第２報とし，養護教諭の多忙感の有無による差に
焦点を当て，経験年数，受け持ち校務分掌数，児童数
にもとづく学校規模，職務実態との関連を明らかにす
る。そして，タイムマネジメントの視点から養護教諭
の職務改善に向けた諸課題について考察することを目
的とする。

Ⅱ　方法
１　調査の対象およびデータ収集の方法

新潟県Ｙ市の公立小学校113校に勤務する養護教諭
113名を対象とし，2019（平成31）年１月～２月，無
記名自記式質問紙調査を実施した。なお，養護教諭の
複数配置校はない。

対象者が集まる地区研修会で，研究の趣旨と調査協
力依頼を明記した文書，質問紙，返信用封筒を配布し，
直接，説明・依頼した。回収方法は，教育事務所内に
ある地区研修会代表者の既設BOXを回収箱として用
い，留め置きにした。回収箱への提出をもって，調査

協力の同意が得られたものとみなした。
２　質問紙の構成内容，項目

質問紙の内容は，対象者および現任校の属性，職務
認識，2018（平成30）年度の月別平均残業時間，2019（平
成31）年１月中のある５日間分のタイムスタディと各
日の多忙感，多忙化解消の取組みから構成した。本稿
で示す内容，項目は以下のとおりである。
１）�対象者および現任校の属性
　養護教諭の経験年数，受け持ち校務分掌数，児童数
２）�2019（平成31）年１月中のある５日間分のタイム

スタディ
タイムスタディは他計式と自計式がある24）。データ

数の確保，対象者の心的負担，来室児童への倫理的配
慮から，対象者自身が記録する自計式を用いた。１日
につき７時から21時の枠を設け，15分ごとに区切った。
養護教諭の職務内容20）および先行研究25）を基に作成
した職務内容26項目（休憩を含む）を示し，遂行した
職務内容番号を15分ごとに２つまで記入してもらっ
た。休憩に職務内容番号を割り当てたのは，教育公務
員の勤務時間に休憩が含まれているため，またタイム
スタディデータに空白が生じないためである。その他，
各日の出勤・退勤時間等の記入欄を設けた。
３）養護教諭の多忙感

2019（平成31）年１月中のある５日間分のタイムス
タディを記入後，各日の多忙感を「多忙ではない」「多
忙である」から回答を得た。「多忙である」と回答し
た場合，その理由を各日ごとに自由記載してもらった。
３　分析の方法

Excel2016を用いて単純集計，SPSS�Ver.26を用い
て統計解析を行った。有意水準は５％未満とした。
１）対象者および現任校の属性

養護教諭の経験年数，受け持ち校務分掌数，児童数
について回答数を集計した。
２）�2019（平成31）年１月中のある５日間分のタイム

スタディ
勤務分数（＝出勤から退勤までの分数），勤務分数

内職務遂行分数（＝勤務分数の内，職務を遂行してい
る分数），勤務時間内職務遂行分数（＝休憩45分を含
む８時15分から16時45分までと規定される勤務時間
510分の内，職務を遂行している時間）を算出した。



−�29�−

日本養護教諭教育学会誌　Vol. 25，No. 2，2022

また，職務内容（26項目）の内，「救急処置」に関す
る職務を「けが対応」，「体調不良対応」，「経過観察」，

「受診対応」の４つに分けデータを収集したが，これ
らを「救急処置」にまとめ，23項目別の職務遂行分数
を算出した。そして，多忙感の有無による差を明らか
にするため，ｔ検定を行った。さらに「多忙ではない」
日の職務遂行実態を明らかにするため，７時から21時
まで15分間隔の職務分類別遂行人数，職務遂行時間を
算出した。タイムスタディの区切りとした15分の間に
２つの職務を遂行した場合は，それぞれにかかった時
間を別の時間としてカウントし，計15分とした。
３）養護教諭の多忙感

１人につき５日間分の多忙感の有無（５データ）の
回答数について集計した。対象者および現任校の属性
３項目による差を明らかにするため，「多忙である」
を多忙感あり群，「多忙ではない」を多忙感なし群とし，
t検定を行った。多忙を感じた理由は，意味内容を踏
まえ類別化した。
４　倫理的配慮

研究の趣旨，倫理的配慮，データの取り扱い，結果
の公表等を明記した文書を配布し，口頭で直接説明し
た。調査協力等の自由保障および同意の順守，学校・
個人名の秘匿性等に十分留意した。上越教育大学研究
倫理審査委員会より承認を得た（No.2018−48）。

Ⅲ　結果
１　回答者および現任校の属性

50人から回答を得た（回収率44.2％）。タイムスタ
ディに未記入があった13人分の５日間分のデータ（65
データ）を除いた，37人分の５日間分のデータ（185デー
タ）を有効回答とした（有効回答率32.7％）。

養護教諭の経験年数は１～ 40年であり，平均15.03
年であった。受け持ち校務分掌数は１～８であり，平

均2.14で，全ての回答者が「学校保健」を受け持って
いた。児童数は46 ～ 817人であり，平均328.22人であっ
た（表１）。
２　養護教諭の多忙感と属性の関連

平均経験年数は，多忙感なし群10.24年，多忙感あ
り群17.44年であり，多忙感あり群の方が長く有意差
がみられた。平均受け持ち校務分掌数は，多忙感なし
群2.48，多忙感あり群2.04であり，多忙感なし群の方
が多く有意差がみられた。平均児童数は，多忙感なし
群206.97人，多忙感あり群389.33人であり，多忙感あ
り群の方が多く有意差がみられた。つまり，多忙感な
し群は，経験年数・児童数が少なく，受け持ち校務分
掌数が多かった。多忙感あり群は，経験年数・児童数
が多く，受け持ち校務分掌数が少なかった（表２）。

多忙を感じた理由については，有効回答37人分の５
日間分のデータ（185データ）の内，「多忙である」と
回答された123日分のデータを得た。１日につき複数
の理由が回答されている場合があり，総データは144
であった。「保健室来室に関すること」が84人（68.3％）
と最も多く，次いで「予定外の職務」が21人（17.1％）
であった（表３）。
３　 多忙感の有無と勤務分数，勤務分数内職務遂行分
数，勤務時間内職務遂行分数の関連

平均勤務分数は，多忙感なし群571.19分，多忙感あ
り群618.07分であり，両群ともに既定の勤務時間（510
分）を超過していた。両群を比較すると，多忙感あり
群の方が46.88分長く有意差がみられた。平均勤務分
数内職務遂行分数は，多忙感なし群676.45分，多忙感
あり群811.22分であり，多忙感あり群の方が134.77分
長く有意差がみられた。平均勤務時間内職務遂行分数
は，多忙感なし群606.53分，多忙感あり群688.66分で
あり，多忙感あり群の方が82.13分長く有意差がみら
れた。つまり，多忙感あり群は，多忙感なし群に比べ

表１　回答者および現任校の属性
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て，勤務分数，勤務分数内職務遂行分数，勤務時間内
職務遂行分数の全てが長かった（表４）。
４　多忙感の有無と職務分類別遂行分数の関連

養護教諭の多忙感と職務分類別遂行分数の間に有意
差がみられたのは，「個別指導」，「感染症予防」，「相
談活動」，「救急処置」，「保健行事」，「休憩」，「その他」
の７項目であった。多忙感なし群は「休憩」，「その他」
の職務遂行分数が長く，多忙感あり群は「個別指導」，

「感染症予防」，「相談活動」，「救急処置」，「保健行事」
の職務遂行分数が長かった（表５）。
５　多忙感のない日の養護教諭の職務実態

有効回答37人分の５日間分の勤務データ（185デー
タ）の内，「多忙ではない」と回答された62日分のデー
タのタイムスタディを，多忙感のない日の職務実態と
した。「多忙ではない」日の平均出勤時間は７時45分，
平均退勤時間は17時16分であった。その間の676.45分

に職務を遂行していた（図１）。図１は，「多忙ではない」
日に出勤から退勤までの間，15分毎に何の職務を遂行
しているのか，延べ人数を表したものである。15分の
間に同時に２つの職務遂行している場合は，それぞれ
の職務で人数をカウントした。多く遂行していた職務
は「事務」193.06分，次いで「救急処置」143.95分であっ
た。「地域との連携」，「個人研究」は行っていなかっ
た（表５）。１日の職務遂行を15分間隔の職務分類別
にみると，他の職務と多く並行していたのは「救急処
置」であり，職務遂行率が高かったのは９時，次いで
９時15分であった。この時間帯は，遂行時間の多い「事
務」，「救急処置」の他に「健康観察」，「環境整備」を
遂行していた。さらに，「休憩」を12時頃より36.53分
とり，その間に「救急処置」を行う者も存在した。

Ⅳ　考察
１　養護教諭が多忙を感じている日の職務実態
１）�勤務分数，勤務分数内職務遂行分数，勤務時間内

職務遂行分数からみる養護教諭の多忙
平均勤務分数は，休憩を含む規定の勤務時間（510

分）より，多忙感なし群は61.19分，多忙感あり群は
108.07分長く，多忙感の有無にかかわらず養護教諭の
超過勤務は常態化していた。また，全体の平均勤務分
数602.36分より，多忙感なし群は31.17分短く，多忙感
あり群は15.71分長かったことから，勤務分数が長い
と，養護教諭は多忙を感じることが示された。

勤務分数内職務遂行分数は平均766.05分であり，
多忙感なし群は89.6分短い676.45分，多忙感あり群
は45.17分長い811.22分であった。勤務分数内職務遂
行率は，多忙感なし群が118.43％，多忙感あり群が
131.25％であった。勤務時間内職務遂行分数は平均

表４　�多忙感の有無と勤務分数・勤務分数内職務遂行分数・�
勤務時間内職務遂行分数の関連

表３　職務に多忙を感じた理由

表２　多忙感の有無と属性の関連
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表５　多忙感の有無と職務分類別遂行分数の関連
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図１　多忙感のない日の養護教諭の職務分類別 15分間隔遂行人数

661.14分であり，休憩を含む規定の勤務時間（510分）
より，多忙感なし群は96.53分長い606.53分，多忙感あ
り群は178.66分長い688.66分であった。勤務時間内職
務遂行率は，多忙感なし群が118.93％，多忙感あり群
が135.03％であり，勤務分数内職務遂行率よりも多く，
勤務時間外と比べて勤務時間内の方が同時並行的に職
務を遂行し，効率化を図っていた。両群を比べると，
多忙感あり群の方が勤務時間内に職務遂行率を高め，
職務に費やす時間が長かった。

以上のことは，多忙感の有無にかかわらず，養護教
諭が勤務分数あるいは勤務時間の中で複数の職務を同
時に遂行していることを示している。さらに，多忙感
あり群は，多忙感なし群よりも勤務分数が長く，また
規定の勤務時間の内・外で職務遂行率を高めることを
通して，職務に費やす時間の増加に対処していた。こ
のことから，職務遂行率を高め，職務に費やす時間が
長い日に，養護教諭は多忙を感じることが示唆された。
２）職務分類別遂行分数からみる養護教諭の多忙

多忙感なし群の職務遂行時間が長く有意差が認めら
れたのは「休憩」，「その他」の２項目であった。「休憩」

は多忙感なし群36.53分，多忙感あり群28.66分であり，
両群ともに規程の休憩時間（45分間）を取っていない
日が多く存在した。これより，養護教諭は，規定の勤
務時間の内・外で職務遂行率を高めるだけでなく，休
憩時間を削り，職務に費やす時間の増加に対処してい
る現状が示された。また，多忙感あり群は，多忙感な
し群よりも休憩時間が7.87分少なく，休憩時間が少な
い日に，養護教諭は多忙を感じていることも示された。
「その他」に費やす時間は，多忙感なし群が45.97分，

多忙感あり群が25.49分であり，多忙感なし群の方が
20.48分長かった。養護教諭は「本務」以外の職務に
多忙感を持つことが明らかになっている25）26）。本調査
では「その他」の職務を聞き取っていないため具体的
な内容は不明であるが，本務に関わる職務が質問項目
に網羅されていることを鑑みると，本務外と捉えてい
る職務を「その他」と回答した可能性がある。本務外
の職務の多忙は，特に小規模校に勤務する養護教諭に
大きい27）。本調査でも児童数に基づく学校規模の小さ
い養護教諭は「その他」の遂行分数が長かったことか
ら，時間の長さを多忙と捉えるならば，先行研究と同
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様の結果であった。しかし，多忙を感じていたのは「そ
の他」の遂行分数が短い，児童数に基づく学校規模の
大きい養護教諭であり，結果は真逆であった。これよ
り，養護教諭の本務外の職務に対する多忙感に影響を
与えるのは時間の長さではなく，先行研究で指摘され
ている職務内容16）である可能性がうかがえた。

多忙感あり群の職務遂行時間が長く有意差が認めら
れたのは，「個別指導」，「感染症予防」，「相談活動」，「救
急処置」，「保健行事」の５項目であった。最も遂行時
間が長かった「救急処置」は，多忙感なし群が143.95分，
多忙感あり群が233.66分であり，多忙感あり群の方が
89.71分長かった。救急処置は，児童生徒の状態を問
診や観察から判断し対応する，養護教諭が関係者から
最も期待される職務である28）。さらに，来室から対応
の見込みがつくまで養護教諭が直接対応するため，そ
れまで行っていた職務が一時的に中断される特徴があ
る。先行研究によれば，業務が細切れに中断され仕事
が中途半端に残り片付かないことが負担につながり，
疲労や多忙感を蓄積させているとの指摘がある29）。多
忙を感じた理由は「保健室来室に関すること」が最も
多かったことから，もともとの遂行時間の長さに加え，
期待に応えようと丁寧に対応し，さらに遂行時間が長
くなっていることや，救急処置自体が多忙を感じやす
い職務であることが推察された。
２　 多忙感のない日の養護教諭のタイムマネジメント
の特徴

「多忙ではない」日の養護教諭は７時45分に出勤し，
一般的な昼休みとされる12時頃から「休憩」を36.53
分とり，17時16分に退勤していた。この場合，勤務分
数・勤務分数内職務遂行分数・勤務時間内職務遂行分
数は「多忙である」日と比べて少なく，養護教諭が多
忙を感じにくい勤務様態として理解される。
「多忙ではない」日の養護教諭は，出勤から退勤ま

での間に676.45分職務を遂行していた。職務分類別に
遂行時間を比べると，「多忙である」日よりも11項目
の職務遂行時間が少なく，その内「地域との連携」，「個
人研究」は行っていなかった。養護教諭は多忙・多様
化した職務の中で，どの職務を優先して行うのか判断
することが求められている21）22）。「多忙ではない」日
の養護教諭は，その時点で優先度が低い職務を遂行し

ないことや時間を短くする等の判断をし，優先度の高
い職務を遂行している可能性がうかがえた。

次に，職務分類別15分間隔職務遂行人数をみると，
職務遂行率が最も高かった時間は９時，次いで９時15
分であった。ピーク時の遂行内容は「事務」，「救急処
置」の他に「健康観察」，「環境整備」が多かった。こ
のことから，児童が登校後，校内の環境整備を行い安
全に配慮する，健康観察から児童の健康状態を把握，
感染症等の異常の早期発見に努めている養護教諭の姿
がうかがえる。これは，養護教諭への期待30）とも合
致することから，学校内を巡回し，環境整備と健康観
察を行うことが朝のルーティンワークとして定着して
おり，効率的に遂行している可能性が推察された。さ
らに，職務遂行率は出勤から退勤まで一定ではなかっ
たことから，並行して遂行し効率化をはかる職務と，
集中して行う職務があること，またそれらを行う時間
帯を使い分けている可能性がうかがえた。
３　  養護教諭がタイムマネジメントを実践するための
課題

本調査結果から養護教諭の勤務超過が常態化してお
り，養護教諭の多忙化は早急に解決すべき課題である
ことが示唆された。多忙な現状に対して，養護教諭は
職務を並行して行っており，タイムマネジメント思考
を持ち職務遂行している姿がうかがえた。しかし，タ
イムマネジメント思考はあるが，勤務時間が長く多忙
を感じている養護教諭も存在し，効果的なタイムマネ
ジメントが行えているとは言い難い実情も示された。
その要因として，１人職のため25），他の養護教諭の職
務実態から学ぶ機会が少ないことによる影響可能性が
推察された。これより，他の養護教諭の職務実態を知
ること，客観的に自身の職務遂行と比較して学ぶ機会
を持つ必要性が示唆された。

大谷は，養護教諭の責務を判定する「ものさし」の
必要性を述べている31）。養護教諭が自分の実践を客観
的に捉える指標として，時間は一つの「ものさし」に
なる。さらに，職務にかかる時間を正しく見積もるた
めには，養護教諭の職務の範囲と量，そして職務の到
達すべき目標を明らかにする必要性が見出された。平
川も養護教諭の職務実態を明確化する必要性を訴えて
いる32）。そのため，今後は各職務の構造を分解し，養
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護教諭自身が自分の職務を量と質の両面からタイムマ
ネジメントできるようになることが23），養護教諭の多
忙感の軽減にとっても重要であることが示唆された。

学校現場でも費用対効果が求められている33）。しか
し，学校現場で過度な効率化を求めることは，養護の
質に対しての負の影響が伴いかねない可能性も考えて
おく必要がある。行き過ぎたタイムマネジメントに
よって，児童生徒との関係性の希薄化や職員との連携
不足があってはならない。また，保健室来室児童への
観察不足等の養護教諭の根源的職務の不充足を招いた
りしないよう注意する必要もある。太田らは，看護分
野の研究で「よい看護マネジメントは，業務効率と看
護の質という，対立する概念を乗り越えて効率的に質
の高い看護実践を行う状態をもたらす」と述べてい
る34）。養護教諭のタイムマネジメントも量と質の融合・
調和を目指さなくてはならない。

現行の「働き方改革」11）は教員の多忙化解消が目
途であり，例えば給食指導に級外職員を活用し教員の
負担を軽減すること等が提案されており，これまで教
員が担っていた業務が養護教諭へシフトされることは
想像に難くない。しかし，養護教諭が限られた時間の
中で児童の安全と健康を守り，いきいきと働くために
は，これ以上の負担を負うことは誰のためにもならな
い。１人職という現状の中で質の高い養護を目指そう
とするならば，多岐にわたる養護教諭の職務内容を適
正化・標準化の視点で整理し，担うべき職務を見極め，
職務量を軽減することが必要である23）。養護教諭以外
が担ってもよい職務を多職種と協働し，タスクシフ
ティングやタスクシェアリング35）を積極的に進めて
いくことも必要ではないだろうか。その上で，養護教
諭自身が職務の優先順位や量と質をマネジメントし，
ゆとりを持って子どもに向き合うことが重要であると
考える。

最後に，研究上の課題を特記したい。タイムスタディ
は職務実態を可視化できる方法であり23），本調査を通
して，養護教諭の職務実態の一端を可視化できた。た
だし，こうした実証的な研究は少なく，このことが養
護教諭の職務が曖昧さを残している22）要因の一つと
考える。養護教諭の職務に関する実証的研究を進め，
養護教諭個々人が自身の職務遂行を振り返り，現実的

で包括的な観点から養護の本質に迫り，養護教諭とい
う職のアイデンティティを追究することが重要であろ
う。

Ⅴ　結論
養護教諭の多忙感の有無による差に着目した結果，

タイムスタディにもとづく小学校養護教諭の職務実態
として次のことが明らかになった。
１．�経験年数，受け持ち校務分掌数，児童数にもとづ

く学校規模によって，養護教諭の多忙感の有無に
差が認められた。

２．�勤務分数，勤務分数内職務遂行分数，勤務時間内
職務遂行分数，「個別指導」，「感染症予防」，「相
談活動」，「救急処置」，「保健行事」，「休憩」，「そ
の他」の遂行時間によって，養護教諭の多忙感の
有無に差が認められた。

３．�多忙感のない日の養護教諭は勤務分数571.19分の
内，「休憩」を36.53分とり，「救急処置」と別の
職務を並行して遂行し，多忙化に対処している現
状が示された。

養護教諭が力量を発揮し，児童の安全と健康を守る
ためには，学校組織として環境を整え，職務を軽減す
る必要性が示唆された。そして，養護教諭自身が心身
の健康の保持増進に努め，職務の優先順位や量と質，
遂行方法を振り返り見直しを図ること，効果的なタイ
ムマネジメントを実践している養護教諭の取組を共有
し，養護の本質に迫ることが重要であろう。また，養
護教諭の多忙感軽減に向けて，校種や学校規模による
違いを超えて活用可能となる共通要素を見出すため，
職務の範囲，目標，方法を明らかにする必要もある。

Ⅵ　本研究の限界と課題
本研究では，養護教諭の多忙感の程度，個人的背景

やストレス耐性，職務の質やそのプロセスは明らかに
できていない。単位時間当たりの労働負荷や季節性の
配慮についても検証することが必要だろう。特に児童
数に基づく学校規模の大きい養護教諭の，保健室来室
者にかかわる職務の影響を明らかにする必要がある。
養護教諭の職務の範囲，目標，効率化を含めた職務遂
行の方法や暗黙知を詳細にし，実態を把握，分析する
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ことが課題である。

謝辞
本研究にあたり，ご協力いただきました養護教諭の

皆様に心より感謝申し上げます。

付記
本稿は，上越教育大学修士論文「新潟県における小

学校養護教諭の職務実態に関する研究−多忙化をタイ
ムスタディから分析し，タイムマネジメントを展望す
る−」の一部を修正・加筆したものである。

文献
１）文部科学省：教員勤務実態調査，2016

� https ://www.mext .go . jp/component/a_menu/

educat i on/deta i l /__ i c sF i l e s/a f i e ld f i l e/2018/�

09/27/1409224_004_3.pdf（アクセス2021.�3.�21）

２）文部科学省：教員勤務実態調査，2006，

� https://berd.benesse.jp/berd/center/open/report/

kyouinjittai/2006/pdf/sc/houkoku_data07.pdf（ ア ク セ

ス2021.�3.�21）

３）文部科学省：OECD国際教員指導環境調査（TALIS）

2018調査結果vol.2ポイント，2018，https://www.mext.

go.jp/b_menu/toukei/data/Others/__icsFiles/afieldfile�

/2020/20200323_mxt_kouhou02_1349189_vol2.pdf（ ア

クセス2021.�3.�21）

４）文部科学省：教職員の働き方の見直しに関する実践研究

（岡山県），2010，

� https ://www.mext .go . jp/component/a_menu/

education/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/08/11/�

1308980_03.pdf（アクセス2021.�3.�21）

５）文部科学省：学校事務の共同実施事業成果報告書（新潟

県），2011，

� https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/

detail/1309707.htm（アクセス2021.�3.�21）

６）青木栄一：教員の業務と校務運営の実態に関する研究報

告書，国立教育政策研究所，2010，

� https://nier.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_

view_main&active_action=repository_action_common_

download&item_id=621&item_no=1&attribute_

id=22&file_no=1&page_id=13&block_id=21（アクセス

2021.�3.�21）

７）Marrelli,�T.�M，細野洋子，三好さち子，城ヶ端初子

（訳）：実務に生かす看護管理の基本，102-104，医学書院，

1998

８）行本明説：超タイムマネジメント，18-41，大和出版，

2005

９）古谷成司：教員の多忙化解消に関する実践的研究―教頭

によるタイムマネジメントを通して―，千葉大学大学院

人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書，千葉大学，

2015，

� https://core.ac.uk/download/pdf/96947525.pdf（アクセ

ス2021.�3.�21）

10）樋口修資：学校組織運営論からみる「チーム学校」の批

判的考察と教員のワーク・ライフ・バランスの実現，明

星大学研究紀要，7，1-14，明星大学，2017

11）文部科学省　中央教育審議会：新しい時代の教育に向け

た持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校に

おける働き方改革に関する総合的な方策について（答

申），1-9，2019，

� http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/

toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/03/08/1412993_1_1.

pdf（アクセス2021.�3.�21）

12）高木亮，北神正行：教師の多忙と多忙感を規定する諸要

因の考察Ⅱ―教師の多忙感としてのストレスの問題を中

心に―，岡山大学教育学部研究収録，135，137-146，岡

山大学，2007

13）布川淑：教師の多忙と多忙感―公立高等学校教師の教育

活動に関する聞き取り調査にもとづいて―，立命館産業

社会論集，42（3），175-190，立命館大学，2006

14）品田瑞穂，萬羽郁子，小宮山利恵子，他：小学校教員の

職務の負担感と多忙感・危機感の関連―教員の視点に

立った働き方改革の実現に向けて―，学校教育学研究論

集，41，1-13，東京学芸大学，2020

15）栃木県教育委員会：教員の多忙感に関するアンケート調

査（検証）報告書，1-36，2012�http://www.pref.tochigi.

lg.jp/m01/education/kyouikuzenpan/kyouikuiinkai/

documents/taboukan-（アクセス2020.�12.�8）

16）青木純一，堀内正志：教員の多忙化をめぐる経緯と教員

勤務実態調査に関する一考察，日本女子体育大学紀要，



−�36�−

日本養護教諭教育学会誌　Vol. 25，No. 2，2022

44，17-26，日本女子体育大学，2014

17）� 久保田真功：保護者や子どもの問題行動の増加は教師

バーンアウトにどのような影響を及ぼしているのか，日

本教育経営学会紀要，55，181-193，日本教育経営学会，

2013

18）高木亮：教師のストレス過程メカニズムに関する比較研

究―小・中学校教師のストレス過程モデルの比較を中心

に―，日本教育経営学会紀要，45，50-60，日本教育経

営学会，2003

19）石井豊恵：看護業務量推計の方法論の検討―タイム

スタディデータをもとに―，大阪大学，4-10，2005，

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/763/�

19374_論文.pdf（アクセス2019.�9.�8）

20）文部科学省：養護教諭の職務内容等についてhttps://

www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/029/

shiryo/05070501/s007.htm（アクセス2020.�2.�19）

21）森昭三：変革期の養護教諭―企画力・調整力・実行力を

つちかうために―，87-210，大修館書店，2002

22）久保昌子：養護教諭の職務の特性に関する研究～多様な

職務の理解をめざして～，2018，京都女子大学，http://

hdl.handle.net/11173/2512（アクセス2020.�12.�8）

23）土屋史子，留目宏美：タイムスタディにもとづく小学校

養護教諭の職務実態―時間から見た多忙に着目して―，

日本養護教諭教育学会誌，24（2），27-35，日本養護教

諭教育学会，2021

24）大場薫，佐々木由紀，長能みゆき，他：タイムスタディ

による看護業務量調査，東邦看護学会誌，13，15-22，

東邦看護学会，2016

25）山田小夜子，橋本廣子：養護教諭の職務の現状に関する

研究，岐阜医療科学大学紀要，3，77-81，岐阜医療科学

大学，2009

26）藤井小百合，中村仁志：養護教諭のアセスメント能力の

形成に影響を与える要因，山口県立大学学術情報，11，

135-146，山口県立大学，2018

27）� 田崎雅子：本道小規模における養護教諭の執務状況〔Ⅱ〕，

北海道女子短期大学研究紀要，29，103-115，北海道女

子短期大学，1993

28）津島ひろ江（中島敦子）：第16章　学校救急処置，（荒木

田美香子，池添志乃，岡本啓子編著），学校における養

護活動の展開�改訂５版，219-236，ふくろう出版，2018

29）新谷康子：教員の多忙と労働の特質―観察調査を通じ

て―，北海道大学公教育システム研究，11，1-36，北海

道大学，2012

30）日本学校保健会：学校保健の課題とその対応―養護教諭

の職務等に関する調査結果から―，18-52，2012

31）大谷尚子：第９章　養護学の展望，（大谷尚子，中桐佐

智子編著），新養護学概論，200-206，東山書房，2009

32）平川俊功：養護教諭の資質能力の向上，199-210，学事出版，

2016

33）三菱総合研究所：教育改革の推進のための総合的調査

研究―教育投資の費用対効果に関する基本的な考え

方及び文献の収集・整理―（報告書），https://www.

mext.go.jp/a_menu/shougai/chousa/__icsFiles/afieldfi

le/2014/09/01/1351451_01_1.pdf（アクセス2020.�12.�8）

34）太田加世（大串正樹）：ナースのための管理指標MaIN2，

（井部俊子監修），1-14，医学書院，2010

35）厚生労働省：医師の働き方改革を進めるためのタス

ク・シフト／シェアの推進に関する検討会，議論の整

理，2020，https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/�

000720006.pdf（アクセス2021.�3.�21）

� （2021年４月23日受付，2022年１月23日受理）



−�37�−

日本養護教諭教育学会誌　Vol. 25，No. 2，2022

資料

Ⅰ　はじめに
１　問題の背景

Ａ大学では2016（平成28）年度から，養護教諭を志
望する学生が学校の保健室で養護教諭の職務を補助す
るボランティア活動（以下，保健室ボランティアと記
す）を実施している。学校現場では，定期健康診断の
実施にかかわる補助や健康診断結果の統計処理，保健
室に来室する児童生徒や保健室登校の児童生徒との関
わり等，学生が補助できる職務は多数ある。学生にとっ
ては，具体的な養護教諭の職務を経験したり，対応の
様子を直接見たり聞いたりする貴重な機会となる。こ
のように保健室ボランティアは，学生と養護教諭の双
方にとって有益であることから，取組を始めた。

近年，教員養成の在り方に大きな変化があり，文部
科学省は，教職課程に学校インターンシップの導入を
推進している１）。また，文部科学省令が改正され，大
学が独自に学校インターンシップや学校体験活動を科
目設定することを可能としている。これを受け，Ａ大
学では保健室ボランティアを「学校ボランティア実
践」という科目名で教職課程に位置づける申請をし，
2019（令和元）年度から大学が独自に設定する科目と
して新設した。この「学校ボランティア実践」は，保
健室ボランティアを規定時間以上行うことと活動報告

の発表や報告書の作成により，４年次に単位認定する
科目として養護実習とは別に位置づけ，2019（令和元）
年度に在籍している４年生から単位認定の対象となっ
た。

さて，これまで大学生の学校ボランティアや保健室
ボランティアに関して，溝部ら２）や河田３），斉籐ら４），
峯村ら５）は，ボランティア活動が学生の教師観や子
ども観に影響を与え，教職への意識を促進したり，基
礎的な資質・能力を向上したりすることを示している。
また，奥田ら６），嶋田７），角田ら８），鈴木ら９）は，学
校ボランティアは実践での学びを振り返る機会を持つ
ことにより，大学における理論と現場での実践を統合
し，学生の実践力の向上につながることを示唆してい
る。しかし，学生が繰り返し保健室ボランティアに行
くことにより，いつからどのように教職への意識や基
礎的な資質・能力の自己意識が高まるのかという学生
の意識の経年的変化を明らかにした研究は見当たらな
い。

そこで，養護教諭を志望する学生の教職への意識や
基礎的な資質・能力の自己意識の高まりなどを経年的
に調査し，学生の意識の変化を明らかにして，保健室
ボランティアによる学びを効果的に進める手立てを考
察することを目的に，研究に取り組むことにした。

保健室ボランティア活動における養護教諭志望学生の意識の経年的変化

竹内　理恵，貴志知恵子，長濱　太造
徳島文理大学人間生活学部

Changes of Consciousness of the Would-be Yogo  teachers 
on Health Room Volunteer Activities Every Year

Rie�TAKEUCHI，Chieko�KISHI，Taizou�NAGAHAMA
Faculty�of�Human�Life�Sciences,�Tokushima�Bunri�University

Key words：�the�health�room�volunteer�activities,�self-evaluation,�self-affirmative� feeling,�

the�would-be�Yogo�teachers

キーワード：保健室ボランティア活動，自己評価，自己肯定意識，養護教諭志望
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２　保健室ボランティアの概要
Ａ大学の保健室ボランティアは，当該市町村教育委

員会や校長会の了承を得て，各校の養護教諭に実施要
項を送付し協力校を求めている。実施申込書を通して
日程，必要人数，活動内容，場所，準備物等の連絡を
受けると，派遣する学生を決定し，協力校に学生の氏
名を報告し，実施している。実施後，学生は実施内容
と自己評価を記入した報告書を提出する。

対象学生は養護教諭を志望する１～４年生とし，
2018（平成30）年度までは参加登録した学生，2019（令
和元）年度からは「学校ボランティア実践」を履修登
録した１～４年生である。学生には大学で事前指導を
実施し，定期的に活動報告や意見交換等のために指導
の場を設けている。「学校ボランティア実践」の履修
が始まってからは，それに加えて，年度末に４年生が
まとめた活動報告を発表し，活動について協議する場
を設定している｡ この活動に関しては関係する教職員
も限られており，学内指導体制は十分とは言えない。

協力校への派遣は，二種類の方法で行っている。一
つは，定期の健康診断や就学時の健康診断の日程に合
わせ，協力校から事前に申し込まれた日に派遣する方
法（以下，単発型と記す）である。学校ごとに健康診
断等の実施方法が異なり，その様子や学校医への対応
の仕方などを学べるまたとない機会である。もう一つ
は，一週間もしくは二週間に一回，決まった曜日に半
日もしくは一日，同じ学生（１，２人）を継続して派
遣する方法（以下，継続型と記す）である。

これまでの実施状況を表１に示した。協力校からの
申込により派遣しているため，年度によって回数に差
がある。また，授業に支障のない範囲で派遣しており，
平日の時間割の中で授業のない時間に限られる。その
ため空き時間の多い４年生が中心であるが，各年度の
時間割によっては３年生や２年生も派遣できる場合が
あった。１年生はまとまった空き時間はないが，学生
の夏休みの期間に派遣した。
３　Ａ大学の養護教諭養成のカリキュラムについて

Ａ大学は学際系大学で，学生本人の希望により入学
当初に免許取得の申請をし，必要とする教職科目と専
門科目を履修して養護教諭一種免許状を取得してい
る。養護実習は３年生の９月に開講しており，養護の

専門科目の大半は１～３年生の前期までに受講を済ま
せている。また，養護実習以外に学校現場へ観察など
で行く科目の設定はない。学期は，前期は４月から７
月末まで，後期は９月下旬から１月まで授業が行われ
る。Ａ大学の養護教諭養成は50年前より行われており，
近隣地域に長年養護教諭を輩出している。

Ⅱ　研究方法
１ 　研究対象者：Ａ大学の養護教諭志望の2016（平成

28）年度入学生32人（男１人，女31人）（以下，A�
グループと記す）及び2017（平成29）年度入学生29
人（男０人，女29人）（以下，Ｂグループと記す）
２ 　調査期間：2018（平成30）年４月～ 2021（令和３）

年１月
３ 　調査項目：１）保健室ボランティアの派遣回数，

２）養護教諭の職務の専門領域の職務内容14項目に
おける知識・技能の自己評価（100点満点），３）子
どもの理解や対応についてのレベルと養護教諭にな
りたい気持ちの自己評価（100点満点），４）堀ら10）

の自己肯定意識尺度（５件法）
４ 　調査項目の設定：調査項目１）については，単発

型と継続型のそれぞれの回数を調査した。なお，協
力校からのボランティア活動の申込時間は，午前も
しくは午後３時間前後がほとんどであったため，時
間に関係なく１度の派遣を１回と数えた。

調査項目２）については，教職への意識や基礎的
な資質・能力の自己意識の高まりを測定する項目と
して設定した。設定に当たっては「養護教諭の専門
領域に関する用語の解説集」11）に示されている「養
護教諭の資質・能力とは，養護教諭の職務を遂行す
る上で必要な専門的知識や技術，考え方である」を
基にした。養護教諭の職務を遂行する上で必要な専
門的知識や技術は，各答申を基に養護教諭の職務を
まとめた資料12）と「学校保健の課題とその対応―
養護教諭の職務等に関する調査結果から―」13）に
示されている職務の項目から保健管理と保健教育，
健康相談等の12項目とした。また，中央教育審議会
答申14）に示された新たな職務の２項目を加えて14
項目とした。

調査項目３）については，教職への意識の高まり
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が教職への志向性と子どもへの深い理解であるとと
らえ，それらを測定するために設定した。

調査項目４）については，学生のボランティア活
動への参加が自己肯定感を高めることを示した川田
ら15）や和16）の先行研究があることから，養護教諭
を目指す学生にとって自己肯定感を高めていくこと
は，これからの職務を円滑に進める上で不可欠であ
ると考えた。そこで，堀ら10）の自己肯定意識尺度
を用いて，自己肯定意識の変化を測定することにし
た。この尺度は対自己領域と対他者領域に二分され，
対自己領域の下位成分の「自己受容」，「自己実現的
態度」，「充実感」と，対他者領域の下位成分の「自
己閉鎖・人間不信」，「自己表明・対人的積極性」，「被
評価意識・対人緊張」から成る。各質問について「あ
てはまる」５点から「あてはまらない」１点までの
５段階評価で尺度得点を算出した。

５ 　調査方法：上記の調査項目について自記式アン
ケート調査を実施した。学年間の推移を経年的に分
析するため，各学年１回の調査とした。調査時期
は，Ａグループは２年生の授業が終了した2018（平
成30）年４月，３年生の授業が終了した2019（平成
31）年１月，４年生の授業が終了した2020（令和２）
年１月の計３回である。Ｂグループは１年生の授業
が終了した2018（平成30）年４月，２年生の授業が
終了した2019（平成31）年１月，３年生の授業が終
了した2020（令和２）年１月，４年生の授業が終了
した2021（令和３）年１月の計４回である。調査時
期の表記は，それぞれの学年が終了した段階の状況
をその学年の調査結果とした。具体的に，Ａグルー
プは１回目を２年生，２回目を３年生，３回目を４
年生とした。Ｂグループは１回目を１年生，２回目
を２年生，３回目を３年生，４回目を４年生とした。
�　実施に当たっては繰り返し調査を行うため，ラン
ダムに決定した４桁の数字を整理番号として一人ひ
とりに割り振り，提出の際には毎回整理番号を記入
することによって継続して調査できるようにした。
また，正確な派遣回数を事前に確認させた。

６ 　分析：Ａグループは２～４年生の計３回，Ｂグルー
プは１～４年生の計４回について，それぞれの回答
結果の学年による推移を分析した。保健室ボラン

ティアの経験による変化は，派遣回数の多い群と少
ない群の２群に分けて回答結果の差を分析した。有
効回答データを確保するとともに，両グループ間の
比較によって保健室ボランティアの効果をより詳し
く分析するため，２つのグループを設定した。統計
処理はSPSS24を使用し，一元配置分散分析を用い
た。有意差は５％水準で判定した。

Ⅲ　倫理的配慮
本研究にあたっては，徳島文理大学倫理委員会の承

認を受けて実施した。対象者には，依頼文書及び説明
文書に基づいて研究の趣旨，研究の参加に際しては自
由意思であること，��回答の拒否や研究参加への中断
が可能なこと，研究目的にのみデータを利用すること，
個人を特定する開示はないことを口頭で説明し，同意
書への署名によって同意を得た。なお，科目「学校ボ
ランティア実践」の成績に，研究への参加が影響しな
いことを説明した。また，調査用紙の管理は，研究室
の鍵のかかるボックスに保管した。

Ⅳ　結果
１　分析対象者と派遣回数

Ａグループの有効回答数は，32人中17人（53.1%：
男１人，女16人），Ｂグループの有効回答数は，29人
中20人（69.7%：男０人，女20人）であった。

表２に，各学年の派遣回数の合計をグループ別に示
した。Ａグループは２年生16回，３年生100回，４年
生99回であり，３年生と４年生の派遣回数が多かった。
Ｂグループは，１年生26回，２年生６回，３年生46回，
４年生27回であった。平均派遣回数は，Ａグループが
12.65回，Ｂグループは5.25回であり，Ａグループの方
が多かった。

表３に，派遣回数別の人数をグループ別に示した。
Ａグループの15回以上は５人（継続型３人，単発型２
人）であった。Ｂグループの15回以上は１人（継続型）
であった。15回以上の学生は，両グループともに継続
型が多かった。Ｂグループは４回以下が12人いたが，
Ａグループは４人であった。Ｂグループの方が，派遣
回数の少ない学生が多かった。

保健室ボランティアの経験と自己評価得点との関連
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を調べるため，派遣回数の多い群と派遣回数の少ない
群の２群を設定した。その２群の分類は，表２，３に
示した両グループの平均回数，派遣回数別の人数，分
類に当たっての人数差などを考慮し，両グループとも
に派遣回数９回以上を多い群，派遣回数８回以下を少
ない群とした。Ａグループの派遣回数が多い群は10人，
少ない群は７人となった。Ｂグループの派遣回数が多
い群は４人，少ない群は16人となった。
２　養護教諭の職務内容の自己評価得点の推移

表４にＡグループ，表５にＢグループの養護教諭の
職務内容における知識・技能の自己評価得点の推移を
示した。学年の平均の推移は，Ａグループについては

「救急処置活動」以外の項目で，Ｂグループについて
は全ての項目で，学年が進むにしたがって有意に高く
なっていた。各学年の14項目の平均を算出すると，Ａ
グループは２年生から３年生の間で15.65点高くなっ
ていた。３年生から４年生の間で7.98点高くなってお
り，３年生の１年間の高まりが大きかった。Ｂグルー
プは１年生から２年生の間は減っている項目が２項目
あり，平均は3.26点高くなっていた。２年生から３年
生の間で14.86点高くなり，３年生から４年生の間で
11.58点高くなり，３年生の１年間の平均が最も高く
なっていた。

次に，養護教諭の職務内容の自己評価得点と保健室
ボランティアの経験との関連を見るために，表６にＡ
グループの派遣回数の多い群の養護教諭の職務内容の
自己評価得点の推移を示した。「救急処置活動」以外
の項目で，学年が進むにしたがって有意に高くなって
いることが示され，４年生の14項目の平均は69.54点
で14項目中７項目は70点以上であった。派遣回数の少
ない群は，平均が下がっている項目や学年間の平均の
差が少ない項目もあり，各学年の14項目の平均を算出
すると，２年生39.24点，３年生52.35点，４年生54.95
点であった。３年生から４年生の間の高まりがわずか
であり，全ての項目で有意差は認められなかった。Ｂ
グループも同様に，養護教諭の職務内容の自己評価得
点と保健室ボランティアの経験との関連を見るため
に，派遣回数の多い群と少ない群に分けて自己評価得
点の推移を分析した。派遣回数の多い群は「健康診断・
事後措置の方法」以外の13項目，少ない群は全ての項

目に学年間の有意差が認められた。Ｂグループは，派
遣回数の多い群も少ない群も同様の結果であり，保健
室ボランティアの経験との関連は見られなかった。
３　 子どもの理解や対応のレベルと養護教諭志向の自
己評価得点の推移

表７に両グループの子どもの理解や対応のレベルの
自己評価得点の推移を示した。学年の平均を比較する
と，両グループともに，学年が進むにしたがって有意
に高くなっていた。学年間の平均の差を算出すると，
Ａグループは２年生から３年生の間で18.88点高くな
り，３年生から４年生の間で4.79点高くなっていた。
Ｂグループは１年生から２年生の間で0.21点減ってい
た。２年生から３年生の間で15.96点高くなり，３年
生から４年生の間で11.15点高くなっていた。

子どもの理解や対応のレベルの自己評価得点と，保
健室ボランティアの経験との関連を見るために，両グ
ループの派遣回数の多い群と少ない群に対して，それ
ぞれ自己評価得点の差を分析した。両グループともに
派遣回数の多い群も少ない群も，学年間に差は認めら
れなかった。子どもの理解や対応のレベルの自己評価
得点は学年が進むと高くなるが，今回は保健室ボラン
ティアの経験との関連は見られなかった。

養護教諭になりたい気持ちの自己評価得点の推移
は，Ａグループは２年生77.00点，３年生71.25点，４
年生69.00点であった。Ｂグループは１年生68.00点，
２年生56.53点，３年生59.75点，４年生64.45点であり，
両グループともに学年の平均に差は認められなかっ
た。

次に，表８に養護教諭になりたい気持ちの自己評価
得点の学年ごとの平均が，保健室ボランティアの派遣
回数の違いによって差があるか示した。Ａグループは
４年生において，Ｂグループは２年生と３年生，４年
生に学年ごとの多い群と少ない群の間に差があること
が示された。Ｂグループの多い群の自己評価得点の平
均を見ると，１年生から得点が高かった。
４　自己肯定意識尺度得点の推移

自己肯定意識尺度得点の下位成分の学年平均は，両
グループとも学年間に差は認められなかった。下位成
分の最も低い学年の平均値は，Ａグループは，対自己
領域「自己受容」４年生15.53点，「自己実現的態度」
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２年生24.41点，「充実感」３年生27.76点，対他者領域
「自己閉鎖性・人間不信」２年生17.94点，「自己表明・
対人的積極性」３年生21.53点，「被評価意識・対人緊
張」２年生19.65点であった。Ｂグループは，対自己
領域「自己受容」３年生16.05点，「自己実現的態度」
３年生22.95点，「充実感」３年生27.75点，対他者領域

「自己閉鎖性・人間不信」４年生18.15点，「自己表明・
対人的積極性」２年生22.25点，「被評価意識・対人緊張」
４年生18.60点であった。

今回使用した堀ら10）の自己肯定意識尺度には，大
学生の得点の平均値と標準偏差が併せて掲載されてい
る。その平均値は「自己受容」16.25点，「自己実現的
態度」22.52点，「充実感」25.38点，「自己閉鎖性・人
間不信」17.97点，「自己表明・対人的積極性」23.25点，

「被評価意識・対人緊張」20.60点である。この値と比
較すると，両グループともに「自己実現的態度」と「充
実感」は全ての学年で大学生の平均値より高かった。
反対に，「自己表明・対人的積極性」は両グループと
も大学生の平均値より低かった。

次に，自己肯定意識尺度得点と保健室ボランティア
の経験との関連を見るために，自己肯定意識尺度得点
を，学年ごとの保健室ボランティアの派遣回数の違い
によって平均に差があるか比較し，表９にＡグループ，
表10にＢグループを示した。派遣回数別の下位成分の
尺度得点の平均を比較すると，派遣回数の多い群にＡ
グループ４年生の「充実感」，Ｂグループ１年生の「被
評価意識・対人緊張」の平均得点に有意差があった。

Ⅴ　考察
１　 派遣回数と養護教諭の職務内容の自己評価得点の
推移

表２に示したように，Ａグループの方が派遣回数は
多く，特に３年生と４年生が多かった。Ｂグループの
方が全体に派遣回数が少なかった。このように両グ
ループ間に派遣回数の違いが見られたのは，Ｂグルー
プの学生が４年生になった2020（令和２）年度，新型
コロナウイルス感染症の蔓延を防止するために緊急事
態宣言が出され，学校が長期間休校になった。それを
受け，保健室ボランティアの協力校数が少なくなった
からである。次に，表３に示すように，派遣回数が15

回以上は両グループで６人いた。その中で継続型は４
人，単発型は２人で，両グループともに継続型が多かっ
た。派遣回数を増やしていくためには，継続型の派遣
を受け入れてくれる学校を広げる必要があることが示
唆された。

養護教諭の職務内容に対する知識・技能の自己評価
得点について，表４，５に示したように，学年が進む
ほど有意に高くなっていた。その高まり方は２年生で
はそれほど高くなかったが，３年生の１年間で顕著に
高くなり，次いで４年生で高くなっていた。派遣回数
が少なかったＢグループでも同様であった。分析対象
の学生は全員が養護教諭志望であり，３年生の前期に，
養護実習の前に養護教諭の職務内容全般の理解を促す
ための科目「事前事後指導」を受講している。後期に
は養護実習に行くため，その体験と併せて養護教諭の
職務内容に対する知識・技能の高まりを自覚する機会
となり，２年生と３年生の自己評価得点の差につな
がったと考えられる。ただし，大学の授業の影響だけ
ではなく，表６に示したように，Ａグループでは保健
室ボランティアの派遣回数の多いグループの自己評価
得点は，学年が進むにしたがって有意に高くなってい
た｡ しかし派遣回数の少ない群は，学年間の有意差は
認められなかった。派遣回数の多い群は，３年生でも
４年生でも数多く保健室ボランティアに行っており，
自己評価得点も３年生だけでなく４年生でも高くなっ
ていた。以上のことから，保健室ボランティアに繰り
返し行くことは，養護教諭の職務内容に対する知識・
技能の自己評価得点の高まりを促進することが示され
た。
２　 子どもの理解や対応のレベルと養護教諭志向の自
己評価得点の推移

子どもの理解や対応のレベルの自己評価得点につい
て，表７に示したように，両グループともに学年が進
むほど平均が有意に高くなり，その高まり方は２年生
では高まっていないが，３年生の１年間では顕著に高
くなり，次いで４年生の１年間で高くなっていた。ま
た，両グループの派遣回数の多い群と少ない群に分け
て自己評価得点の推移を分析したが，両グループの派
遣回数の多い群も少ない群も学年間に差は認められな
かった。このことから，今回は子どもの理解と対応の
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自己評価得点の高まりについて，保健室ボランティア
に多く行くこととの関連は見られなかった。

次に，養護教諭になりたい気持ちの自己評価得点の
推移は，両グループとも学年間の平均に差は認められ
なかった。そこで，養護教諭になりたい気持ちの自己
評価得点を派遣回数の違いによって比べると，表８に
示したように，Ａグループは４年生の派遣回数の多い
群の平均が有意に高くなり，Ｂグループは２年生と３
年生，４年生の派遣回数の多い群の平均が有意に高く
なっていた。Ａグループの派遣回数の多い群は，３年
生と４年生で保健室ボランティアに多く行ったことに
よって，養護教諭になりたい気持ちが徐々に強くなり，
４年生での差につながったと考えられる。Ｂグループ
の派遣回数の多い群は，１年生から得点が高く，この
高い得点は保健室ボランティアに行ったことだけでな
く，早い時期から養護教諭になりたい気持ちを持って
いたからと考えられる。

今ら17）は，学生の養護教諭志向は専門の授業を受
けたり，同期や先輩学生に圧倒されたりして揺らぐこ
とがあるが，実習やボランティアに行き実習先の養護
教諭との出会いや実際に子どもと関わることで，プラ
スの感情が高まり養護教諭志望を向上させると述べて
いる。本研究においても，養護教諭志向は学年が進む
だけでは高まらなかったことから，保健室ボランティ
アを活用することが，学生の養護教諭志向の揺らぎに
対して適切な支援につながることを示唆している。
３　自己肯定意識尺度得点の推移

自己肯定意識尺度得点の学年間の推移は，両グルー
プとも学年の平均に差は認められなかった。次に，表
９，10に示したように自己肯定意識尺度得点を，保健
室ボランティアの派遣回数の違いによる平均の差を比
較すると，派遣回数の多い群では，Ａグループは４年
生の「充実感」，Ｂグループは１年生の「被評価意識・
対人緊張」の平均得点に有意差があることが示された。
自己肯定意識は簡単には高まることはないと推測され
る。その中で４年生の「充実感」の平均が有意に高く
なったことは，Ａグループの派遣回数の多い群が３～
４年生の２年間保健室ボランティアを繰り返し，その
活動を通して人の役に立つ自分が実感できたり，自ら
が動くことに充実感を得たりしたことの積み重ねがこ

の結果に反映したと考える。Ｂグループは４年生の派
遣回数が少なく，２年間に渡って多くの保健室ボラン
ティアに行った人はいなかった。なお，Ｂグループの
１年生の「被評価意識・対人緊張」得点に有意差が見
られたが，これは保健室ボランティアにあまり行って
いない時期の得点であり，保健室ボランティアとの関
連とは考えにくい。

川田ら15）は「ボランティア活動を継続的に行う学
生は，ボランティア活動を通して自己肯定感が高まる
ことが確認された」と述べ，積極的な自己表現や自己
表出，成功体験，人の役に立つ実感などを通して，自
己肯定感を構成する「活動を通した自己承認」や「活
動を通した他者からの承認」が得られることを示唆し
ている。このことは，平均得点が低かった「自己表明・
対人的積極性」得点が，ボランティア活動の継続によっ
て高まる可能性を示唆している。しかし，現在は学校
からの申込により活動しているため，学生の主体性が
発揮できないことが多い。そこで，これまで以上に積
極的なボランティア活動への参加方法を見つけること
が必要である。
４　保健室ボランティアを効果的に進める手立て

Ａグループの派遣回数の多い群10人の中で，３～４
年生の２年間に渡って継続型の保健室ボランティアに
多く行った学生が３人いた。その３人の学生と単発型
で多く行った７人の学生の調査項目２）～４）の回答
結果を分析したが，２群間に有意差はなかった。その
中で継続型の学生の得点に高い傾向が見られたのは，
４年生の養護教諭になりたい気持ちの自己評価得点と
自己肯定意識尺度の「充実感」得点の２項目であった。
継続型で多く行った経験が，これらの得点に影響を与
えたと考えられる。

現在の保健室ボランティアは，学校からの申込によ
り派遣しているので年度によって回数に差があり，学
生の希望通りに実施できていない。そこで，学生が主
体となりこれまでのボランティア活動の経験を踏まえ
て活動内容を提案し，それをまとめた資料を学校に持
参して派遣を依頼するなど協力校を増やすことが今後
の課題である。さらに，次のような取組の導入も重要
であろう。一つは，保健室ボランティアの１回の活動
をできるだけ充実させるよう，学生が事前学習をして
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課題意識を持って参加できるようにすることである。
ボランティア中に養護教諭に質問することや学生自身
が観察の視点を明確に持って見取ることができると考
える。課題意識を持つことは，大学における理論と現
場での実践を結びつけ，大学での学びを活性化するこ
とにつながると考えられる。奥田ら６）は，大学にお
ける理論と現場における実践の往還の中で学ぶことが
できる学校ボランティア実践を活用するような学びの
構築が重要であることを示唆している。そのため「事
前事後指導」で，学内の歯科医師の協力で模擬歯科健
診（ロールプレイ）を行ったり，協力校の養護教諭か
ら子どもの現状や保健室の状況を伝えてもらったりす
るなど，学校現場とつながった授業内容をタイムリー
に取り入れていくことが必要である。

もう一つは，学んだことを振り返り記録することや
学び合いの機会を活用することである。継続型で保健
室ボランティアに行く人は限られるが，その学生の経
験を交流することや何度もボランティアに行った先輩
から話を聞くことなどで学び合うことは可能である。
その交流は，保健室ボランティアの機会の少ない１，
２年生の学ぶ機会にもつながる。鈴木９）は，ボランティ
ア経験者とボランティア初心者がグループで話し合う
ことを通して学び合うことができると述べていること
から，学生が中心となる学び合いのシステムを作るこ
とが求められる。現在の学内指導体制では学び合いの
場を多く設定できていないため，学生が主体となった
ボランティア活動の運営が重要である。これにより，
自己肯定意識尺度の「自己表明・対人的積極性」得点
を向上させることが期待される。

Ⅵ　まとめ 
養護教諭志望の学生の教職への意識や基礎的な資

質・能力の自己意識の高まりなどを経年的に調査し，
保健室ボランティアによる学びを効果的に進める手立
てを考察した。

保健室ボランティアは，３年生と４年生の派遣回数
が多かった。派遣回数が多い学生は継続型であった。
派遣回数を増やすためには，継続型の派遣を受け入れ
てくれる学校を広げる必要があることが示唆された。

養護教諭の職務内容に対する知識・技能の自己評価

得点は，２年生はそれほど高くなっていないが，３年
生の１年間で顕著に高くなり，次いで４年生で高く
なっていた。３年生の得点の高まりには大学の授業の
影響があるが，保健室ボランティアに繰り返し行くこ
との影響も考えられる。子どもの理解や対応のレベル
の自己評価得点は，２年生は高まっていないが，３年
生の１年間で顕著に高くなり，次いで４年生で高く
なっていた。保健室ボランティアの経験との関連は見
られなかった。養護教諭になりたい気持ちの自己評価
得点は，保健室ボランティアに繰り返し行ったことに
よって徐々に高まり，４年生で最も高かった。養護教
諭志向が揺らぐ学生には，保健室ボランティアの経験
が適切な支援につながることが推測される。自己肯定
意識は簡単に高まらないが，保健室ボランティアに３
～４年生の２年間繰り返し行った学生が自己肯定意識
尺度の「充実感」を高めることができた。

こうした学生の意識の変化を踏まえると，継続型の
保健室ボランティアを長期間行うことが望まれるが，
限りがある。そこで，保健室ボランティアを効果的に
進めるためには，学生が主体となった活動と，学生同
士の学び合いのシステムの構築が今後の課題である。
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表１　Ａ大学における保健室ボランティアの実績

調査時期 1年生 2年生 3年生 4年生 計 平均回数  標準偏差

Aグループ(n=17) 16 100(48) 99(22) 215 12.65 11.202

Bグループ(n=20) 26 6 46(16) 27 105 5.25 5.300

※（　　）内は継続型の派遣回数

表２　各学年における派遣回数



−�45�−

日本養護教諭教育学会誌　Vol. 25，No. 2，2022

表 3　派遣回数別の人数

表 4　Ａグループの養護教諭の職務内容における知識・技能の自己評価得点の推移� n=17

表 5　Ｂグループの養護教諭の職務内容における知識・技能の自己評価得点の推移� n=20
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表 6　�Ａグループ派遣回数多い群：養護教諭の職務内容における知識・技能の自己評価
得点の推移� n=10

表 7　子どもの理解や対応のレベルの自己評価得点の推移

表８　養護教諭になりたい気持ちの自己評価得点の平均値
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表９　Ａグループの派遣回数と自己肯定意識尺度得点の平均値
� 少ない（n=7）多い（n=10）

表10　Ｂグループの派遣回数と自己肯定意識尺度得点の平均値
� 少ない（n=16）�多い(n=4）
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Ⅰ　はじめに
近年，児童生徒の精神疾患・精神的課題は多様化・

深刻化しており１），2016（平成28）年度の保健室利用
状況に関する調査で，保健室を利用する児童生徒の背
景要因において，「主に心に関する問題」が半数近く
を占めている２）。また，18歳以下の児童思春期精神科
における初診患者数も増加している３）４）。こうした現
状を受け，文部科学省は「現代的健康課題を抱える子
供たちへの支援～養護教諭の役割を中心として～」を
作成し，多様化・複雑化する児童生徒が抱える現代的
な健康課題について，養護教諭の専門性を生かしつつ
中心的な役割を果たすことに期待が集まっている５）。

メンタルヘルスとは，精神的健康の回復・保持・増
進に関わる事項を総称する言葉とし，具体的には心理
的ストレスと心の悩み，虐待や家庭内暴力，発達障害
や精神疾患など健常な精神活動にとって障害となる問
題とその治療に関する全ての事柄が含まれる６）。すな
わち，児童生徒に関連した精神疾患・精神的課題は幅
広く，原因も対処方法も多岐に渡っている。このよう
に多様化した精神疾患・精神的課題のある児童生徒を
支援するために，養護教諭は校内の支援や見守りで改
善が見込める状態なのか，疾患の有無や学校生活の
継続などについて医師の診断が必要なのかを見極め

て支援を行っている７）。しかし，精神症状が現れてか
ら治療を受けるまでの期間である精神病未治療期間

（Duration�of�Untreated�Psychosis：以下，DUPと記
す）の長さが問題視されており８）９），児童生徒が精
神疾患を発症してから精神医療に受診するまでの期間
は平均して１年以上を要する10）。このDUPの研究にお
いて精神疾患全般の早期発見，早期治療の重要性を提
唱しており11），DUPが長いほど明らかな機能的低下12）

を起こし，重症化13）や長期入院化，再入院率の増加14）

などの多くの知見が報告されている。特に発症年齢が
早いほどDUPは長く，より重症化しやすいことが報
告されている15）16）。さらに，発達障害のある児童生徒
は日常生活の躓きから２次性障害を引き起こすこと17）

や不登校やひきこもりの背景には精神疾患が原因とし
て存在すること18）など，医療の支援を必要とする児
童生徒も増加しており，全て学校のみで解決すること
は困難な状況にある19）。

そこで，養護教諭が早期に医療者と連携するために
は，児童生徒の精神疾患・精神的課題を早期に発見
し，受診が必要な事例を早期に判断することが求めら
れる。しかし，思春期青年期である児童生徒の精神状
態は，心理社会的ストレスや成長過程での問題と密
接に関係しており症状が動揺するためわかりにくい16）

精神疾患・精神的課題のある児童生徒への養護教諭の支援経験と影響要因
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などの特徴がある。また，相談相手がいないこと20），
58.7％の養護教諭が精神疾患に関する業務上の困難感
がある21）とした課題や，養護教諭養成において精神
保健にあてられる時間の少なさなどが指摘されてい
る22）23）。

したがって，受診が必要な児童生徒を早期に医療に
つなげるためには，養護教諭に早期受診が必要となる
精神疾患・精神的課題の知識が求められる。しかし，
養護教諭は早期介入に対する利点と欠点の両方を認識
していることから24），様々な要因によって早期受診の
是非を判断している可能性が考えられる。そのため養
護教諭が精神疾患・精神的課題に関する知識を持って
いても，今までの支援経験，養護教諭としての経験の
長さや保有資格に影響されることによって，受診では
なく学校での支援を選択する場合も考えられる。よっ
て，小学校，中学校，高等学校を横断的に勤務する養
護教諭の見立てで支援した経験のある児童生徒の精神
疾患・精神的課題についての実態や支援経験への影響
要因を明らかにする必要性があるが，そのような研究
は見当たらない。そこで，本研究は，養護教諭が支援
した経験のある精神疾患・精神的課題の実態および精
神疾患・精神的課題のある児童生徒への支援経験に影
響する要因を明らかにすることを目的とした。

Ⅱ　方法
１　対象者と期間

調査対象は，小学校，中学校，高等学校に勤務する
養護教諭とした。対象校数は，全国学校総覧2020年
版25）のデータベースを基に各都道府県の小学校，中
学校，高等学校の在籍児童生徒数を算出し，児童生徒
数が最小である県を基準として，他の都道府県の児童
生徒数から基準とした児童生徒数で除し，都道府県毎
に層化抽出法を用いて対象者数を算出した。そして，
乱数表を用いて都道府県毎に選出した公立学校（高等
学校は全日制課程）に勤務する養護教諭1,115名を調
査対象とした。

調査期間は2020（令和２）年２月15日～７月15日と
した。
２　調査方法

まず学校長宛に研究協力依頼文を郵送して研究協力

の依頼を行った。その際，研究の概要および倫理的配
慮を文書にて説明し同意を得られた場合のみ，同封し
た養護教諭宛の研究協力依頼文を養護教諭へ渡しても
らった。依頼文には研究の概要，倫理的配慮および質
問調査票を同封し，文書にて養護教諭に説明と依頼を
行った。無記名の自記式質問紙により回答を求め，質
問紙の返送をもって同意とみなした。なお，養護教諭
が複数配置されている学校については，経験年数がよ
り長い養護教諭を対象とした。
３　調査内容

対象者の属性として，①年齢，②性別，③現在の勤
務校種，④養護教諭の経験年数，⑤勤務する学校にお
ける養護教諭の人数，⑥養護教諭養成教育を受けた機
関，⑦今までに勤務したことのある校種，⑧養護教諭
免許以外で保有している資格を質問した。

また，精神的課題のある児童生徒を支援した経験と
して，「診断を受けた精神的問題のある児童生徒を支
援した経験」と「診断は受けてはいないもののご自身
の見立てで支援した経験」を質問した。「今までに支
援した経験のある精神疾患・精神的課題」および「診
断を受けた精神的問題のある児童生徒を支援した経
験」と「診断は受けてはいないもののご自身の見立て
で支援した経験」では，学習障害，注意欠陥多動性障害，
自閉症スペクトラム障害，不登校，うつ病，双極性障
害，パニック障害，強迫性障害，統合失調症，摂食障害，
不安障害，ひきこもり，適応障害，自傷行為，心身症，
パーソナリティ障害，依存症，性同一性障害，その他
の19項目を質問した26）−28）。質問紙内では，精神疾患・
精神的課題を略して精神的問題と表記し，「精神的問
題とは精神が関わる健康問題全般を意味します」と説
明を加えた。なお，各質問項目は養護教諭の経験のあ
る研究者２名および共同研究者と検討し，作成した。
４　分析方法

対象者の属性は，今までに勤務したことのある校種
別（延べ人数）で単純集計を行った。「今までに支援
した経験のある精神疾患・精神的課題」は，校種別に
診断を受けた児童生徒への支援経験と，診断は受けて
いないが養護教諭自身の見立てでの支援経験に分けて
単純集計を行った後，校種別にクロス集計表を作成し，
χ2検定，Fisherの直接確率法および残差分析を行っ
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た。
さらに，精神疾患・精神的課題のある児童生徒への

支援経験に影響する要因を検討するため，診断を受け
た精神疾患・精神的課題のある児童生徒への支援経験
は，養護教諭の経験年数別に３群に分け分析を行った。
また，診断は受けていないが養護教諭自身の見立てで
の支援経験は，診断を受けた精神疾患・精神的課題の
ある児童生徒への支援経験の有無別，養護教諭の経験
年数別，養護教諭養成教育を受けた機関別，看護師資
格の有無別，養護教諭の複数配置の有無別にクロス集
計表を作成し，χ2検定および残差分析を行った。なお，
クロス集計表において期待度数５未満のセルが20％
以上含まれている場合，Fisherの直接確率法で検定
を行った。統計処理はIBM�SPSS�Statistical�Package�
for�the�Social�Science（SPSS）25.0�for�Windowsを使
用した。有意水準は５％とした。
５　倫理的配慮

対象者の学校長に最初に依頼し，協力を得られた場
合のみ対象者へ依頼を行った。学校長からの強制力が
働かないよう，学校長と養護教諭に対して本調査は自
由参加に基づくものであり，研究協力を行わなかった
場合にも不利益は被らないことを説明した。また，無
記名の自記式質問紙は連結不可能匿名化とし，調査協
力の有無についても匿名性を保障した。さらに，養護
教諭が所属する学校名および署名を記入する同意書は
もらわないこと，質問紙の返送により同意とみなすこ
とで対象者の匿名性を保障した。

表紙には，答えにくい質問については無記入を認め
る記載をした。また，質問紙によって収集したデータ
およびそこから知り得た情報は，研究目的のみに用い
他者に漏洩することがないよう，パスワードのかかる
コンピューターでデータを管理した。なお，本研究は，
2020（令和２）年２月27日に筆者の所属している大学
倫理審査委員会の承認（R2_2）を得て実施した。

Ⅲ　結果
全対象の内，回答者は285名であり，回収率は

25.6％であった。質問項目によって欠損値があるもの
の，すべてを有効回答とし285名を分析対象とした。

１　対象者の属性
対象者の年齢は，20代が56名（19.6％），30代が69

名（24.2％），40代が68名（23.9％），50代が78名（27.4％），
60代が13名（4.6％）の合計284名（欠損値１名）で
あった。性別は女性が285名（100％）であり，現在の
勤務校種は，小学校が128名（44.9％），中学校が85名

（29.8％），高等学校が66名（23.2％），その他が６名（2.1）
であった。養護教諭の経験年数は，１−10年が111名

（39.1％），11−20年が58名（20.4％），21−30年が60名
（21.1％），31年以上が55名（19.4％）の合計284名（欠
損値１名）であった。勤務する学校における養護教諭
の人数は，１名が234名（82.1％），複数名が50名（17.5％）
の合計284名（欠損値１名）であった。養護教諭養成
教育を受けた機関は，短期大学が79名（27.8％），大
学が160名（56.3％），大学院が３名（1.1％），その他
が42名（14.8％）の合計284名（欠損値１名）であった。
今までに勤務したことのある校種は，延べ人数で小学
校が218名（76.5％），中学校が165名（57.9％），高等
学校が92名（32.3％），特別支援学校が16名（5.6％），
その他が20名（7.0％）であった（表１）。

また，養護教諭免許以外で保有している資格は，
延べ人数で中学校・高等学校の保健科教員免許が99
名（34.7％），看護師が67名（23.5％），保健師が39名

（13.7％）等であった（図１）。
２　 養護教諭が支援した経験のある児童生徒の精神疾
患・精神的課題

小学校において，養護教諭が支援した経験のある児
童の診断された精神疾患・精神的課題（表中では，診
断と記す）は，注意欠陥多動性障害が155名（71.1％），
自閉症スペクトラム障害が153名（70.2％），不登校が
143名（65.6％），学習障害が109名（50.0％）�の順に多
かった。養護教諭の見立てで支援した経験のある児童
の精神疾患・精神的課題（表中では，未診断と記す）は，
注意欠陥多動性障害が124名（56.9％），自閉症スペク
トラム障害が102名（46.8％），不登校が101名（46.3％），
学習障害が88名（40.4％）の順に多かった。

中学校において，養護教諭が支援した経験のある
生徒の診断された精神疾患・精神的課題は，不登校
が117名（70.9％），自閉症スペクトラム障害が99名

（60.0％），注意欠陥多動性障害が95名（57.6％），自傷
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行為が91名（55.2％），学習障害が72名（43.6％）の
順に多かった。養護教諭の見立てで支援した経験の
ある生徒の精神疾患・精神的課題は，不登校が83名

（50.3％），自傷行為が74名（44.8％），自閉症スペクト
ラム障害が71名（43.0％），注意欠陥多動性障害が69
名（41.8％），学習障害が65名（39.4％）の順に多かった。

高等学校において，養護教諭が支援した経験のある
生徒の診断された精神疾患・精神的課題は，自閉症

スペクトラム障害が65名（70.7％），自傷行為が64名
（69.6％），注意欠陥多動性障害が62名（67.4％），不登
校が59名（64.1％），摂食障害が56名（60.9％）の順
に多かった。養護教諭の見立てで支援した経験のあ
る生徒の精神疾患・精神的課題は，自傷行為が52名

（56.5％），注意欠陥多動性障害が43名（46.7％），自閉
症スペクトラム障害が42名（45.7％），不登校が41名

（44.6％），摂食障害が39名（42.4％）の順に多かった（表

１）nは、延べ人数を表す。

年齢（N=284） ｎ（％） 養護教諭の人数（N=284） ｎ（％）

20代 56（19.6） 名1 234（82.1） 

30代 69（24.2） 数複 50（17.5） 

40代 68（23.9）

50代 78（27.4）

60代 13（4.6）

養護教諭の性別（N=285） ｎ（％） 

女性 285（100） 

現在の勤務校種（N=285） ｎ（％） 

小学校 128（44.9） 

養護教諭養成教育を受けた機関（N=284） ｎ（％）

今までの経験した校種（複数回答） ｎ（％）1）

小学校 218（76.5）

中学校 165（57.9） 

高等学校 92（32.3）

特別支援学校 16（5.6）

その他 20（7.0）

中学校 85（29.8） 

短期大学 79（27.8）

高等学校 66（23.2） 

大学 160（56.3）

その他 6（2.1） 

大学院 3（1.1）

養護教諭の経験年数（N=284） ｎ（％） 

その他 42（14.8） 

1-10年 111（39.1） 

11-20年 58（20.4） 

21-30年 60（21.1） 

31年以上 55（19.4） 

表１　対象者の属性

図１　対象者の保有資格（複数回答可） � （名）
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２−１）。
３　養護教諭の見立てで支援した経験に影響する要因

精神疾患・精神的課題のある児童生徒を支援した経
験の有無別に，養護教諭の見立てで支援した経験をみ
ると，小学校は学習障害，注意欠陥多動性障害，自閉
症スペクトラム障害，うつ病，パニック障害，強迫性
障害，統合失調症，摂食障害，不安障害，ひきこもり，
適応障害，自傷行為，心身症，性同一性障害で差が認
められた（p＜0.05）。中学校は学習障害，注意欠陥多
動性障害，自閉症スペクトラム障害，不登校，うつ病，
双極性障害，パニック障害，強迫性障害，統合失調症，
摂食障害，不安障害，ひきこもり，適応障害，自傷行
為，心身症，パーソナリティ障害，依存症で差が認め
られた（p＜0.05）。高等学校は全ての精神疾患・精神
的課題で差が認められた（p＜0.05）。どの校種におい
ても差が認められた養護教諭の見立てで支援した経験
は，診断を受けた精神疾患・精神的課題のある児童生
徒への支援経験がない養護教諭で少なく，診断を受け
た精神疾患・精神的課題のある児童生徒への支援経験

がある養護教諭で多かった（表２−２）。
養護教諭の経験年数別に，養護教諭の見立てで支援

した経験をみると，小学校と中学校は適応障害の支援
経験に差が認められ（p＜0.05），小学校は，養護教諭
の経験年数が１−10年で支援経験が少なく，11−20年
で支援経験が多かった（表３）。中学校は，養護教諭
の経験年数が11−20年で支援経験が多く，31年以上で
支援経験が少なかった（表４）。高等学校は摂食障害
と自傷行為の支援経験に差が認められ（p＜0.05），養
護教諭の経験年数が１−10年で支援経験が少なく，21
−30年で支援経験が多かった（表５）。

看護師資格の有無別に，養護教諭の見立てで支援し
た経験をみると，中学校は不登校，双極性障害，心身
症，高等学校は注意欠陥多動性障害，不登校，不安障
害，適応障害で差が認められた（p＜0.05）。差が認め
られた全ての精神疾患・精神的課題の支援経験は，看
護師資格を保有している養護教諭に多く，看護師資格
を保有しない養護教諭に少なかった。なお，小学校は
差が認められなかった（表６）。

表 2－ 1　養護教諭が支援した経験のある児童生徒の精神疾患・精神的課題【校種毎�診断・未診断別】



−�54�−

日本養護教諭教育学会誌　Vol. 25，No. 2，2022

養護教諭養成教育を受けた機関別に，養護教諭の見
立てで支援した経験をみると，小学校は摂食障害と不
安障害，中学校は心身症で差が認められた。摂食障害
の支援経験は，４年制大学で養成された養護教諭に少
なく，それ以外の機関で養成された養護教諭に多かっ
た。不安障害と心身症の支援経験は，４年制大学で養
成された養護教諭に多く，それ以外の機関で養成され
た養護教諭に少なかった。なお，高等学校は差が認め
られなかった（表７）。

養護教諭の複数配置の有無別に，養護教諭の見立て
で支援した経験をみると，高等学校は双極性障害，パー
ソナリティ障害で差が認められ（p＜0.05），一人配置
の養護教諭の支援経験が少なく，複数配置の養護教諭
の支援経験が多かった。なお，小学校と中学校は差が
認められなかった（表８）。

Ⅳ　考　察
１　 養護教諭が支援を経験した児童生徒が抱える精神
疾患・精神的課題の傾向

本研究において，養護教諭が支援している児童生徒
の精神疾患・精神的課題は多岐に渡っていることが明
らかになった。また，校種の差を明らかにできなかっ
たが，校種によって児童生徒の精神疾患・精神的課題
を経験した割合に違いがみられた。2002年の調査にお
いて，気分障害，パニック障害，全般性不安障害など
の年齢別累積罹患率は10歳前後から年齢が高くなるに
つれ割合が高くなることが報告された29）。このことか
ら養護教諭は，学校段階が上がるにつれ精神疾患・精
神的課題のある児童生徒を支援する機会が多くなるこ
とが予測される。特に高等学校に勤務する養護教諭は，
精神疾患・精神的課題のある生徒を支援できる知識が
他の校種よりも求められ，校種毎の傾向を踏まえた対
策が必要になると推察された。
２　 精神疾患・精神的課題のある児童生徒への養護教
諭の支援経験に影響する要因

１）�診断された精神疾患・精神的課題への支援経験に
よる影響

本研究において，養護教諭は診断を受けた精神疾患・
精神的課題のある児童生徒のみならず，養護教諭の見
立てで支援を行っている現状が明らかになった。また，

差が認められた養護教諭自身の見立てで支援した経験
は，診断を受けた精神疾患・精神的課題のある児童生
徒への支援経験がない養護教諭で少なく，診断を受け
た精神疾患・精神的課題のある児童生徒への支援経験
がある養護教諭で多かったことも明らかになった。

以上から，医師の診断を受けていなくても養護教諭
の見立てで支援している場合も一定数存在し，診断を
受けていない精神疾患・精神的課題を発見して学校内
のみで精神的課題のある児童生徒を支援せざるを得な
い状況があることが推察された。一方，診断を受けた
精神疾患・精神的課題のある児童生徒を支援した経験
がなければ，診断を受けていない精神疾患・精神的課
題のある児童生徒への支援は行われないことも考えら
れる。養護教諭は一人配置が多く相談できる相手がい
ないこと20）や，一般教諭と異なり校内でのOJT（On�
the�Job�Training）を通した学びや養護教諭の専門性
を理解し指導できる管理職が少ないと報告されてい
る21）。養護教諭が支援する必要のある精神疾患・精神
的課題は多岐に渡っていることを鑑みると，養護教諭
養成課程において多くの精神疾患・精神的課題のある
児童生徒への支援を経験できる授業内容の検討が望ま
れる。
２）養護教諭が保有する看護師資格による影響

養護教諭の見立てで支援する経験は，看護師資格の
有無別で差が認められた。中学校は不登校，双極性障
害，心身症，高等学校は注意欠陥多動性障害，不登校，
不安障害，適応障害の児童生徒への支援経験は，看護
師資格を保有している養護教諭に多く，看護師資格を
保有しない養護教諭に少なかった。また，経験年数別
や養護教諭養成教育を受けた機関別に一部の差は認め
られたものの，大半において差が認められなかった。

以上のことから，養護教諭の経験年数や養護教諭養
成教育を受けた機関よりも，看護師などの保有してい
る医療職資格を習得するための養成課程における精神
疾患に関する学習内容によって影響を受けていること
が考えられた。以前より学校現場で多くの精神疾患・
精神的課題のある児童生徒を養護教諭が支援している
にもかかわらず，養護教諭養成課程における精神保
健の授業時間の少なさが指摘されている22）23）。また，
堀30）は養護教諭間の知識レベルや意識レベルに個人
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差が大きいように思えると述べているように，養護教
諭個人の知識だけではなく，認識にも個人差がある可
能性が推察された。

よって，精神疾患・精神的課題のある児童生徒を早
期発見・早期治療し，重症化，慢性化および２次障害
といった問題を解決するためは，養護教諭１人１人の
知識や認識に頼るのではなく，経験年数や受けた教育
に関係なく全ての養護教諭に対して，早期発見・早期
治療の重要性を含めた認識を高める講習会など，精神
保健を学ぶ機会を増やす必要があると考えられた。
３）養護教諭の複数配置による影響

養護教諭の見立てで支援した経験は，複数配置の有
無別で差が認められた。高等学校では診断・未診断を
含め精神疾患・精神的課題で一人配置の養護教諭より
も複数配置の養護教諭の支援経験が多いことが明らか
になった。高等学校は精神疾患・精神的課題のある児
童生徒が多いため，一人配置の養護教諭は忙しく精神
疾患・精神的課題のある児童生徒への支援まで手が回
らないことが考えられた。

現代の生徒が抱える精神疾患・精神的課題は多様化
しており，中には命を奪う可能性がある課題も含まれ
ている。そのため，医療機関に受診できない児童生徒
がいることを鑑みると，養護教諭の見立てで支援でき
る知識と技術を持つことは重要である。一方で，一人
配置の多い養護教諭が精神疾患・精神的課題のある児
童生徒を学校で抱え込むことは負担が大きいことも考
えられる。また，精神疾患・精神的課題のある児童生
徒を学校だけで支援することには限界があるため，学
校で行うべき支援と医療者と連携・協働できる支援の
再検討の必要性，特に高等学校に勤務する養護教諭に
対しても支援の体制を整える必要性が考えられた。

よって，児童生徒に起こりやすい精神疾患・精神的
課題の知識のみならず，精神医療との連携方法につい
ても，養護教諭養成課程における授業内容の充実が求
められるとの示唆を得た。

Ⅴ　本研究の限界
本研究は，小学校，中学校，高等学校（全日制課

程）を対象とした無作為調査であるが，現在の社会情
勢の影響を受けて有効回答率が25.6％と低かった。ま

た，本研究の対象は全日制の公立高等学校であったた
め，私立学校や定時制学校の現状を含めたものではな
い。本研究結果は，このような限界性を踏まえた上で
検討が必要である。

Ⅵ　結論
養護教諭が支援を経験した児童生徒の精神疾患・精

神的課題は，発達障害，不登校，高等学校では自傷行
為が多く多岐に渡っていることが明らかになった。こ
のように，養護教諭が支援を経験する児童生徒が抱え
る精神疾患・精神的課題は多様化しており，診断を受
けていない精神疾患・精神的課題のある児童生徒を支
援するためには，経験年数や養護教諭の養成機関より
も，診断を受けた精神疾患・精神的課題のある児童生
徒への支援経験や看護師資格の保有を含めた養護教諭
個人の知識に影響されることが考えられた。よって，
一人配置の多い養護教諭に対する精神疾患・精神的課
題に関する知識を高めるための研修会や養護教諭養成
課程における支援を経験できる授業内容の充実や児童
生徒の異変に気が付いた時の連携機関や連携方法に関
する知識の必要性が示唆された。
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特別寄稿

Ⅰ　はじめに
「養護教諭は児童の養護をつかさどる」。この学校教

育法の規定に基づき，筆者は養護教諭の職に就いた。
今から50年ほど前のことである。当時の筆者は，その
職を「保健」に関わる職という程度の認識だった。そ
の後，筆者は自分の職を問い，「養護」を探求する道
を歩むことになる。その歩みは筆者の個人史ではある
が，養護教諭を取り巻く社会状況の影響を受け，時代
を反映していた。そこで，筆者の50年間の歩みを，「養
護」探求の視点から整理し，報告したい。本会におけ
る「養護」探求に幾ばくかでもお役に立てれば幸いで
ある。

なお，本稿は2021年９月18日に開催された第１回「養
護に関する研修会」の講師を依頼され，そこで語った
内容をもとにまとめたものである。

Ⅱ　「養護」探求の前史
１　「保健」の授業を自ら引き受けた新採時代

1966年，都内にある某中・高校は，養護教諭の初採
用にあたり，その部屋の表札を「医務室」から「保健
室」に替えて筆者を迎えた。それまで勤務していた看
護職の方と一緒の複数配置となり，筆者だけが教員会
議に出席し，「先生」と呼ばれた。そのような中，筆
者は管理職に申し出て，中３と高２の保健の授業を担
当した。

筆者が保健の授業を担当していたことから，高校保
健の副読本１）を執筆する仕事が舞い込んできた。そ
の編集会議で，筆者は初めて茨城大学の小倉学教授（以

下，「小倉（学）」と記す）と顔を合わせた。
２　小倉学の養護教諭論

1969年７月，茨城大学に赴任した筆者は，ある時，
小倉から薄い冊子２）を手渡された。それは1965年開
催の養護教員研究会報告書であり，分科会指導助言者
であった小倉学の次の言葉があった。

＊　＊　＊
小倉学：「保健の免許状を持ったことにより，自

分自身をしめつける結果になってはいないか。無理
をして既得権を自分から捨てる必要もない。重荷を
背負うこともない。授業することが子どもの実態を
よく把握できるような声も聞こえたが，それでは子
どもがみじめすぎる。養護教諭は保健管理で通すこ
とが理想的ではなかろうか」。
筆者はそれまで，小倉が，養護教諭は保健の授業を

担当しないで「養護」に専念すべきと捉えていたこと
を知らなかった。その後さらに，小倉から発行したば
かりの著書「養護教諭—その専門性と機能」３）を手渡
された。それ以降，筆者は「養護教諭」を小倉の「養
護教諭の機能」という視点から考えるようになって
いった。

「養護」の探求 ― 筆者の50年間の歩みを振り返る ―

大谷　尚子
養護実践研究センター

The Search for “Nursing and Care”: Looking Back on my 50 Years

Hisako�OTANI
Center�for�the�Research�of�Nursing�Practice�in�School�

Key words：nursing�and�care,�personal�history,�Manabu�OGURA

キーワード：養護，個人史，小倉学
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３　 「養護教諭」研究と連動して展開された「国養協」
運動

茨城大学着任と同時に，筆者は国立養護教諭養成所
協会（通称「国養協」）の運動の最前線に立った。４年
制での養護教諭養成を求めるために国会陳情等を行っ
たのだが，説明資料は小倉を委員長とする「養護教諭
養成制度試案委員会」や「養護教諭の職務内容検討委
員会」の検討成果を踏まえたものであった。「国養協」
運動は，1975年４月に結実した。

なお，その後，小倉は前掲の著書に，「人間形成の
教育機能」を加筆し，養護教諭は「養護」を通して人
間形成に関わっていることを改訂版４）で著した（1985

年）。その内容は，その後の養護教諭研究に影響を与
えるものとなった。
４　「望ましい養護教諭養成」を探る共同研究

４年課程の養護教諭養成が定着した頃，日本学校保
健学会では要望課題「養護教諭の養成教育のあり方を
めぐって」を設定（1982年）し，更にそれを発展させ
る形で，学会共同研究班が設置された（1985年）。世話
人は小倉のほか堀内久美子氏と泉谷秀子氏が当たり，
４つの班に別れて合宿研究を重ねた。筆者が所属する
班は，寝室となる和室で夜遅くまで意見を交わした。
筆者はこの体験によって，忌憚なく意見を交わせる研
究仲間に出会い，共同研究の醍醐味を味わうことがで
きた。

これらの研究成果をまとめたものが，「これからの
養護教諭の教育」５）である。本書では「望ましい養護
教諭像」を踏まえ，養護教諭に必要な能力を「社会適
応の能力，研究する能力，人間形成に関わる能力，他
の教職員・関係者と連携する能力，健康問題を発見・
解決・予防する能力」として示した。

なお，本書の発行（1990年６月）の前・後に，世話
人のうちの小倉と泉谷氏が他界した。共同研究班有志
は，図らずも葬儀で再会することとなり，新しい研究
会の設立に動き出すことになった。
５　「日本養護教諭教育学会」の誕生

共同研究班有志による準備が円滑に進み，全国養護
教諭教育研究会が1992年に誕生した。当時は看護系の
学会や日本教師教育学会が誕生した頃で，筆者はそれ
らの学会にも入会した。周辺の「学会」の活動を参考

に，本研究会は名称を日本養護教諭教育学会に変更す
ることとした（1998年）。

なお，教師教育学会は「教育学会」の中の一研究領
域を独立させたものである。それに準じて考えるなら
ば，本会の発足前に「養護学会」という名称の学会が
あるべきかもしれない。しかし，「養護」には多様な
職種・人々が関わるものであり，養護教諭のみで立ち
上げる場合は，この名称「養護教諭教育」しかないと
判断された。
６　現職養護教諭や大学院生との「養護」探求

1990年代に入って，「“養護” って何ですか？」とい
う問い合わせを現職養護教諭から受けるようになった
筆者は，本腰を入れて「養護」を探求しなければなら
なくなった。

また，茨城大学では1997�年に大学院「養護教育専攻」
が設置され，「養護」探求の輪が広がった。筆者の授
業の中で，院生のSさんが教育学者の大田堯氏６）から
直接伺った話（2000.�2.�21）を報告してくれたのも，そ
の一環と言えよう。

＊　＊　＊
大田堯氏：「養護教諭を選んだということは，本

当の教育にアプローチするのに，最もいい位置にい
る。幸せなこと。人間教育の最後の灯として，自負
をもってよい。Educationの訳は，“教育”ではなく，
“育教”の方がまだよかった。“養護”にしてもいいく
らいだ」。
その後，大学院で履修した現職養護教諭が核となり，

養護教諭の実践を俎上にした分析がなされ，実践の中
に存在する「養護」を探る研究７）も進められるよう
になっていった。

Ⅲ　「養護」の探求史
１　「養護」・「養護学」論の初披露

1997年秋の日本学校保健学会（松山）でのシンポジ
ウム８）で，筆者は「『養護』の原点と養護学の全体構
想」を語った。「養護の概念」についての初披露である。
内容は，「養護」の「養」の語源である「食物を与え
て育てる」と重ねた筆者の子育て体験も踏まえながら
導き出された原理である。また，カナダの厚生大臣マ
ルク・ラロンドが「健康の成立条件」として示した４
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つの要因を，学校において子どもを養護する場合に注
目すべきものだと捉え，「『養護』の視野」と命名して
示した。当日の参加者から，「養護学」ではなく「保
健学」という言葉で足りるという意見９）もあったが，
筆者は「養護」という言葉を養護教諭当事者に周知し
ていく必要を感じたことであった。
２　「養護学」を銘打った教科書づくり

教育職員免許法の改定（1998年）を踏まえて，筆者
が編纂することになった新たな教科書は，小倉学が示
した「養護教諭の機能」を枠組みに用いたものである。
また，最初の章で「養護の概念」を設定し，筆者は前
掲の日本学校保健学会（松山）で公表した内容を挙げ
た。主要な内容は次の通りである。

＊　＊　＊
①�生命・人間尊重の原理（あなたは大事な存在）

養護する側が，まず持つべきことは，一人ひとり
をかけがえのない存在と認めることである。そして，
その理念を「養護」によって対象に示すことが不可
欠である。「養護」が対象に及ぼす効果というものは，
その身体的世話や生活援助という直接的な作用だけ
ではない。「あなたは大事な存在」というメッセー
ジを伴っていることによるものである。

例えば乳幼児に食物を与えて育てるといった場
合，単に栄養補給を意味するものではない。日々食
物を与えていることは，生命維持というよりは，子
どもと保育者の間のコミュニケーションを促し，信
頼関係を築くものとしての働きが大きい。この「あ
なたは大事な存在」を伝えるメッセージが，病弱な
者，障害を抱える者，老人あるいは自分の価値がわ
からずにいる幼子たちに，「一人の人間として，今
生きている自分」を受け止めさせ，自らを肯定させ
ていくことになる。そして，そのことが真の意味で，
その人の生活（生きること）の根源を支えていくも
のとなる（以下，②と③は略す）。
教科書のタイトルは「養護学概論」10）に至ったが，「養

護学」という名称がまだ知られていないことを前提に，
序論で「養護学と養護教諭」について次のような説明
を加えた。

＊　＊　＊
養護教諭は上記で述べた通り，看護師や教諭の資

格だけでは担当できない独自の領域を担当する職種
であり，その仕事内容や方法は養護教諭固有のもの
である。そうなれば，それを研究する内容と方法も，
独自の学問体系があるものと考えられる。今これか
ら模索しつつ構築されなければならない学問がある
ということである。

この新しく誕生しようとする学問，これから体系
化が図られようとしている学問を何と称したらよい
のであろうか。本書では，これを「養護学」と称し，
新しい学問の構築をめざしてその概論を提示してい
きたい。
３　「養護」の言葉の意味の探求
「養護」という言葉は，昔から用いられている日常

用語ではないかと考えた筆者は，法令や辞書を調べて
みた。そこでは初めて知る驚きの体験もした。例え
ばnurse,�nursing�という言葉を英和辞典で調べてみる
と，実に多様な言葉が列挙されており，単純に「看護」
とは訳せないことを知った。原義のnursery�は「養う，
食物を与える」となっており，用例には，種苗・苗木
を育てて売る，（ジャーナリストの）養成所などが挙がっ
ていた。つまりは「育む，育てる」の意が基本であり，
まさに「養護」の意味を内包するものであった。

一方，筆者は教育学部の同僚教員に「養護」につい
て教えを乞うた。特別支援教育の教員の「『養護学級』
という言葉も，国民学校令で初めて登場した」の言葉
を手掛かりに，国民学校令の制定過程を調べてみたが，

「養護学級」や「養護学校」の言葉はあっても，その
言葉を使用した理由は見当たらなかった。「法案提出
に時間がない。とりあえず，この呼称で」というよう
に読み取れただけだった。別の教員からは，分厚い３
冊セットの教育学辞書11）を見せてもらえた。そこに
はヘルバルト学派の教育学の説明があり，「養護學」
という項もあった。近年の教育関係の辞書には「養護」
や「養護学」という項は皆無であったのだが，1918年
発行の辞書には多くが記されていた。これらの探求結
果を本会誌に投稿した12）。
４　養護教諭の実践を研究する学会の誕生

2000年代に入り，養護教諭の実践を主な研究対象と
する学会が誕生した。日本学校健康相談学会，日本健
康相談活動学会，日本学校救急看護学会等である。ち
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なみに「学校健康相談」と「学校救急看護」という
名称は，小倉が「３層の機能に対応する専門教育科
目」13）の中で称した科目名であり，授業内容は学会
の研究成果を土台に構築されるという構図である。

学会が誕生したことにより，養護教諭の普段の対応
を分析し，そこに「養護」を実証しようとする研究14）

がみられるなど，「養護」探求の広がりと深まりを期
待できるようになった。

なお，日本学校健康相談学会は，福田邦三氏15）の
理論を背景にして発足したものであり，その会誌「学
校健康相談研究」の創刊号（2005. ３）には，「覚え書き」
として福田氏の見解を次のように紹介している。

＊　＊　＊
法律で“養護教諭は養護をつかさどる”と規定し

た時点では“養護”の語はnurseの訳語であった。こ
の動詞（または名詞）は，病者・未熟者等の愛護の
意味で，病者に対しては“看護”，乳児に対しては“哺
育”，乳児一般に対しては“保育”と訳されている。

（学校保健研究，28（７），1986）

５　「養護ってなんだろう？」への一つの回答
学生との研究や現職養護教諭との事例検討会などで

得た「養護」についての知見をもとに，学校雑誌「お
そい・はやい・ひくい・たかい」（ジャパンマシニスト社）

に連載していたものが，１冊の本「養護ってなんだろ
う」16）になった。本書の「はじめに」では，読者で
ある保護者に対して，養護教諭が「養護」を問い続け
ていることの意味を，以下のように説明した。

＊　＊　＊
近年の養護教員にとっての差し迫って大切な課

題が『養護って？』ということになります。（中略）

この現象は，部外者からみればなんと映るでしょう
か。その仕事についてはわかっていて当然，なにも
いまさら話し合って決めることではなかろう，と思
われるのではないでしょうか。もしくは，自分の仕
事もわからないような人たちに，大事な子どもを預
けられない，と保護者たちが抗議するかもしれない
�？いま，そんな時代でもあります。でも，私は，
養護教員ってすごいことをしているな，と感じてい
るのです。「自分の仕事はこれでよいのだろうか」
と原点に立ち返って吟味していこうよ，という決意

のあらわれだろうと受け止めているからです。（中

略）養護教員は，自分の仕事が目の前の子どもに対
して「養護」になっているかどうか，自分の責任を
果たせているかどうかの点検をしようとしているの
です。養護教員が子どもの側に立つ「養護」を実践
するために，世の風潮に安易に流されないためには，
養護教員のよって立つところの原点を学ばなければ
ならないのです。
６　「養護」探求の一里塚

2007年に茨城大学（教育系養護教諭養成）を辞すこと
になった筆者は，退職にあたり「養護教諭のための養
護学・序説」17）を著した。

第１章の「養護教諭の専門性とは何だろう」では
「IFEL（養護教育）」18）を参照した。その報告書は，先
達養護教諭が自らを「教育職員であり，養護の専門家
である」と定義して養護教諭のあり方を述べており，
養護教諭の原点を教えられる。

３節の「養護教諭の専門性と教育学」において，筆
者は一つの図を私案として示した（図１）。この図は，
これまで「養護」探求で得たことがらを集約できたよ
うに思っている。例えば，ヘルバルト学派が示した「教
育の３つの方法」の考え方，小倉学が示した「養護教
諭は養護を通して人間形成をしている」ということ，
及び，大田堯氏が述べていた「養護は教育の基盤」と
いう内容である。

図１　「人間形成」を目指す三つの方法

第２章では，日本の子どもたちの「無関心・無感動」
の実態や「自分は価値ある人間である」の賛同率が低
い調査結果を切り口にして，「『養護』とは何だろう」
というテーマを設定した。「養護」は人が「（いきいきと）

生きる」ことができるよう最低限しなければならない
ことである。そうであるならば，極限状況にある人が

「生きる」に至った経緯や，「生きる」ことを支えてい
る支援者の関わり方から学べることがあるはずと考え
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た。例えば，ナチスに捕らわれ強制収容所で過ごした
医師フランクルの記録19）や，生きる希望を持てずに
食事を摂らなくなった高齢者が「自分はまだ生きてい
ていいんだ」と思えるようになったという介護現場の
事例20）から学ぼうとした。いずれも「あなたが大事」
というメッセージが「生きる」ために不可欠だと推察
できた。

また，現職養護教諭とともに事例検討を重ね，実践
の中の養護を追究していった一例をこの章で取り上げ
た。何気なく行っている普段の養護教諭の実践の奥深
さを知ることができた好例と言えよう。

第３章は，筆者が憲法を養護教諭の立場から考えた
ものである。太平洋戦争を背景に学校に配置された養
護訓導は，子どもたちを戦地（死）に送り出す結果に
なってしまった。養護教諭はそういう歴史を背負って
いるのである。自分が当時の養護訓導であったらどう
だっただろうか，同じことを繰り返さないためにはど
うすればよいのか，今に活かすための教訓を得ようと
努め，考えた。
７　「養護」探求を反映した教科書改訂版

筆者の新しい職場となった聖母大学の前身である聖
母女子短期大学は，大学制度の中で最も古くから看護
師と養護教諭を養成してきた機関であった。筆者の研
究室は，ナイチンゲール研究者・小玉香津子氏21）と，
教育学者・水内宏氏22）の間にあり，絶妙な位置での「養
護」探求を行うことができた。

一方，養護学関係者の「養護」探求は順調に進み，
教科書1999年版を改訂することになった。それが「新
養護学概論」23）（2009年版）である。編者である筆者は，
小玉香津子氏らが看護学の「概論」として執筆した教
科書24）も参照しながら構成と内容を見直し，執筆者
らは10年間の研究成果を盛り込んだ内容を示すことが
できた。なお，本書の第１章「養護の概念」の中では，
前掲の図１を用いて，「教育学の中の『教授』『訓練』『養
護』の関係」というタイトルで示している。
８　市民とのつながりをもたらした「養護」

聖母大学では筆者の着任後，養護学実践研究セン
ターが設置された。現職養護教諭の研究を支援し，共
同研究を進め�と夢は広がった。毎年の教員の免許更
新講習を開催したり（2009年），近隣住民を対象とする

東日本大震災支援コンサート（2013年），あるいは，児
童養護施設の状況を８年間追跡したドキュメンタリー
映画「隣る人」25）の上映とその施設の開設者・菅原哲
男氏26）の講演会（2014年）等，養護学実践研究センター
が企画し，全学あげての取り組みを行っていた。

しかし，聖母学園は上智学院と統合し，聖母大学は
閉学となった。筆者は退職となり（2014年），設置した
ばかりの養護学実践研究センターも未整備のまま幕を
閉じた。聖母大学を退職するにあたって公刊したのが，

「『あなたが大事』の伝えかた」27）である。子育ての
基本は「あなたが大事」を伝えることであり，学校で
も家庭でも同じである。そのことを，養護教諭の具体
的な実践事例を中心に例を挙げて紹介した。
９　災害支援現場での「養護」

東日本大震災（2011年３月11日）の１か月半後，筆者
は聖母大学の学生有志と一緒に，宮城の津波被災地に
ボランテイアとして出かけた。そのきっかけは，聖母
大学で開催した教員免許更新講習の受講生Ｅさん（宮

城の養護教諭）から大学事務室に送られてきたファッ
クスだった。その後，Ｅさんが筆者に送ってくれたメー
ルの中には「あ～，10回近くになって，やっと養護に
近づけたかもです。（中略）私は震災の後，被災地の
人に立て直してもらっているようなものです」という
ものもあり，災害支援においても「養護」を探求し続
けていた人と言えよう。筆者らはＥさんたちが主宰す
るボランティア「保健室のあねさん」活動に参加し，
野田正彰氏28）が提唱している「ボランティアの本質
は人間の尊厳を見出すこと」を目の前で体感させても
らうとともに，「養護」の本質を見つけることができた。

また，福島での原発事故による放射線被ばくから子
どもを守る支援も取り組んだ。その支援を模索する過
程で，筆者は白石草氏29）と吉田由布子氏30）に出会い，
共に被災地（福島，宮城，茨城）に出かけ，取材し，そ
の結果を「３.11後の子どもと健康」31）に著した。本
書では，災害時での支援のあり方のヒントを得るため，
公害問題に取り組んだ過去の養護教諭の取り組み（森

永ヒ素ミルク中毒事件32），宝塚斑状歯事件33））も取り上げ
た。その際，社会公衆の健康にまで重要な役割を果た
しているのが養護教諭なのだということを，市民に伝
えたかった。また，今日の放射線被ばくから子どもを



−�70�−

日本養護教諭教育学会誌　Vol. 25，No. 2，2022

守る大人の協働の輪の中に，養護教諭も加わることを
期待してのことであった。
10　「個人の尊厳」に注目すべき時代の「養護」

聖母大学を退職した後，養護実践研究センターを立
ち上げた。養護教諭養成にとっての小倉学の存在を語
り伝えることと，「本当の養護」の追求結果を整理す
るために，「養護覚え書」34）を著した。ナイチンゲー
ルの「看護覚え書（き）」は副題が“What�It� Is�and�
What�It� Is�Not”35）となっていることに惹かれてのこ
とである。本書では，極限状況の場面として，新た
に，路上生活者支援を長期にわたって行っている稲葉
剛氏36）の取り組みなどを加えて紹介している。結果
として，彼らの取り組みからも「あなたが大事」とい
うメッセージを発することが，その人を支えるために
大事なことであることを確認することができた。

また，1999年版教科書の時から，養護教諭の身体的
ケアの方法として「アイコンタクト，対話（カンバセー

ション），スキンシップおよび親身の世話」を挙げて
いたが，それらのことが，2010年代から日本に紹介さ
れ始めた「ユマニチュード」37）と符合することを指
摘した。ユマニチュードとは，「人間の尊厳を取り戻
すために」の意を持つフランス語（造語）である。養
護教諭の子どもに対する言動が，人間の尊厳を取り戻
すことだとも言えることになる。

ところで，今日の政治状況は，憲法「改正」（緊急

事態条項等）が急に話題に上がっている状況である。
かつての養護訓導時代を思い起こさざるを得ない。当
時の子どもたちは，卒業式で「征け，戦へ，死ね」と
校長から祝辞を受けたという38）。「あなたの命・健康
はお国のため」ということになる。

一方，そのような戦時の呼びかけとは真逆の呼びか
けが，弁護士の伊藤真氏から発せられている。「あな
たこそたからもの」39）というタイトルの絵本である。
この絵本は憲法第13条の理念（すべて国民は，個人と

して尊重される）を子どもたちに伝えようとしている。
この「個人／ individual」という言葉は重要である。
この場合，個人の対極が集団であり，例えば「お国の
ため」という論になる。憲法第13条は「『あなたが大事』
を伝える」ためには不可欠な条文と言える。今，この
憲法の下では，一人ひとりの子どもに対して「あなた

が大事」を伝えることができる。その意義を改めて確
認したい。

Ⅳ　まとめ
振り返ってみると，筆者は二つの養護を探求する

道を歩んで来た。一つは，「養護／ nursing�and�care」
や「教育（学）／ pedagogics，education」の語源や
概念から探求する道である。他の一つは，実際の極限
状況の現場で「生きる」を支援している人たちの取り
組みからヒントを得る道であり，とりわけ，フランク
ルが「生死を分けるものは医学の知識ではなかった」
と述べていたことが大きなヒントとなった。

二つのいずれの道からも，相手を世話することでは
あるが，「尊厳を尊重し」「大切に関わる（育てる）」と
いうことに行きついた。言い換えれば，「あなたが大事」
というメッセージを，目（アイコンタクト）と手（スキ

ンシップ）とことば（対話，カンバセーション・やりとり）

などによって届けていく関わりこそが，「本当の養護」
に不可欠なことだと言える。

そして，養護教諭の子どもへの対応の中に，「本当
の養護／ What�It�Is」があることを実証できるとして，
養護教諭の実践を分析する研究が積み重ねられている
実態40）がある。いま，「本当の養護」について探求し，
語り合う時が到来しているのではなかろうか。

筆者がここまで「養護」探求の道を歩み続けてこら
れたのは，職場をはじめ多様な場で現職の養護教諭の
皆さんや他分野の研究者・実践者と交流があり，支え
があってのことであった。ここに感謝の気持ちを表し
たい。

Ⅴ　残された課題
筆者の力不足により探求できなかったことも多い。

とりわけ今，心残りの課題には次のものがある。
・�「養護学概論」（1999年）で，盛昭子氏が倉橋惣三氏

の「養護」を取り上げていた41）。倉橋氏については，
近年，教え子等によって倉橋惣三協会が設立された

（2020年６月）。盛昭子氏の研究を更に深めていくた
めの環境条件は整ったのではなかろうか。

・�第48回日本学校保健学会（宇都宮，2001年）のシンポ
ジウムで，秋田喜代美氏42）が紹介したネル・ノディ



−�71�−

日本養護教諭教育学会誌　Vol. 25，No. 2，2022

ングスの「ケアリング」を，更に，養護教諭の「養
護」と統合していく必要があろう。

・�第50回日本学校保健学会（神戸，2003年）で，松村
京子氏は子どもに「養護性」（nurturance）の成長が
みられたと報告していた43）。「養護」の能力（養護性）

というものにも注目すべきであろう。
筆者の歩んで来た道とは別に，多くの研究者が「養

護」探求の道を歩んでいる。大局的にそれらの成果を
概観していく研究も必要になろう。
「養護」探求の先は遥か遠くに続いている。次の代

の方々にバトンタッチの機会を与えていただいたこと
に感謝して，筆を擱く。
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学術集会報告

第 29 回学術集会（オンライン学会）を終えて

� 学会長　貴志知恵子（徳島文理大学）

日本養護教諭教育学会第29回学術集会を，2021年11
月27日㈯～ 28日㈰に開催しました。新型コロナウイ
ルス感染症の流行が十分に収まらない状況にあり，徳
島文理大学よりWebによるオンラインで行いました。

参加者405名と多くの方にご参加いただき，誠にあ
りがとうございました。その内，173名の学生の皆様
の出席があり，頼もしい若者の研究志向や今後の実践
力の向上につながることが期待されます。オンライン
学会のメリットでもありますが，参加者が全国各地か
らアクセスしてくださったことも特徴的でした。

今回のメインテーマは「子どもの主体性・探究心を
育てる養護実践のあり方を問う」としました。新興感
染症や自然災害など混沌とした先の見えない状況の中
で，子ども達が生涯にわたって健康・安全に生きてい
くためには，自ら率先して行動することや，仲間と協
力して課題解決していくことが強く求められます。そ
のために子ども達は，主体性や探究心を持つことが不
可欠であると考えます。そこで，本学術集会では，養
護教諭の職務において子どもの主体性・探究心を育て
る養護実践をどのように考え，どのように行うかにつ
いて議論し，その可能性を探ることで，全ての子ども
達の健康レベルの向上を目指すこととしました。

学術集会初日（27日）の最初のプログラムは，「子
どもの主体性・探究心を育てる養護実践のあり方を問
う」と題し，学会長講演をさせていただきました。こ
れまでの実践を振り返り，そこから見えてきたものを
整理し，今後の養護実践の方向性について考えました。

次に特別講演は，「歯周病が全身に及ぼす影響～デ
ンタルクリニックの報告から～」と題し，篠原啓之氏

（エス・デンタルクリニック）にご講演いただきました。
篠原氏は歯科医院で忙しく診療をされる傍ら，日本歯
周病学会指導医として歯周病予防に熱心に取り組まれ
ており，歯科保健と全身の健康との関係を熱く語って
くださいました。

シンポジウムは，メインテーマである「子どもの主
体性・探究心を育てる養護実践のあり方を問う」を取
り上げました。コーディネーターの入駒一美先生（東
京医療保健大学和歌山看護学部）より本企画の趣旨説
明を，松永恵先生（茨城キリスト教大学）より本企画
のねらいとして養護実践の中の何が子どもの主体性を
育み，それがどんな探究心を育てたのかについて深く
掘り下げる等の説明がなされました。その後，現職養
護教諭の立場として，住吉美保先生（岩手県一関市立
桜町中学校）より保健室登校への援助を通してのご提
案がありました。さらに，近藤真理先生（徳島市立高
等学校）より「何でこんなんせなあかんの？」から「や
りたいです！」と題して，高校生の思考力と対話力を
育成する実践報告がありました。また，養護教諭養成
の立場から古角好美先生（元大和大学）の３年間にわ
たり「LTD学習」を学校保健論に試行した授業実践
としてご提言いただき協議を行いました。シンポジウ
ムの先生方は，半年前よりオンラインで何回も討議を
重ねられ，当日はコーディネーター，シンポジストの
５名の方全員が遠路，徳島文理大学まで足をお運びく
ださり，前夜より準備をされ，当日はフロアの方を交
えてテーマをより深く掘り下げられました。とても実
りの多いシンポジウムであったのではないかと感じま
した。

２日目（28日）は，午前中に一般演題（口演21題），
研究助成金研究発表１題を３会場で実施しました。今
回は，現職教育３題，養成教育２題，組織活動２題，
保健室経営に関する養護実践２題，健康相談活動１題，
制度１題，健康教育に関する養護実践９題，その他１
題であり，健康教育に関する養護実践について発表さ
れた演題が多かったことが特徴的でした。研究助成金
研究発表では「高等学校における複数配置の養護教諭
間に生じる課題解決の工夫―情報の共有と判断の一致
に向けて―」と題して，丸山範子先生（神奈川県立横
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浜緑園高等学校）他より，養護教諭複数配置のよりよ
い活用に繋がる発表をいただきました。

午後は，教育講演「健康と適応を守る予防教育の理
論と進め方」について鳴門教育大学特命教授の山崎勝
之氏にご講演いただきました。山崎氏は，学校におけ
る子どもの適応と健康を守る予防教育開発や介入研究
を全国的に行われています。演者の長期にわたる情熱
のこもった予防教育の進化と深化がよく分かったとの
声が聞かれました。

続いて，課題別分科会Ⅰは「問題＝チャンスにして
自分で解決できる力を身につける保健指導」と題して，
藤井梓先生（徳島科学技術高校）より高校での健康課
題を保健指導に生かす方法についてご提案いただき，
座長の西岡かおり先生（四国大学）の進行で参会者の
方々との意見交換がなされました。課題別分科会Ⅱは

「学校で使える解決志向アプローチ」について講師の
スクールカウンセラー猪井淑子先生に多くの資料をご
準備いただき，保健室での活用に焦点をあてて紹介し
てくださいました。その後の話し合いでは，座長の竹
内理恵先生を中心に活発な討議が行われました。課題
別分科会Ⅲは「外在化療法を活用した絵本の作成とそ
の活用」を企画しました。木下梓先生の作成した外在
化療法を活用した絵本について，公認心理師・臨床心
理士の中津達雄先生より理論の理解や外在化の手法を
生かした実践のお話しをいただいた後，橘晴子先生の
進行で現場での実用化の可能性についての熱心な討議
がなされました。

学会参加者アンケートには，「ZOOMを媒体として
の新しい学会は，新型コロナ禍のピンチを切り抜け，
若年層を含めて幅広い年齢層や現場の養護教諭にもな
じみやすい形であった。」「運営の流れが良かった。学
生さんには特に親切に対応していただき，ZOOMの
接続の不安も解消された。」「シンポジウムの後，ブレ
イクアウトルームで個別に協議を重ねられたことがと
ても勉強になった。」「オンライン開催は参加しやすく
てよかった。学生の立場で参加したが，現場の先生方
の実践や専門的な内容のご講演を聞くことができ，大
変勉強になった。チャットでの意見交換の機会やブレ
イクアウトタイムも設けていただき，他の参加者の方
の質問・意見も参考にすることができた。」「対面で実

施できるようになってもハイブリットでオンラインも
残してもらえると，参加者の幅が広がってよいと思
う。」「コロナ禍で久々の学会参加でしたが大変刺激に
なり，学びも深まった。」「司会進行がとてもスムーズ
で，タイムスケジュール通りに運営されていた。」「学
生さんが参加しやすい参加費で勉強ができたと思う。」

「学会に特化した手作りで，創造的な工夫された無駄
がないと実感できる素晴らしい企画だった。」「テーマ
が明確であり，一貫した子どもの主体性・探究心＝養
護教諭の主体性・探究心の構築であった。養護実践の
目的である。」「多忙のため，部分的にしか参加できず
残念だったが，オンラインだからこそ部分的にも参加
できるので，ありがたく感じた。」等々の意見や感想
がありました。

一方，課題もありました。出来るだけ経費を抑えよ
うと業者に頼らずシンプルな学会を心掛けたため，参
加申込や抄録集送付の際に滞りがありましたことをお
許しください。

最後になりましたが，本学術集会の開催にあたり，
徳島県教育委員会，香川県教育委員会，高知県教育委
員会，愛媛県教育委員会，徳島文理大学のご後援，各
団体・企業様からの協賛をいただくなど，たくさんの
ご支援のもと開催できましたことに深く感謝申し上げ
ます。
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子どもの主体性・探究心を育てる養護実践のこれまでとこれから考える事

学会長　貴志知恵子（徳島文理大学）

Ⅰ　はじめに
養護教諭として37年間，小・中・高校生と関わった

後，養成教育に携わっている。これまでの実践を振り
返り，今回のテーマである子どもの主体性・探究心を
育てる養護実践について述べる。

まず，初任地の中学校は統合１年目で，完全給食が
実施されておらず，副食を持って来る生徒は約半数で
あった（「給食指導のあり方」1972）。無歯科医村で生
徒の未処置う歯保有者が多かった。２校目は市内の小
学校であった。歯科校医が意欲的な方で，学習会にも
声を掛けてくれ，多くのことを学んだ。子どもの歯を
家族に印象づける方法として歯の写真撮影を行い，歯
科保健指導に活用した。また，子ども自らおやつの時
間宣言をして，それには母親からのコメントをいただ
けた。保健関係の自作VTR教材を作成し，保健指導
に活用した。児童保健委員が低学年児にブラッシング
指導をすることで，低学年と高学年を繋ぐ機会を大事
にした（「学校・家庭・地域ぐるみによる歯科保健指
導の効果について」1978）。次の赴任地は養護学校で，
重度心身障碍児に教育が保証された年（1979）であっ
た。教育の原点に帰った感じがした。養護教諭として
医療と教育のコーディネート役を担った。またここで
は，教職員の腰痛等の公務災害も経験した。重度心身
障碍児の歯みがきトレーニングもしたが，開口があり
流延のある児童にセロリをゆっくり噛んでもらい（「重
度・重複障碍児の歯科保健指導を試みて」1982），ト
イレットトレーニングをしたことを思い出す。

次の赴任校は工業高校で，高度成長期にできた新設
校であった。この頃，景気は右肩上がりで，歯に無関
心な生徒が多かった。当時，学習指導要領では自ら学
ぶ意欲，社会の変化に主体的に対応できる能力が謳わ
れていた。歯科疾患増加の原因の一つに生徒自身のラ
イフスタイルや食生活があると考え,「健康は自分で

学会長基調講演

守る」という観点から生徒と関わりたいと考えた。ま
た，生徒は殆どが卒業後，就職する。高校での歯科保
健教育が生徒にとって最後の機会になるという危機感
から，咀嚼，スポーツと歯，口臭，歯並び，国際人と
しての歯など，高校生に関心を持ってもらえるような
活動内容にした。また，大学歯学部のサポートでマウ
スピースを作成し，咬合力と記録のデータをとった

（「生涯学習の一環としての高校歯科保健教育のあり
方」1992）。高校生にとって，喫煙も健康課題であっ
たが，教員は喫煙可の中での生徒指導，会議での喫煙
は日常であり，喫煙防止教育の足枷になっていた。保
健だよりに教員の禁煙体験を連載した。喫煙防止教育
のNPO法人「ホップ・スモップ・ジャンプ子ども達
の未来へ」に参加し，医師会や公務員の方らと喫煙防
止教育も行った。この頃，高校に清涼飲料水の自販機
設置の話があり，導入に反対した。

次は，商業高校に転勤した。歯科健康診断の事後措
置として歯列矯正をはじめる生徒が少し出てきた。生
徒の歯列矯正体験を保健だよりで紹介し可視化した。
ここで，夜間の大学院に行き,「歯科保健行動に関す
る発達的変化について―高校生の小学時代・中学時代・
高校（現在）の検討―」（1998）にまとめた。その後，
1999年の教育心理学会で，保健学と心理学の融合によ
る予防教育を進めることの大切さを学んだ。その頃か
ら子どもたちの予防教育や内発的動機付けに関心を持
つようになった。生活習慣の改善や学校不適応の問題
で，子どもたちの心を動かすには心理学の学びが大事
だと気づいた。2001年にはスイスの学校を見学する機
会があり，ヘルスプロモーションの考え方をスクール
ドクター（養護教諭はいなかった）が実践している様
子に感銘を受けた。子どもたちの性関連事案を公的機
関が支援する様子にも触れることができた。この頃，
勤務校では不定愁訴による保健室来室者が多かったこ
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とから，健康診断の問診項目に基本的生活習慣，OD
診断基準項目を加えて対象者を選び，グループ指導を
行いその効果をみた（「OD症状軽減のための保健指導
の効果について」2007）。性関連問題や性別違和の生
徒もいた。性教育の研究会に参加し，現在も続けてい
る（「大学生における性的リスク対処意識と自尊感情
―コミュニケーション・スキルとの関連―」2014）。

最後の赴任校は普通科高校であったが，ここでも学
校不適応の問題や生活習慣における生徒の知識理解か
ら態度，行動化への変容の問題を感じてきた。またそ
の頃，日赤の救急指導員の資格を得て救急法を学んだ。
たまたま2004年から一般市民にもAEDによる除細動
が可能になった。しかし，AEDは当時30万円と高価
であったため，PTAの協力を得て不用品バザーを行
い，その収益でAEDを設置した（「AEDを含む救急救
命体制について」2006，「一次救命手当の効果に関す
る研究―学習効果と自尊感情，向社会的行動に及ぼす
影響について―」2014）。また，これまでのあゆみを「養
生訓に学ぶ子ども達へのメッセージ」（2007）にまと
めた。そして，退職の１年前には大学院に入学し，抑
うつ予防教育による介入研究を行った（「高校生にお
ける正感情と認知的再解釈コーピングを操作因子とし
た抑うつ予防への教育的介入研究」2011）。

現在，養護教諭の養成教育に携わり，教職実践演
習の科目に着目した（『「教職実践演習（養護教諭）」
に関する実証的研究―自己課題と課題解決に着目し
て―』2014）。また，指導している学生たちのピア・
サポートを活用し，子どもたちへの野菜摂取を促す取
り組みなど（2013），食の問題は一貫して取り組んで
いる課題である。大学生の主体性や探究心を育てるた
めの授業として，アクティブラーニングにするため反
転学習も実践している。

Ⅱ　主体性・探究心の育成
これまで，恩師の「常に実践者であれ」という言葉

を大切にしてきた。養護教諭自身が実践者であること
で子どもたちが主体的に行動化しようとする動機づけ
になるのではないか。養護教諭の働きかけや実践に
よって，子どもたちが「面白い」「自分もやってみた
い」と思ってくれることで主体性が，「もっと知りた

い」「もっと深めたい」という気持ちで探究心が育つ
であろう。これまでの自分自身の学びから，子ども達
にも自分で考えて実践し，探究していって欲しいとい
う気持ちを持っている。実践を大事にした人として貝
原益軒の「養生訓」があるが，この本から自身が学び
実践していることをYOJO君というキャラクターを通
して子どもたちに伝えている。これまでの自身のあゆ
みを「養生訓に学ぶ子ども達へのメッセージ」として
まとめ，その中で「命は地球よりも重い」，「気から百
病が生じる」，「未病を治す」等々，現代でも通用する
教訓を伝えている。

また，ホリスティックな健康観１）で，健康とは正常，
快活，元気，快適，安定，統一，調和，統合等といっ
た肯定的な側面ばかりを意味するのではなく，むしろ
病，老い，弱さ，死，苦悩，障害等の人間に避けるこ
とのできない「否定性」の中で「よりよく生きていく」
ことという考え方に共感している。これまでの自身の
学びから，子どもたちにも自分で考えて実践し探究し
ていって欲しい。現代は「VUCA（ブーカ）時代」２）

と呼ばれ，変化が激しく不確実性が高く，且つあいま
いで予想不可能な時代である。このような時は，各々
が情報収集を怠らず学習し続けることが求められる。
感染症や自然災害など予期しないことが起こる変化が
激しく，混沌とした先の見えない現代に生きているか
らこそ，どのような状況においても「自分自身はどう
するか？」を優先して考える必要がある。浅海ら３）は，
主体性が「積極的な自発的行動」「自己決定力」「自己
実現」に集約されることを示唆している。また，子ど
もの主体性について田畑４）は「能動的な認知・情意・
行動」であり「段階的に発達する」という属性で説明
されるとし，「子どもの発達・情意・体験」と「周囲
の大人の働きかけ」を先行要件に挙げている。探究心
については「批判的思考態度」の一つであり，この態
度が信念にとらわれず適切な結論を導出するための重
要な鍵となることを示唆している５）。この主体性は，
自ら考えて行動し，社会で起こるさまざまな問題に対
して柔軟に対応できる力だと言える。

Ⅲ　これから考える事
新学習指導要領では「深い学び」と「見方・考え方」
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について，習得・活用・探究という学びの過程の中で
働くことを通じて「見方・考え方」が更に豊かなもの
になるという相互関係について述べている６）。養護教
諭の養護は「学校におけるすべての教育活動を通し
て，ヘルスプロモーションの理念に基づく健康教育と
健康管理によって子どもの発育・発達の支援を行う」７）

と示されている。養護教諭の職務内容である保健管理，
保健教育，健康相談，保健室経営において子どもの主
体性・探究心を育てる養護実践をどのように考え，ど
のように行うかについて議論することで，それが全て
の子どもたちの健康レベルの向上に繋がると確信して
いる。養護教諭はこれからも子どもたちの健康課題解
決を可能（enable）にするために，学校組織の中で調
停（mediate）し，唱道（advocate）していくヘルス
プロモーションのプロセスを基に，学校保健を推進す
る。養護教諭の把握している健康に関する各種調査結
果やデータ等を活用し，子どもたち自らが健康課題を
探究する活動に主体的に取り組むことで，生涯を通じ
て健康を自己コントロールしていく子どもの育成に繋
げたい。そのため養護実践の中でも，子どもたちがイ
ニシアティブを取るような機会を作ることやどんなも
のにも興味を持ちコミュニケーションをすることで探
究心が培われると考える。
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column/mycolum（2021年９月30日）

２）世界経済フォーラム：VUCA（ブーカ）時代，2016，

https://www.ait-solution.jp/sagalab/vuca/（2021年９

月30日）

３）浅海健一郎：子どもの「主体性尺度」作成の試み，人間

性心理学研究，17（2），154-163，1999

４）田畑久江：子どもの主体性の概念分析，日本小児保健看

護学会誌，25（3），47-54，2016

５）平山るみ，楠見孝：批判的思考態度が結論導出プロセ

スに及ぼす影響，教育心理学研究，52（2），186-198，

2004

６）中央教育審議会答申，2016

７）日本養護教諭教育学会総会，2003
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歯周病が及ぼす全身への影響について

篠原　啓之（エス・デンタルクリニック）

Ⅰ　 「ギネスNo. １の病気」とは？―成人の８割が罹
患している歯周病である

・歯周病は成人の約８割が罹患している「ギネス
No. １」の炎症疾患で歯を失う一番の原因である。
むし歯は歯自体に起こるのに対して，歯周病は歯ぐ
きや骨などの歯を支える周囲の組織に起こる。

・歯を失う一番の原因の歯周病は40歳以降の免疫力が
低下すると増加する。そのため，免疫力が高い子ど
もの頃は歯周病が少なくむし歯で歯を失うが，免疫
力が低下した50歳以上の多くは歯周病が原因で歯を
失っている。むし歯がない健康な歯でも歯を支える
骨がなくなり歯が抜けてしまう。

・歯周病やむし歯は細菌感染により起こるため，口腔
清掃や唾液の量が発症に関係しているが，発症部位
や原因菌が異なり歯周病の原因は複雑である。それ
ぞれの原因菌が異なり，そして歯を支える骨を失う
ことでむし歯がない健康な歯を失うだけでなく，全
身に影響して命を失う様々な生活習慣病やウイルス
感染に繋がる。

・むし歯になりにくいのに歯周病になりやすい人，ま
たその逆の方もいる。

・歯周病の発症には免疫力の低下やストレスの増加な
ども関与している。

Ⅱ　 歯周病は歯を無くすだけでなく，寝たきりや介護
生活に繋がる生活習慣病を起こし命に影響する

・口中の歯周病菌は歯肉の出血部位から血管に侵入し
て全身に影響する。

・妊婦が歯周病に罹ると，歯周病菌が産生する毒素や
炎症物質が子宮を収縮させ，早産や低体重児出産の
リスクをそれぞれ2.27倍，4.03倍高める。

・歯周病菌が血管に侵入して血管に固まり動脈硬化を
起こし，血栓が心臓や脳の細い血管に詰まり，心筋
梗塞や脳梗塞の発症リスクを約２倍高める。

特別講演

・一方，唾液中の歯周病菌を誤って誤嚥し，誤嚥性肺
炎の発症を高める。

・日本人の死亡原因の高い心疾患，脳血管症や肺炎だ
けでなく，一部のがんの発症にも歯周病が関与して
いる。

・このように，歯周病が健康な歯を失うだけでなく命
にも影響しているため，寝たきり介護生活にならな
いよう歯周病を予防することが重要である。

Ⅲ　 成人の病気であった歯周病が現代の子どもに増加
し生活習慣病を招いている！

・近年，高齢者の歯の数が増えて高齢者の歯周病やむ
し歯が増加している。

・ストレスは免疫力を低下させ，歯周病発症の原因に
関与しており，昔と比べストレスが多くなった現代
人では，子どもも含め免疫力が低下している。

・子どもの口腔衛生が良くなりむし歯が減少している
が，歯周病が大人と同様に増加している。また，歯
周病と同様に従来は大人の疾患であった肥満や糖尿
病が子どもにも増加している。

・歯周病と肥満・糖尿病は三角関係で，互いに影響し
あって起こり，動脈硬化や脳梗塞・心筋梗塞の発症
を高める。肥満から始まる生活習慣病がドミノ倒し
のように次々と起こり，寝たきり介護につながる，
いわゆる「メタボリックドミノ倒し」の最初のドミ
ノを倒すのは歯周病である。そのためメタボリック
ドミノ倒しで寝たきり介護生活にならないよう歯周
病を予防することが大切である。

Ⅳ　 長引くコロナ禍のマスク着用の常態化で口呼吸が
増加し子どもたちの口腔環境が悪化している

・不織布マスクによる新型コロナウイルス除去率は
70％で，マスクをしていても30％は喉の奥に侵入す
る。
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・マスクなしの鼻呼吸では，鼻の繊毛によりウイルス
が不織布マスクと同程度の70％が除去されるが，マ
スクなしで口呼吸をするとウイルスは100％喉の奥
に侵入する。

・そのため，不織布マスクで口呼吸をするとマスクな
しの鼻呼吸と同じで，マスクの効果がなくなる。

・布マスクのウイルス除去率は不織布マスクより減少
し，布マスクで口呼吸をするとマスクなしの鼻呼吸
よりも，多く新型コロナウイルスが侵入し感染リス
クが高まる。

・歯科医師1,000名以上を対象とした「コロナ禍の長
期マスク使用による子ども達への口腔状態の影響」
調査では，長引くコロナ禍のマスク着用の常態化で，
子どもの①口呼吸が増加，②唾液が減少，③マスク
着用が原因，④ストレスが増加，⑤口臭やむし歯，
歯周病が増加との結果であった。すなわち長いコロ
ナ禍，マスク着用とストレスの常態化で口呼吸が増
加し，唾液分泌が減少し，免疫力が低下した子ども
たちの歯周病増加を招いているようである。

Ⅴ　 歯周病菌のタンパク分解酵素が新型コロナウイルス
感染を高め，歯周病はその重症化に関与している

・国会の参議院で「歯周病の方は新型コロナウイルス
感染による死亡率が8.8倍高く，コロナ感染が重症
化する」と指摘され，最近，歯周病が新型コロナウ
イルス感染症の重症化に関与していることが話題に
なった。

・歯周病菌が産生するタンパク分解酵素が粘膜表面を
傷つけ，粘膜に付着した新型コロナウイルスが細胞
内に侵入して感染を高めるためである。

・コロナ禍のストレスで唾液が減少すると，免疫力が
低下し歯周病が増加する。

・唾液には分泌型の免疫グロブリン����IgA����や唾液タン
パク質があり，口腔内に侵入したウイルスや細菌が
粘膜付着して体内に感染しないよう防御している
が，歯周病菌が多いと����IgA����が減少し，歯周病菌に
よるタンパク分解酵素で粘膜が破壊され，唾液によ
る新型コロナウイルスの防御機能が低下し，粘膜内
に感染する。

Ⅵ　 歯周病菌が口腔内の粘膜に付着した新型コロナウ
イルス感染を高めるため，口腔ケアが感染予防対
策として重要である

・唾液の����IgA����や唾液タンパク質から逃れた新型コロ
ナウイルスのスパイク蛋白は，粘膜表面のACE２
受容体に結合する。

・PCRは唾液中や粘膜に付着したウイルスを検査し，
検査の陽性者を誤って感染者と呼んでいることがあ
るが，この段階ではまだ感染していない。

・ACE２受容体と結合したウイルスがタンパク質分
解酵素で膜融合して初めて感染するが，唾液にはこ
の膜融合を阻害する物質があり感染を防ぐ。

・そのため，口呼吸で唾液が減少すると，新型コロナ
ウイルスの感染リスクが高まる。

・また，歯周病菌のタンパク分解酵素が膜融合させて
感染を高めるため，口腔ケアで歯周病を予防するこ
とが感染対策に重要と思われる。

Ⅶ　 口腔ケアで歯周病菌を除去し口の運動で唾液分泌
を高めると新型コロナウイルス感染予防が期待で
きる

・近年，日本人の死亡原因で肺炎が増加し死亡原因の
第３番目になったが，肺炎死亡の約97％が65歳以上
の高齢者で，要介護高齢者の死亡原因１番のがんよ
りも多い。

・肺炎死亡の７割が歯周病菌の誤嚥による誤嚥性肺炎
である。

・歯科衛生士などの専門的な口腔ケアで発熱・肺炎発
症・肺炎による死亡が著しく減少し，インフルエン
ザの発症もワクチン接種の有無に関わらず歯科衛生
士の口腔ケアで10分の１に減少する。

・�「あいうべ体操」（今井一彰，みらいクリニック院長）
で口や舌の運動で唾液が増加し，免疫力が高まり子
どものインフルエンザ発症が著しく減少する。

・舌の先の位置は上顎の粘膜についているのが正し
く，口を閉じて鼻呼吸しているが，舌の筋力が低下
すると舌の先は上顎から離れ低下して口を開いて口
呼吸になる。

・「あいうべ体操」などの口や舌の運動で筋力が高ま
ると口呼吸が鼻呼吸に戻り，鼻呼吸でウイルス侵入
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が70％減少し，新型コロナウイルスの感染予防が期
待できる。

・歯周病で歯を失くし噛めなくなると，認知症や転倒
骨折のリスクが高まり，寝たきり介護に繋がるが，
歯の数が多いと自立生活のできる可能性が高くな
る。また，よく噛むことで満腹中枢を刺激し脳を活
性化させ，肥満や認知症を予防する効果が生まれる。

・歯科衛生士などによる口腔ケアで歯周病菌を除去
し，唾液分泌を高めると，コロナ禍で増加する子ど
もの歯周病を防ぎ，新型コロナウイルス感染症を予
防する効果も期待できると考えられる。

付記
本稿は，第29回学術集会特別講演を要約したもので

ある。
� （文責：貴志知恵子　徳島文理大学）
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シンポジウム報告

子どもの主体性・探究心を育てる養護実践のあり方を問う

� コーディネーター　入駒　一美（東京医療保健大学和歌山看護学部）
� 松永　　恵（茨城キリスト教大学看護学部）　　
� シンポジスト　住吉　美保（岩手県一関市立桜町中学校）　　　
� 近藤　真理（徳島市立高等学校）　　　　　　　
� 古角　好美（元大和大学）　　　　　　　　　　

Ⅰ　はじめに
現代的な健康課題にかかわる養護教諭の役割とし

て，子ども達の健康課題を的確に早期発見し，課題に
応じた支援を行うことのみならず，全ての児童生徒が
生涯にわたり健康な生活を送るため，教職員や家庭・
地域と連携しつつ，日常的に「心身の健康に関する知
識・技能」「自己有用感・自己肯定感（自尊感情）」「自
ら意思決定・行動決定する力」「他者と関わる力」を
育成する取組が求められている１）。2017（平成29）年，
2018（平成30）年告示の学習指導要領では，各学校が
教育に関わる様々な取組を，教育課程を中心に据えな
がら組織的かつ計画的に実施し，教育活動の質の向上
を図っていくというカリキュラム・マネジメントが示
されており，組織的かつ計画的な保健教育の推進が必
要である。

2021（令和３）年には「総合的な学習（探究）の時
間における健康に関する指導」が23%の学校で行われ，
うち指導を実施している養護教諭の割合は，小学校
26%，中学校40%，高等学校31%，特別支援学校21%
であったことが報告された。一方，26％の養護教諭が

「学校行事における保健の指導」に取り組んでいなかっ
たことが課題として報告された２）。

貴志知恵子学会長は，子どもの主体性を育てるため
に，子どもが自発的な行動や自己決定をする体験を繰
り返し行うことが重要であり，養護教諭や周りの大人
は「体験の場づくりを進める」と共に，子どもの気づ
きや変化を肯定的に受け止め，子どもの活動を促す働
きかけを行うこと，探究心を育てるために，子どもの
体験する内容を豊かにして興味関心をさらに拡げると
ともに，「体験を省察する機会」を作り，もっと知り

たい，次はもっとこうしたいという気持ちを持てるよ
うにすることが重要であると述べた。そのためには養
護教諭自身が視野を拡げ，子どもの個別性，多様性を
尊重し，微細な変化に気づく目を養いたいとし，養護
教諭の職務内容である「保健管理」「保健教育」「健康
相談」「保健室経営」における子どもの主体性・探究
心を育てる養護実践を議論し，可能性を探ることを
テーマに掲げた。

Ⅱ　本企画のねらい
養護実践の中の何が子どもの主体性を育み，それが

どんな探究心を育てたのかを協議し，改めて養護実践
が教育活動として，生涯にわたり健康な生活を送るた
めに必要な力を育んでいることを確認する。

Ⅲ　ご提案いただいた内容
３名のシンポジストには，小学校における保健室登

校，高等学校における総合的な探究の時間，大学にお
ける学校保健の講義における実践についてご報告願っ
た。

住吉美保氏には，前任校しかも東日本大震災で被害
を受けた小学校において，学校不適応から保健室登校
している児童との関わりと，教職員や保護者に対する
働きかけにより，児童たちに「笑顔が増えた」「声が
大きくなった」という目に見える変容が起きたという
養護実践をご提言いただいた。

近藤真理氏には，現任校である高等学校に転任した
直後から「総合的な探究の時間」をTTで担当するこ
とになり，「ネットで調べればすぐに何でも答えが出
てくるこの時代になんで１年もかけて研究を進めてい
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く意味がわからない」と後ろ向きであった生徒が，半
年後には「やりたいです！」と発言するようになるま
での養護実践をご提言いただいた。

養護教諭時代からユニークな養護実践を世に発信し
ていらっしゃった古角好美氏には，大学における講義

「学校保健論」において，学生自身が主体的に探究心
をもって「学ぶ」ために「LTD学習（討論で学ぶ）」
を用いた授業実践をご提言いただいた。

Ⅳ　運営のしかた
協議の柱は，「養護実践の何が子どもの探究心や主

体性を育てたのか」「そのためには,養護実践において
どんな着眼点が必要なのか」の２本とした。

冒頭にコーディネーターから基調提案を行い，続い
て，シンポジストから実践をご提言いただいた。その
後，質疑応答を経て，オンライン会議システムの機能
を用いて参加者が５人程度のグループになり協議し，
協議した内容を画面上に発表し，コーディネーターが
総括した。なお，本企画では，「子ども」を小学校か
ら大学に在籍する者と捉えた。

文献
１）文部科学省：現代的健康課題を抱える子供たちへの支援

～養護教諭の役割を中心として～平成29年３月，2017

２）日本学校保健会：学校保健の課題とその対応―養護教諭

の職務等に関する調査結果から�令和２年度改訂，2021

� （入駒　一美）

Ⅴ　シンポジストからの提言
１　 子どもの主体性・探究心を育てる養護実践―保健
室登校への援助を通して―

� 住吉　美保（岩手県一関市立桜町中学校）
１）はじめに

32年の養護教諭人生の中で，最も強い思いを持ち勉
強を重ねてきたのは，学校不適応により保健室登校す
る児童生徒との関わりである。昨年度まで勤務した小
学校における保健室登校の実践を振り返る。
２）リレーション作り

リレーション作りで大事にしていることは，まず子
どもの体調を気遣うことである。保健室登校する児童

は何らかの不調を訴えていることが多いので，つらさ
や苦しさに共感する。これは私の基本姿勢である。他
の教員は子どもを学習に向かわせたい気持ちが強く働
き「でも頑張れるのではないか？」という流れに持っ
ていってしまうこともあるが，養護教諭として全面的
に子どもの訴えを受け入れる。体の不調を受け止めて
もらえた子どもは安心感を得，信頼関係が生まれるの
ではないだろうか。

次に大事にしていることは，子どもの良さに注目す
ることである。学校では，不適応状況にある子どもの

「わがまま」「幼い」「都合が悪くなると体調を崩す」
といった弱さが否定的ニュアンスで語られることが多
い。そんな時，私は子どもの発達に注目し，この過敏さ，
独特さはどこからきているのかを分析する。成育歴を
たどり，小さい頃のエピソードを集め，この児童がど
のような成長過程を経てきたのかを考えると，現在の
問題の理由が見えてくる。「好きなことにしか参加し
ないわがまま」は見方を変えれば，「好きなことぐら
いしか参加できない苦しい状態」であるのに「好きな
ことには参加できている」「好きなことがある」とい
う肯定的側面が見えてくる。こうして子どもを肯定的
に捉え，尊厳を持って対応することで，子どもからも
信頼され，良好な人間関係が成立すると考える。
３）ルール作り（１日の見通し）

保健室登校の時間割は，子どもたちと相談して決め
ることが多い。登校後に今日の状態をセルフモニタリ
ングし，自分で予定を決める。この時大事なのは「変
更可能」，つまり疲れた時に無理せずに休んだり，帰っ
たりすることができるようにしておくことで，子ども
たちは安心して計画を立てることができる。

子どもたちは登校後，保健室のホワイトボードに担
任に教えてもらった時間割を書き，その脇に，保健室
のルール（図１）に従い，今日１日をどうするかを自
分で記入していた。これにより，子どもたちは自分自
身の状態を考えて行動できるようになっていった。A
が増えた方が良いのだが，無理をしてAを増やしすぎ
ると疲れて欠席してしまうこともあったので，「学校
に来る」ということを第一に考え，ＣやＤも取り入れ
ながらエネルギーを保持し，できる範囲で頑張るとい
うことが，登校の安定につながっていった。
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４）自由な時間
ルール作りをする過程で，子どもたちの方から出さ

れた「D保健室で過ごす」＝「自由な時間」がとても
重要で，エネルギーが生み出された。私は，条件が満
たされれば，子どもの主体性と探究心は遺憾なく発揮
されるのだということを教えられた。以下に紹介する。
⑴　工作

段ボールを使い，ペープサートの劇場を作り，脚本
を書き，上演する。太鼓の達人ゲームを作った。屋根
付きの家をつくる。２～３人で作る家はどんどん大き
くなり，教室の３分の１ほどになった。家の中には各
自の部屋があり，ぼーっとすることができた。
⑵　実験

ビニールを使ってパラシュートを作り，いろいろな
場所から飛ばした。凧を作り校庭で上げた。発泡スチ
ロールで船を作り，たらいや外の手洗い場のシンクに
浮かべた。
⑶　調理

初めは保健室にあるポットを利用しハーブティを
作っていたが，家からはちみつを持ってきて加えたり，
チーズを持ってきてチーズフォンデュを作り始めたり
した。後に，家庭科室でポップコーン，ゼリー，プリ
ン，クッキーのみならず，クリスマスケーキのスポン
ジから作った。
⑷　音楽

音楽準備室を探検し，寄贈された古いバイオリンを
発見した。１人はバイオリンを習っていたので，調弦
の仕方を知っていた。校長の配慮で弾けるように修理

してもらい，バイオリン教室が始まった。きらきら星
から情熱大陸まで，やってみたいというクラスの児童
には休み時間に教えたりもしていた。最後には体育館
のステージで，衣装を着て，私が照明をあて，演奏会
を行った。
⑸　学区内探検（校外学習）

学区内の地図を拡大して貼り，１時間以内で行き来
できるコースを考え，探検にでかけた。運動にもなり，
地域の良さを知る機会にもなった。子どもたちの家に
も行ってみた。

以上はあくまでも子どもたちが自分で決めた時間割
の「Ｄ保健室で過ごす」＝「自由な時間」に行われた
ことである。興味の赴くままにブームが来ては去るが，
全面的に子どもたちに委ねた。「今」やりたいことを，
やりたように創意工夫して「できた」「楽しい」「もっ
とやりたい」と取り組んだことはまさに主体性と探求
心の塊ではないだろうか。そしてこの主体性と探求心
は，子ども達に大きなエネルギーを与え，他の教職員
から「笑顔が増えた」「声が大きくなった」と聞かれ
るようになっていった。
５）おわりに

実践を振り返り，保健室登校の子どもたちの主体性
が育ち，探求心を持った活動を行うことができたのは，
養護教諭である私が，子どもたちをありのままに受け
入れ，存在そのものを肯定したことが大きな要因だっ
たのではないかと考える。子どもの力を信じながら，
子どもの言葉や気持ちの表れを「じっと待ちながら寄
り添い続ける」という地道な関わりを淡々と確実に続
けてきた。リレーション作りの段階で十分に子どもた
ちを受け入れ，肯定的な面に注目することで，子ども
たちは安心して自分の学校生活を計画するという「自
己決定」をし，興味関心のある活動に意欲的に取り組
むという「自己実現」を果たした。意欲的に取り組む
ことは活力を生み，友達や他の教職員と積極的に関わ
ることができるようになり，学校生活への適応が図ら
れ，結果として，休まず登校するようになっていった。

間接的要因としては，子どもをとりまく環境調整，
即ち教職員や保護者に対しての働きかけがある。私は，
周囲の関係者が子どもの肯定的な面に着目できるよう
に様々な策を講じた。具体的には，日々の記録をとり

図１　保健室のルール

保健室のルール 

学校にきて，A～D を自分の調子で決める 

A 教室へ行く（クラスの仲間と一緒に過ごす） 

B 個別指導 A 先生，B先生，C先生，D先生 

C 自習 ①職員室でテストなど（C-１） 

    ②保健室でドリルなど（C-２） 

D 保健室で過ごす 
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児童の成長の様子を知らせたり，良い面を共有したり
といった働きかけと，教職員や保護者が児童と関わる
上で生じる悩みを受け止める役割などがあった。その
ことが子どもをとりまく環境にいい影響を与え，主体
性を育てる強化要因になっていたと思う。

２　 生徒の主体性・探究心を育てる養護実践 
―「何でこんなんせなあかんの？」から「やりたい
です！」へ―

� 近藤　真理（徳島市立高等学校）
１）はじめに

本校では，生徒の思考力と対話力を育成することを
目指して「市高レインボウプラン（以下，IRPと記す）」
と称した総合的な探究の時間を設けている。社会のあ
り方を調べ，課題を発見し，協働して解決策を考える
教育活動を実施しており，養護教諭は週に１時間この
授業を受け持っている。ティーム・ティーチングであ
り，養護教諭がIRPの授業に入る意義は何なのか，明
確な答えがないまま授業を行っていた。その曖昧な心
の内を見透かすかのように，ある生徒が「今の時代ネッ
トで調べたらすぐに何でも答えが出てくるのに，IRP
で１年もかけて研究を進めていく意味がわからん。何
でこんなんせなあかんの？」と発言した。この生徒が
半年後に「やりたいです！」と発言するようになるま
での実践を報告する。
２）IRPの活動について
⑴　IRPの目的と対象者

地元徳島を理解することを通し，国際的な視野や思
考力，対話力を獲得し，これからの社会で活躍できる
人材の育成を目指す。第１学年ではクラスごとに，第
２，３学年では進路希望別グループごとに授業を展開
している。
⑵　確認事項と３つのルール
「何でこんなんせなあかんの？」と発言した生徒は

とても鋭い素晴らしい着眼点を持っていると思った。
授業の中で①IRPは正解探しや職業調べをする時間で
はない，②IRPでは「なぜそう思うのか？だからどう
すればいいのか？」を意識する，の２点を確認した。
その上で，生徒たちが「研究って面白いな」「IRPの
時間が授業の中で一番楽しいな」と思えるように，３

つのルール【すべて◎】【失敗はOK】【楽しんでやる】
を説明し授業を進めた。
⑶　授業の流れ

２学年では進路希望別グループを18分野作ってい
た。養護教諭は週に１時間，看護分野（看護師・助産師・
保健師・養護教諭等を希望する生徒）28人を担当した。
①�グループ研究（４～ 12月）：徳島県の医療・看護の

課題や徳島県民の健康課題に関するテーマで３～４
人に分かれ，12月末のポスターセッションに向けグ
ループ別活動を行った。生徒から「このテーマで
合っていますか？」「こんな考え方っておかしいで
すか？」と質問されることがあったが，その都度３
つのルールを説明し，正解探しをするのではなく，
自分たちの素朴な疑問から課題を発見て，情報を集
め仮説を立て研究を進めることの意義を説明した。
また「なぜそう思うのか？」「だからどうすればい
いのか？」を説明できることが大切であることも伝
えた。次第にグループ内で，この場では何を発言し
てもいいのだ，間違っていてもいいのだという安心
感が得られたようで，活発な意見交換ができるよう
になった。

②�講演会及び職場見学会（５～ 11月）：グループのテー
マに沿った講師を招き，2020（令和２）年度は計６
回，講演会を開催した。2021（令和３）年度は講演
会を計10回，校外学習会として職場見学会を計７回
開催した。

③�課題発見・解決シート及びミニレポートの作成（５
～ 11月）：講演会及び職場見学会で学んだ事実から，
何が理解できたのか，その知識をどう判断したの
か，それをどのように活かしたいのか等を「課題発
見・解決シート」にまとめた。その上でミニレポー
トを作成することで，思考力・判断力・表現力や行
動しようとする力を身につけさせたいと考えた。ミ
ニレポートには項目ごとに感想を書くスペースを設
けた。ほとんどの生徒が項目ごとに５～６行書いて
きたのに，１行ずつしか書けない生徒がいた。本人
はそのことを気にかけている様子だった。「素晴ら
しい！講演会の内容を要約して書いた生徒ははじめ
てだ！」と声をかけると，その後，少しずつ書く量
が増え「書くコツさえつかめば簡単です」と発言す
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るようになった。
④�１分間プレゼンテーションの実施（５～ 11月）：発

表や討論の学習活動として，講演会の内容を１分間
にまとめて他者に伝える活動から，コミュニケー
ション力や表現力を磨きたいと考えた。初めは嫌が
る生徒もいたが，回を重ねるごとにどんどん上達し
てきた。「どうやったらそんなに上手に話せるの？」
とグループ内でもお互いに声を掛け合うようにな
り，「私，プレゼンの天才かもしれません」と発言
する生徒もでてきた。

⑤�ポスターセッション（12月）：「これで合っているの
か？」と確認してくる生徒に，「今，何に困ってい
るの？」と問題点を明確にする質問を投げかけたり，

「すごいね」「天才やな」「いいと思うよ」と肯定的
な声をかけたりしていると，自由な発想でテーマを
決め，グループ内で活発に意見交換しながら作業を
する様子が見られた。看護グループの生徒達が楽し
そうにポスター作りをしていると聞いた他のグルー
プの教員が見に来ることもあった。生徒達は，グルー
プで構成の組み立て方や話し方など話し合い，何度
も練習することで，本番では落ち着いた様子で意見
を発表することができた。参加者からは素晴らしい
発表だったとの感想が寄せられ，充実感や達成感を
得た様子が見られた。

⑥�市長とのわいわいトーク（１月）：第２学年では80
グループに分かれてポスターセッションを行った。
そのうち４グループだけが『徳島市長とのわいわい
トーク』に参加し，徳島市長の前でプレゼンができ
ることになった。看護分野で参加したいグループが
あるか聞いたところ，ほとんどのグループが「やり
たいです！」と手を挙げた。その中には「何でこん
なんせなあかんの？」と発言した生徒も含まれてい
た。看護分野からは２グループ選出されることに
なった。ポスターセッションの内容を再構築したり，
ポスターを作り直したりと,全て自分たちで考え準
備を進め，当日は徳島市長を前に，落ち着いた様子
でプレゼンを行うことができた。

⑦�個人レポートの作成（１～２月）：レポート作成に
おいては，課題発見・解決シート及びミニレポート
の作成で，自分たちがしてきたこと全てが基礎と

なっていると伝え，あとは組み立てさえ頑張ればす
ぐに書けると声をかけた。「提出期限に間に合いそ
うにない」「全然書けない」と発言していた生徒達に，

「どこが上手く書けていると思う？」「どこを変えれ
ば，もっと読み応えのあるレポートになると思う？」
と常に「できている前提」で声をかけることで，自
ら良い点，改善点等を考えることができるようにな
り，全員が提出期限前に提出することができた。

３）おわりに
養護教諭は日々，様々な困り感や健康課題を抱えた

生徒の対応に追われている。「できていない自分」に
ばかり注目して，次の行動に移すことができずに立ち
止まる生徒も多いが，困難を抱えた今の状況でも，「で
きていること」や「良かったこと」などに注目し，「少
し頑張ればできそうなことは何か」を一緒に考えてい
くことで，前向きに物事を捉えることができるように
なるケースが多々ある。このように，日々の保健室対
応では，今は苦しい状況かもしれないけれど，スモー
ルステップでできる行動を増やすことで自分の未来は
変わっていく，生徒達は行動する力を持っている，そ
して養護教諭は生徒達のその力を信じているというこ
とを繰り返し伝えている。保健室だけでなく授業にお
いても，生徒はいずれできるという「できている前提」
で関わってきた。「できない」という生徒の思い込み
を「できる」に変えるために肯定的な態度で言葉を
かけ，「なぜそう思うのか？だからどうすればいいの
か？」を常に考えるために安心して話せる場を提供し，
教材にも工夫を凝らしてきた。このことが，生徒の主
体性や探究心を育てることにつながったのではないか
と思う。どちらかというとマイナス部分を補おうとす
る「できていない前提」で生徒と関わることが多い養
護教諭以外の教員との違いであり，授業においてもこ
の視点で実践したことが，養護教諭が総合的な探究の
時間を受け持つ意義だったのではないだろうか。IRP
を受け持ったことに感謝しつつ，生徒が成り得る最高
の自分になるために，養護教諭としてできることをこ
れからも問い続けたい。
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３　 ３年間にわたり「LTD学習」を学校保健論に試行
した授業実践

� 古角　好美（元大和大学）
１）はじめに

学会長が示唆する「どのような状況下においても，
自ら考えて行動し，社会で起こる様々な問題に対して
柔軟に対応できる力の育成」は，昨今，大学生にも求
められていることである。そのような能力を担保する
ためには，生涯にわたって学び続ける力，主体的に考
える力を持った人材育成が必要であり，大学教育にお
いても，受動的な授業１）からの転換が不可欠である。

そこで，科目「学校保健論」において，学校保健に
関する内容を伝達，注入して学生に「教える」という
パラダイムから，学生自身が主体的に探究心をもって

「学ぶ」という授業方法に着目した「LTD学習（討論
で学ぶ）」を実施した概要２）３）を報告する。
２）授業方法
⑴　対象者

2016年度においては，私立Ａ大学保健医療学部看護
学科２年在籍117名のうち，選択科目の「学校保健論」
受講生43名，2017年度は，同学科２年在籍88名のう
ち，同科目の受講生44名，2018年度は，同学科２年在
籍116名のうち，同科目の受講生34名を一同にまとめ
総対象者にした。
⑵　実施期間

３ヶ年度とも４月上旬～７月下旬までに全15回（１
コマ90分）の授業を行った。そのうちLTD学習を11
回連続して実施した。
⑶　授業形態

受講生を１班３～４名の小集団にしたグループ編成
を基本とした。班メンバーの固定化を避けるため適宜，
席替えを全11回のLTD学習のうち，半数回程度行っ
た。
⑷　科目と授業目標及び内容や配列

２年前期専門教育科目の「学校保健論（選択２単位）」
で科目担当者は筆者であった。授業目標は「①学校に
おける教育活動としての学校保健の位置づけと法的根
拠を理解するとともに，学校保健活動の目的及び体系
化についての認識を深める（認知面）」，「②学校教育
活動において，健康の保持増進を図るための知識を習

得するとともに，効果的な学校保健活動を推進するた
めの主体的な態度を養う（態度面）」とした。

初回は，「①オリエンテーション」として，学校保
健論に関する講義内容と進め方を説明し「予習ノート」
の作り方を解説した。２回目は，大学生にとって仲間
や友人関係，親密な他者の存在は心身の健康に重要な
役割があることから，「②健康と仲間」という内容を
扱った。３回目以降は，学校保健領域を体系的に学ぶ
ための授業内容として「③学校安全及び学校の危機管
理」「④子どもの発育発達と学校保健」「⑤学校教育と
学校保健」「⑥学校保健経営」「⑦健康観察」「⑧健康
診断」「⑨健康相談」「⑩感染予防」「⑪学校環境衛生，
食育と学校給食」「⑫⑬⑭健康教育」を配列した。最
終回は「⑮健康・発育・行動上の課題を有する子ども
への支援」を扱い，まとめとして全授業内容について
総括した。
⑸　協同の精神に基づくLTD学習

LTD学習には「討論で学ぶ」という意味があり，
仲間と心と力を合わせて学び合う「協同の精神」を大
切にした協同学習である。一般的に，話し合いを中心
とした学習では，仲間とのディスカッションが重視さ
れ，予習が軽視されがちである。しかしLTD学習は，
能動的で主体的な話し合いの質を保証するためにも，
授業時間外で学生が事前準備として作成する７ステッ
プによる予習ノートが重要になる４）。

また，協同の精神に基づくLTD学習においてはグ
ループが基盤になることから，毎授業時に，協同の気
持ち（精神）を大切にすることや主体的に仲間と交流
して新しいものをみんなで創造することというような
いくつかの視点を，受講生に向けて提示するようにし
た。
⑹　実際の授業の流れ

まず授業通信や資料等の配付がある。それを確認
し，科目担当者が本時の目標（例：２回目の授業目標
①課題文を読み大学生の仲間意識の特徴を知るととも
に健康と仲間関係の在り方を理解する，②LTD学習
の流れを理解し，予習ノートのステップに従ったディ
スカッションができる）を提示する。次に，協同の精
神となるいくつかの視点を確認し合う。そして，受講
生に配付されている「LTD記録シート」５）の＜事前
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項目＞に注目し，「自分の予習の程度」や「ミーティ
ングに参加し課題の理解を深められるか」等を自己評
価し該当の箇所に数値（0 ～ 100）を記入する。

次に，個人思考により自分が作成した予習ノートを
班の仲間に回覧し，７ステップに記入された内容を相
互に概観し合う。仲間の予習ノートの体裁やステップ
ごとの内容を見とることで相互に学び合いとなる。そ
の後，科目担当者が本時の流れと時間配分を示す。そ
して，７ステップを踏まえ，各々が予習ノートを手掛
かりに集団思考となるミーティングに入る。その際，
科目担当者はグループ内交流の密度や居心地の程度を
観察する。配慮点がある場合は，注意事項とし次時に
伝達するようにした。

相互交流終了後，「LTD記録シート」の〈事後項目〉
の「本時の課題文に対するミーティングがうまく実
施できたか」等を自己評価し，その程度を数値（0 ～
100）で示す。同時に仲間への評価として，「場の進行
や互いの意見を交流し，深め合うことへの貢献」につ
いても数値評価を加えた後，LTD学習を通した気づ
きや考えたことを簡潔にまとめ，「LTD記録シート」
に記述して終了となる。

その後はテキスト等を基に，科目担当者による学校
保健の３領域や学校保健経営及び学校保健活動等に関
する内容を補充するという授業形態をとった。
⑺　調査時期と調査内容

３年間にわたるLTD学習の成果を確認するための
調査は３回実施した。実践前の「事前」と実践直後の

「事後」に加え，実践約半年後の「追跡」調査を行った。
その際，４つの質問紙を用いた自記式記名調査から多
面的な幅広い能力の変化を検証した。また，実践直後
の自由記述内容の質的帰納的分析から，LTD学習が
受講生に与えた影響を検証した。
３）学生の変化

３年間にわたる自記式記名調査を分析した結果，
ディスカッション・スキル６），協同効用７），コミュニ
ケーション・スキル８），自尊感情９）の得点が事前より
事後に有意に高く，また，事前に比べ追跡においても
得点が有意に高かったLTD学習は実践前後だけでな
く追跡時点でもその成果が維持している可能性が確認
され，主体性や探究心の育ちが見てとれるとともに汎

用的能力の向上が示唆された。
2018年度の自由記述内容を質的帰納的分析した結

果，ディスカッション・スキルに関する「積極的関与
と自己主張（主体的参加と問題探究や解決への意見表
明）」得点の中央値を基準に高群と低群にわけた分析
を実施したところ，２群ともに「交流」「発信」「関与」

「主張」「共有」といった言葉が多くみられた。このよ
うなキーワードから，受講者の自発的行動，自己決定
力，学びの深化や相互理解の深まりを質的に確認する
こともできた。
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Ⅵ　協議
参加者にはオンライン会議システムのグループ討議

機能を用い，４～５人のグループに分かれ協議してい
ただいた後，掲示機能を用い，簡潔な文による報告を
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依頼した。
記録によると，３人の実践への賞賛が多くみられた

だけでなく，養護実践の多様さに気づかされたという
感想もみられた。またこの協議では，参加者自身の現
況や悩みを共有し，情報交換できたことが推察された。
以下，協議の柱に沿って報告する。

１つ目の柱である「養護実践の何が子どもの探究心
や主体性を育てたのか」については，児童生徒に自己
決定を促すまでの丁寧なかかわりに関する記述が多く
みられた。養護教諭は現状を分析する段階において，
子どもを多面的に見ながら，前向き，肯定的に捉え，

「良いところ」に目を向けていた。このかかわりによ
り，子どもは安心，安全に守られていることを実感し
ていたと推察していた。また養護教諭は，支援の目標
を見立てる段階で，子どもの興味・関心を引くような
課題を設定し，子どもが自信や自己肯定感を持てるよ
うに声をかけたり，場を提供したりしていた。子ども
が既に興味をもっていたり実施できていたり，「でき
ている」ことを伸ばすような働きかけとして検討した
グループもみられた。

２つ目の柱である「そのためには，養護実践におい
てどんな着眼点が必要なのか」については，子どもに
対し，成長する力を信じ，存在そのものを認め，子ど
もを主語にし実践しようとする点，保護者や教職員に
対し，多面的かつ前向きに捉えた子ども像を共有しよ
うという点，養護教諭自身に対し，子どもの声から学
び，実践を丁寧に記述し振り返り，養護教諭同士で主
体的に学び合うという点が記述されていた。

また，子どもに丁寧にかかわっていくために，一層
複数配置が重要であるとの意見がみられた。

Ⅶ　おわりに
３人の優れた実践を踏まえた提言を受け協議したこ

とは，貴志知恵子学会長が提案した「子どもの主体性・
探究心を育てる養護実践」のあり方，姿勢，感情を共
に体験し，理解を深める機会となった。

今後の課題として，子どもが表現する自信の無さを
受けとめながらも，子どもを多面的に捉え肯定的な面
に着眼した実践の，積極的かつ教育的な点を検証して
いきたい。３人の実践には共通して「ルール」が存在

していた。「ルール」に込められた思いや願いを追究
していくことにより，さらに養護教諭の教師性が明ら
かになっていくことに期待したい。

� （松永　恵）
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教育講演

健康と適応を守る予防教育の理論と進め方

� 山崎　勝之（鳴門教育大学大学院）

Ⅰ　近年の子どもの健康・適応と予防教育の重要性
近年，児童・生徒の健康・適応上の問題が取り沙汰

されている。身体的健康では生活習慣病（予備群含む），
精神的健康ではうつ病，学校場面での適応では不登校
やいじめの問題などが発生している。このような問題
に対しては，問題が発生してからの治療的な対処だけ
では不十分で，抜本的な解決には予防的な対処が必要
であることが指摘されてきた。特にユニバーサル予防
は，すべての子どもたちを対象に実施することから，
将来的に至福に満ちた健全な生活への導きを目指す学
校教育には最適な予防となる。

人は，健全な心の特徴というのをベースに基本的に
は持っていると考える。それが特定の歪曲される要因
があって，暴力に出たり，不登校に出たり，いじめに
出たりすると想定される。そこで，健全な心の特徴を
健全なままに保っていることにより，これらの問題は
解消すると考え，ここに予防教育の成立の可能性があ
る。また，学校でこの予防教育をやるには，担任を中
心とする一般の教員が行うこともできるが，養護教諭
に実施者としてかなり以前から期待をしていることか
ら，この講演ができることを楽しみにしてきた次第で
ある。

Ⅱ　予防教育開発史―第１世代から第３世代へ―
講演者は，心理学や行動医学の研究領域において，

ヒトの健康や適応に影響する心的特性（パーソナリ
ティなど）の基礎研究に長年従事してきた。その基礎
知見が蓄積され始めると，その知見を活用して学校に
おいて子どもたちの健康や適応を守る予防教育プログ
ラムの開発と実践を基礎研究とあわせて行ってきた。

講演者らによる予防教育は，以下のように第１世代
から第３世代へと発展を遂げてきた。
第１世代（1999年頃～）：基礎研究知見から直接導

出された教育目標と方法をもって開発された，うつ病

予防，生活習慣病予防，暴力予防教育プログラムなど
で展開された。＜主な欠点＞効果は確認されるものの，
実施に際して習熟すべきスキルが多く，実施者には負
担となった。
第２世代（2010年頃～）：予防教育の全国普及を目

指し，包括的な教育プログラムを開発。自己信頼心（自
信），感情の理解と対処，向社会性，ソーシャル・ス
キルの各育成プログラムなど。これらのプログラムは，
トップ・セルフ（いのちと友情の予防教育）と総称さ
れる１）。＜主な欠点＞効果も，子どもたちへの魅力度
も高いが，なお実施負担が残った。
第３世代（2017年頃～）：第２世代の実施負担を極

力軽減した。加えて，自己肯定感（セルフ・エスティー
ム）の新規概念を確立し２），本当の自己肯定感の育成
プログラムを付加。現在のところ，順調に普及し始め
ている。　

Ⅲ　予防教育の特徴
１　教育理論

非意識的な身体反応としての情動が思考，認知，行
動を決定するという，近年の脳科学からの知見により，
情動やそこからの感情を十分に喚起した状態のもと，
望ましい学習対象としての心的特性（思考や認知など）
が育成され記憶化される。この理論が「学びの理論」
として広く適用される。

人の生活の営みは，かなりの力で無意識が影響を与
えているという最近のデータを知っていただきたい。
それに比べて意識は，ほんのささやかな働きしかして
いない。それを示すデータは山ほどあるが，時間の関
係から１つ選んだので見てほしい。

数人の男性が出ているが，その中の一人は視力検査
をしても全く目が見えない男性で，普段杖をついて歩
いている。その男性に初めての障害物がいっぱい置か
れた廊下を，杖なしで歩くということを研究者が依頼
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した。見てみると，無事に歩ききった。どうやって歩
くことができたのかとこの男性に聞くが一切答えるこ
とができない。これは何を物語っているか？私達は物
を見ている・見えているということは，大半の割合で
見えているという意識はいらないということを示して
いると解釈する。このように，最近では無意識が大き
な力を持っていることが分かってきた。結論から言う
と，我々の考えることや感じることなどの生活上の営
みの９割ほどは，全く無意識に行われているという可
能性が指摘されるというわけである。

意識についてはまだ十分には分かっていない。最近，
計測機器が発達して，ようやく意識の研究も行われる
ようになってきた。ここで１つのデータをお話しする。
リベット等の強烈な実験で，参加者に好きな時に手首
をあげてくださいというふうなことをやってもらう。
その時にいつ手首が動いたかを測定する。電極を手首
と頭にあて，参加者の前に置いたモニターに秒針が示
され動いている。それを見ながら，その秒針がどこに
来た時に手首を上げようと思ったかを答えてもらう実
験である。結果は，手首の運動開始を０時点として，
脳から手首を動かすという風に開始の指令がでたのが
−0.5秒前，0.5秒のずれがある。ところが，この人は
手首を曲げようという意志が働いたのはいつかという
と，実験結果では，電位が起こってから0.3秒も遅れ
て曲げようとする意志が起こり，その0.2秒後に手首
が動く。このデータが示したのは，曲げようと意識す
るよりも前に，無意識的に曲げることが決定されてい
ることを物語っている。このことは，意識より前の無
意識状態が重要であることを示している。

一般に言われる感情というのは，情動と感情という
言葉に分けられる。心理学ではなく，脳科学の使い方
である。情動というのは，非意識的なものであるから
起こった時には見えない体の反応のことを言い，ホル
モン分泌の変化が起こる。その状況がまとまって強く
なると意識上に上がってくる。そしてそれを今，怒っ
ている，悲しんでいる，ガッカリしてるという特定名
称で意識化され感情となる。

予防教育は教室の中で何をしようとしているかとい
うと，子どもたちの情動を十分に喚起し，可能な限り
感情を意識上に上げていく。その中で，学習で計画さ

れた，ものの見方や考え方，振舞い方という学習目標
を叩き込むようにする。それが我々のやる予防教育の
目指すところである。これが完了すると情動・感情に
いだかれるように学習された認知・思考・行動が全体
としてセットになって表れることになる。うまく学習
が起こったとするならば，学習と同様の事態に一般の
生活で出会った時に，学習されたセットが出てくる。
それは情動・感情に開かれるように学習された知識，
認知，思考，行動が引っ張り出され，同様の事態に適
用するということである。

子どもは遊びの中で学ぶ。学校の授業という時間空
間を，子どもの喜びの遊びの時間空間に変えてしまう
ことを予防教育では目指している。子どもは，子ども
たち同士で集団遊びをしている時，強烈な感情が喚起
される。この強烈に情動・感情が喚起されている状態
の中で，子どもは一瞬のうちにどう振舞ったらよいか
ということを学び，知る。たった一回の学習で，これ
が理想である。予防教育の授業はこの理論を表現する
と，徹底的に楽しく魅力的なゲームあり，アニメーショ
ンあり，音楽音響たっぷりというようになる。
２　教育目標

複合パーソナリティである自律性（他者信頼，自己
信頼，内発的動機づけの高まり）と対人関係性（安定
した他者交流感のもと，適応的な交流に必要な様々な
心的特性のまとまり）の育成が大目標となる。大目標
は階層的に具体的な目標へと落とされ，最下層の操作
目標が教育方法に直結する。

自尊感情に関する研究は多く取り組まれてきたが，
予防教育では次の捉え方をする。自尊感情には，大き
く２つ自律的なものと他律的なものがある。自律的自
尊感情は，内発的で金や名誉のために頑張る外発的な
動機づけとは違っている。そのことをやること自体が
楽しく，頑張るというやる気を内発的動機づけとい
う。そして，自分を信頼する心，他人を信頼する心が
セットになっている。この自尊感情を自律的自尊感情
と言って，これは望ましくて健康を向上させるという
ことが分っている。

それに対して他律的自尊感情は，これが高まっても
自分を信頼する心や他人を信頼する心などの要素が軒
並み低下する。健康適用も悪化させるということが



−�91�−

日本養護教諭教育学会誌　Vol. 25，No. 2，2022

分っている。見かけ上，どちらも自尊感情の高そうに
見えるので同じような言葉で言われているが，実は全
く違うものである。この２つの自尊感情のどちらも欠
如される場合が，無気力とか絶望感になって全く違う
次元の話になる。
３　方法

情動と感情をかき立てる必要から，子どもたちが待
ち焦がれるほど魅力度の高い授業となる（写真１）。
ゲームに乗った活動，音楽や映像などが多用される。
これらの方法は，基本的にパワーポイントスライドに
よりガイドされ，その操作や授業進行上の実施者への
負担を最大限に減らす工夫がなされている。

なお，自律的自尊感情に注目したが，これは意識を
介して質問紙で調査したり，測ったりできないという
ことが分かってる。そこで，我々は自分が気づかない
うちに意識にあるものを引っ張り上げるという潜在連
合テストというものを設定し，小学生を対象に，集団
でやれるような自律的な自尊感情を測定できるテスト
を作り上げ，それを効果評価に用いることにした。

この予防教育は，アドベンチャータイプのアニメー
ションに乗っかった授業が進んでいく。そのアニメー
ションの登場人物と一緒に冒険し，そこでいろいろな
困難やトラブルなどの苦難に出会っていく。それを解
決していくことにより，授業目標を達成するという仕
組みで動いている授業である。
４　科学的評価結果

対照群を設置したデザインのもと，信頼性と妥当性
のある指標を用いて効果評価がなされる。図１は，小
学校５年生を対象に，実施後のフォローアップまで自
律性（本当の自己肯定感）が高まっている結果を示し

ている３）。教育群と比較対照群を設定し，男女別に示
している。潜在連合テストで測った自律的自尊感情の
教育の前後の変化であり，点線は他律的自尊感情教育
前後の変化で，統計的に望ましい自律的自尊感情が
ぐっと教育によって上がったことが分かる。そして，
問題のあるものは下がっていると，望ましい結果が出
ているという状況である。

Ⅳ　学校への導入，実施，支援
１　導入方法

プログラムを紹介するDVDを視聴して理論と方法
の特徴を学んだ後，授業内容のすべてが入ったDVD
が貸与される。そのDVDをもとに教材を作成し，授
業を実施する。教材作成には元ファイルと詳細な作成
方法があり，授業方法も授業台本が用意され，参考に
される。
２　実施上の注意点

授業の準備や実施の負担は軽減されている。パワー
ポイントの操作と提示用にPC，スピーカー，投射用
のスクリーン（モニターや電子黒板も可）が必要。実
施者も子どもたちと一緒に授業を楽しむ姿勢が望まれ
る。小グループ活動が重要なので，小グループの構成
には注意する（ノウハウあり）。
３　支援は随時

鳴門教育大学予防教育科学センターならびに予防教
育アカデミー（NPO法人）からのサポート体制が整っ
ている。実施上の問題解決の即時支援（実地または連
絡）はもとより，希望する学校にはセンターにて授業
教材の作成が支援される。
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教育前 教育後 フォローアップ

教育群 男児 教育群 女児

対照群 男児 対照群 女児

図１　本当の自己肯定感（自律性）の育成効果写真１　授業に興ずる児童たち
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付記
本稿は第29回学術集会教育講演を要約したものであ

る。
� （文責：竹内理恵　徳島文理大学）
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課題別分科会Ⅰ

問題＝チャンスにして自分で解決できる力を身につける保健指導

� 座　長　西岡かおり（四国大学）　　　　　　　　　　
� 講　師　藤井　　梓（徳島県立徳島科学技術高等学校）

Ⅰ　はじめに
令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の予防対

策のため，本校で実施していた要観察歯（CO）また
は歯周疾患要観察者（GO）該当者に対する歯科保健
指導の，歯磨きやフロスの実技指導ができなくなった。
そこで，2018年に方眼ノートトレーナー養成講座を受
講し，「教えない自立型教育」の手法を学んだことか
ら，方眼ノートメソッドを用いたワークシートとイン
ストラクションで歯科保健指導を行うことにした。な
ぜ，方眼ノートメソッドなのか？それは，方眼ノート
メソッドは，あらゆる問題解決ができるツールだから
である。つまり，歯科の問題を解決することを通して，
生徒に，人生の問題解決の方法を手に入れてもらうこ
とを目標としている。

今回は，本校での歯科保健指導を基に，保健指導を
問題解決という視点で捉えなおし，児童生徒の問題解
決力が身につく保健指導のプロセスについて話し合っ
た。

Ⅱ　人生の問題解決力を身につけるために
１　問題はチャンス
１）保健指導とは？

保健指導は，「学校保健安全法」第９条（保健指導）
により，「養護教諭その他の職員は，相互に連携して，
健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察に
より，児童生徒等の心身の状況を把握し，健康上の問
題があると認めるときは，遅滞なく，当該児童生徒等
に対して必要な指導を行うとともに，必要に応じ，そ
の保護者に対して必要な助言を行うものとする。」と
規定されている。また「教職員のための子どもの健康
相談及び保健指導の手引」（平成23年８月，文部科学
省）には，「保健指導の目的は，個々の児童生徒の心
身の健康問題の解決に向けて，自分の健康問題に気付

き，理解と関心を深め，自ら積極的に解決していこう
とする自主的，実践的な態度の育成を図るために行わ
れるものである。」とある。つまり，保健指導は問題
解決を目指すものであるといえる。
２）問題解決とは？

問題解決とは，「現在の状態（before）」から「理想
の状態（after）」になることである。そして，「現在
の状態（before）」から「理想の状態（after）」のギャッ
プを埋めるためには，「行動（action）」が必ず必要で
ある。
３）成長のチャンス

Beforeの状態にある児童生徒を，「問題を抱えた困っ
た児童生徒」として捉えるのか，「成長するチャンス
を持った生徒」として捉えるのか。ゴーレム効果（あ
る人物に対して周囲の期待が低い場合，その人物は周
囲の期待通りにパフォーマンスが低下してしまう）と
ピグマリオン効果（人間は期待された通りに成果を出
す傾向がある）を考えると，「成長するチャンスを持っ
た生徒」としてかかわることが求められる。

２　解決方法はいつも同じ
１）１パターンでいい

健康に関する現代的な課題は次から次へと増えてい
るが，保健指導，つまり問題解決はすべて１パターン
にあてはめていけばいい。
２）問題解決のプロセス

問題解決のプロセスは，「事実を知る」「改善ポイン
トを知る」「行動する」の三段階である。

①�「事実を知る」：保健調査や健康診断の結果等客
観的なデータ

②「事実の原因を探す」：知識・技術・技能
③「行動する」：①と②に基づく具体的な行動
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３）あてはめるだけ
たとえば，本校で実施している要観察歯（CO）ま

たは歯周疾患要観察者（GO）該当者に対する歯科保
健指導では，

①「事実を知る」：歯科検診の結果�
②�「事実の原因を探す」：歯みがき・フロス，歯科

医院受診，飲み物や間食の摂取等
③�「行動する」：食べた後すぐに歯みがきする，フ

ロスを使う，歯科医院を受診する等

などがあてはまる。このように，さまざまな健康課題
について，すべてあてはめていけば解決につながる。

Ⅲ　おわりに
それぞれの児童生徒が，さまざまな健康課題を解決

するような保健指導を通して，人生の問題解決ができ
るよう，各校で実践を積み重ねていくことが大切であ
る。

� （文責：藤井　梓）
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学校で使える解決志向アプローチ

座　長　竹内　理恵（徳島文理大学）
講　師　猪井　淑子（�徳島県スクールカウンセラー

臨床心理士，公認心理師）

Ⅰ　解決志向アプローチとは
解決志向アプローチ（solution�focused�approach，

以下SFAと記す）は1990年頃から，日本でも取り上
げられるようになった。相談に来る人（クライエント）
は問題で頭も心もいっぱいになっている。しかし，客
観的な事実として“ほんの少しでいいから，ましなと
きは？ ”（例外探し），“解決したとき，何をしてる？ ”

（ソリューション・トーク）などと質問することにより，
問題が起きていないときが，ほんのわずかにせよある
こと，解決した状態が生活の中に具体的にイメージさ
れること，生活の中に解決は部分的にせよあることに
気づくことができる。そのことで，元気づけられ，自
分も少しはやれていると思える。話の合間にクライエ
ントにコンプリメントするのもSFAの特徴のひとつ
である。コンプリメントは，クライエントの持ち味や
持っているもの（リソース）を取り出し，クライエン
トに伝えることを指す。コンプリメントをもらうこと
で，クライエントは自己評価や自己肯定感，自己効力
感が上がり，暗闇の中にわずかにせよ光明をみつける
ことができる。

Ⅱ　SFAが学校で有効な理由
SFAに出合ったのは約25年前，研修講座でSFAに

ついての研修を受けたのが最初であった。原因を追究
しないやり方があるということに驚き，解決をイメー
ジしていくことで元気になっていくSFAは目からう
ろこのアプローチであった。また，解決の構築のため
のいくつかの質問を学び，実習をするうちに，明るい
気分になっている自分に気づき，SFAに惹かれていっ
た。また，“褒める”ことは多くの教師が実践している
ことから，SFAは教師が日頃やっていることとつな
がる部分が多く，学校現場での予防的・治療的側面と
開発的側面にも対応できるアプローチとして有効であ

るといえる。

Ⅲ　保健室で有用な技法
１�　リソース：すべての技法のベースとなるのがリ

ソースである。リソースは資源と訳されるが，子供
が持っているものすべてを指す。子供の好きなこと，
趣味，特技，成功体験，長所，短所などを内的リソー
ス，子供の友人，家族，先生，ペット，周囲の環境
など，子供の周りにあるものを外的リソースと呼ぶ。

２�　コンプリメント：コンプリメントは相手を元気づ
ける言葉かけである。黒沢幸子氏（目白大学）は，
コンプリメントをリソースのフィードバックと定義
している。相手のリソースを“あるよね”，“持って
るよね”と伝えることもコンプリメントである。

３�　例外探しの質問：SFAでの例外はうまくいって
いることを指す。ほんのわずかにせよ，うまくやれ
ているときはあり，それを伝えたり，増幅したりし
ていく。

４�　リフレーミング：短所でさえも，とらえ方や見方
を変えれば解決の力になる。物事を違う枠組みで見
ることをリフレーミングと言う。肯定的にとらえた
ことは，コンプリメントや解決の力になる。

５�　ソリューション・トーク：SFAでは，原因を探
ろうとしない。“どうなっていたいか”（解決像）に
ついて会話していく。今できていること（例外とコ
ンプリメント）をたくさん伝え，今取りかかれそう
なそうな小さなことを聞き出していく。

Ⅳ　 ワーク（講義の後５～６人のグループに分かれて
ブレイクアウトルームを用いて実施）

自己紹介，間接的コンプリメント，ソリューション・
トークの３つのワークを体験した。

課題別分科会Ⅱ
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外在化療法を活用した絵本の作成とその活用

� 座　長　橘　　晴子（阿南市立長生小学校）
� 講　師　中津　達雄（徳島文理大学）　　　
� 木下　　梓（阿南市立伊島小学校）

発表者の木下氏は，大学院において子どもが自らの
力で問題を乗り切れる方法を研究し，養護実践で活用
したいと考え，ナラティヴ・セラピーの中の外在化と
いう技法を取り入れた絵本の作成とその有効性の検証
を行った。本分科会では，その研究報告と絵本の中身
の紹介があった。また，木下氏の指導教員であった中
津氏から，ナラティヴ・セラピーの理論と本研究の意
義の説明があった。その概要を報告する。

Ⅰ　木下氏の発表
１�　方法：外在化の理論に基づき，まず絵本を作成し

た。絵本作成にあたっては，登場人物を動物にし，
親しみやすさと空想しやすくすることを意図した。

「人前で緊張してしまう」という筆者の実体験を元
に，主人公の場面ごとの心の動きを詳細に書くこと
を考慮した。
�　また，家族療法由来のナラティヴ・セラピーに基
づき，家族・クラスメイト・学校の先生等がそれぞ
れ影響し合っていることも念頭において作成した。
絵本の作成後，小学生に読み合わせを行いインタ
ビューを実施した。そして，絵本を児童宅に持ち帰っ
てもらい，１週間後再度インタビューを行った。そ
の結果を分析し，この絵本を読んで外在化を理解し，
自分の悩みを外在化によって解決できるところまで
いくかを検証した。

２�　結果と考察：M-GAT（修正版グラウンデッド・
セオリー）を用いて分析した。その結果，「外在化
の部分的な理解」「自己洞察の出現」などは多く見
られ，絵本の有効性は十分にあるとう結果を得た。
このことから，子どもたちが作品のメッセージ性を
読み取り，同一視して自分に置き換えて考えること
ができる内容となっていることが実証された。一方，
絵本を読んだだけでは，外在化の一連の流れを理解
し，実際に活用するまでには至らず，絵本が外在化
を実際に活用するための導入まででストップしてい

ることが分かった。
３�　今後の課題：絵本が自らの力で問題を解決してい

くヒントとなり，困っている子ども達を救う一つの
ツールとなるよう，家族や教員のための副読本を作
成したいと考えている。

Ⅱ　中津氏からの説明
様々なカウンセリング理論の一つにナラティヴ・セ

ラピーがある。この理論は，人は生まれたときから言
葉と深い関係を持ち，この言葉によって自分自身の生
き方（これを「ストーリー」と呼ぶ）を作っていく存
在と理解する。もし，不登校で悩んでいる子どもがい
るとしたら，学校に行けなくなった理由（あるいは意
味）をストーリーとして強く持っていると考え，それ
を「ドミナント・ストーリー（支配されている物語）」
と呼ぶ。ナラティヴ・セラピーは，このストーリーを

「自分でも学校に行ける」といった新たなストーリー
「アルタナティブ・ストーリー（回復の物語）」にカウ
ンセラー（相談者）とクライアント（来談者）が協力
して書き直そうとするものである。このナラティヴ・
セラピーで実践されている手法の一つに「外在化」が
ある。外在化は，子どもが直面している問題の原因探
しをやめて，その原因を悩んでいる子どもから切り離
し，その問題の解消を図るといった方法である。外在
化の治療方法が拡がってきたとはいえ，絵本を用いる
新しい手法はまだ実践例がない。絵本を用いた外在化
の試みについて，理論の理解，絵本の作成，その絵本
の効果の検討という２年に近い長期にわたる研究を行
い，絵本を用いた外在化の手法が，子どもたちが直面
する問題を自分の力で乗り越える手掛かりになるとい
う結果を得たことは大きな意義がある。外在化の手法
を誰もが容易に利用できるようになるまでには，まだ
まだ課題がある。今後，養護実践を積む中で，より利
用しやすい外在化の手法を検討していかれることを期
待している。

課題別分科会Ⅲ
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「養護に関する研修会」についての事後アンケート結果等の報告

� 理　事　会

第Ⅷ期理事会では，2020年度事業計画にあります「養護教諭がつかさどる養護の学問構築に向けた検討WGの設
置に関する検討」を進めるなかで，検討WG設置の前に「養護」に関する研修会を開催して今後の取り組みについ
て考えていこうとの確認がなされました。そこで，Webによる「養護に関する研修会」を３回開催し，養護の学問
構築に向けた検討課題を捉えることにしました。会員の皆様には，実施の詳細や参加登録について学会HPとEメー
ルを用いて行いましたが，登録されているメールアドレスでは届かなかった方がいるなど，Eメールの登録状況に
は課題が残りました。このことについては，未登録の方を含めて事務局へのご連絡をお願いしているところです。
なお，第１回と第２回はオンデマンド配信と事後アンケートを行いましたが，第３回は講師の方のご希望でリアル
タイムのみで行いました。以下に各回の開催趣旨やアンケート結果等をまとめました。

１）第１回「養護に関する研修会」
・�開催趣旨：本学会の第２代理事長であり，『養護ってなんだろう』や『養護覚え書�「養護教諭」の基礎基本』な

どの書籍で養護とは何かを論じていらっしゃる大谷先生を講師に招き，先生が考える「養護」について学ぶ。
・日時：2021年９月18日（土）午後１時～２時半
・方法：オンライン講演会（事前登録者には後日オンデマンド配信）
・講師：本学会第２代理事長�大谷尚子氏
・演題名：「養護」の探求−筆者の50年間の歩みを振り返る−
・講演内容：特別寄稿として本誌に掲載
・事後アンケート結果（概要）：養護教諭14人，大学教員22人，他３人

＊養護とは何かを養護教諭が共通で認識するためには構築していくことが必要なのかもしれない。
＊養護学をどうとらえるかについて，貴重なご示唆をいただいた。サイエンスとアートを組み合わせるという

言葉も感慨深い。
＊教育の中でも，その根底にある「養護」をつかさどることの重要性と責任の大きさを改めて感じた。
＊「養護」「養護学」に関する歴史的流れから，「養護教諭」や「養護」について改めて考えることができた。
＊養護の意味するもの，普遍的な意味を感じ，目の前の児童生徒への向きあいかたを改めて考えさせられた。
＊いつも養護教諭って何をする人？と考えている。この学会を通して少し答えが見つかったつもりでしたが，

まだ勉強が足りないと思った。
＊「養護をつかさどる」養護教諭の独自性・固有性を明らかにし，実践の根底にながれる「養護の本質」は何

かの検討が必要であろう。
＊養護教諭だからこそできることは，とても大切なことであるにもかかわらず，言葉にしないまま流れてしま

うことがある。それが少しでも言葉となり，養護学として構築されていくことで，養護教諭が自信をもって
職務にあたることができ，大変価値のあるものになると思う。

＊養護教諭の根源というか，深いところまで学ぶことができ，大変貴重な時間だった。『養護における身体的
ケアの意味』について改めて考える機会になった。

＊学という言葉をつけるのか，つけないのかの歴史がわかった。

学会活動報告
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＊もう一度勉強をしなおしたいという気持ちになった。養護教諭を養成する上で，「養護」とは何かを踏まえ
て伝えていかなければならない。

＊養護の概念を関係者のみならず，社会の誰にでも理解できるように説明し，専門性を有する養護教諭の標準
的な具体的活動を客観的に示す必要性を再認識した。

＊放課後に振り返ってみると，日々，養護にまみれていると思う。多忙や不勉強で，本質を忘れないよう，こ
ういう機会に参加することの大切さを感じた。

＊「養護」には社会的養護の概念も相当含まれると思われ，一般の人にとっては社会的養護のイメージの方が
大きいかもしれない。「養護学」という名称が適切なのかどうか�疑問に思っているところがある。「教育学」
の中の一方法としての養護であるならば，「養護教育学」とか「学校養護学」みたいな名称も考えられるか
もしれない。

＊養護が教授や訓練のベースになるという考えでなく，養護実践が子どもの育成そのものであると考える。
＊外国でもスクールナースの仕事は何かを研究している。日本での研究のスピードアップも必要で，養護教諭

のユニークさを実践からどのように浮き彫りにできるのかと考えている。
＊養護学を構築していくときに，nursingの理念は不可欠ではないかなどを今回の講演を聞いて考えた。
＊日常の中で日本国憲法第13条の「個人の尊厳」を意識したことはなかったので，新たな視点として今回の研

修で知ることができたのは大きな成果であった。
＊焦点化，もしくは，問題・課題提起を期待する。
＊大学の先生方が中心の会のような印象がある。養護教諭養成だけではなく，養護教諭になってからどのよう

に高まっていくか，よい実践をする養護教諭への道を示唆する企画が欲しい。
＊現職の養護教諭の意見を取り入れる事が大事である。
＊学会員対象だけでなく，広く現場の養護教諭も参加できるような開放講座も計画することで養護学構築のた

めの裾野が広がると思う。
＊多くの先生方の養護に関する考えを伺う場をぜひ開催していただきたい。その積み重ねが養護学構築に繋

がっていくと思う。

２）第２回「養護に関する研修会」
・�開催趣旨：第１回の講演と第３回の講演をつなぐ意味で，改めて養護教諭の専門性や機能について考える。考

える際の参考として，諸外国で配置されている類似職と言えるスクールナースを話題にすることから始めるが，
養護教諭とスクールナースの比較を行うものではない。養護教諭らしさとは何かが見えてくることを期待して
いる。

・日時：2021年10月31日（日）午後３時～４時半
・方法：オンライン鼎談（事前登録者には後日オンデマンド配信）
・鼎談者：本学会第Ⅳ期理事�鎌田尚子氏，鈴木裕子学術担当常任理事，後藤ひとみ理事長（司会）
・テーマ：スクールナースの役割等をふまえて養護教諭の専門性と機能を探る
・鼎談内容：概要は下記のとおり。
　⃝1999年７月に開催されたスクールナース世界会議では，養護教諭をYogo�teacherと表して発表した。
　⃝日本の養護教諭の専門性や役割をどんな英語で表記すると諸外国に伝えられるかが課題であった。
　⃝養護教諭経験の中で�teacher�であることを意識していたので，Yogo�teacher�という表記に共感した。
　⃝�概してスクールナースは職に対する自負心が高く，大学院で資格を取得する国もある。仕事を通して自己実

現するため（キャリア発達）の基礎が大学院で身についていると言えるかもしれない。
　⃝�国際化が進む中では，専門職という意識のもとで学ぶ姿勢が必要である。
　⃝�日本における学問の追究は借り物。多様性の中で養護教諭たる者をどう育てていくかが問われる。
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　⃝�文科省に言われたからではなく，養護教諭自身が捉えていくというオートノミーが重要。
　⃝�教え育てる「教育」が変わってきている。「養護」の養い護るは子どもの発達を養うことである。
　⃝�専科の教員加配が進んでいるが，養護教諭の加配も重要。加配根拠を示す必要がある。
　⃝�何をどう養うかのために，教養科目の中に学校保健，公衆衛生を入れてほしい。
　⃝�養護教諭の仕事が社会一般に理解されていない。養護教諭の組織も一つになっていない。
　⃝�大学教員に臆することなく，学会でも堂々とした存在である養護教諭が見られなくなった。
　＜質疑応答から＞
　⃝�Yogo�teacher�は定着しつつある。アメリカの場合，世界会議には州のディレクターが参加している。退職者

への参加費割引や参加すると単位になるなどの制度もある。
　⃝�日本の養護教諭の特色は，同じ子どもを見続けられること，身分的には一般教員と同じであること。
　⃝�現職研修について考える場合，teacher�の理解は人によって異なるが，授業をするか否かではなく，教育の

あり方をどう考えるかである。
　⃝�学校看護婦からの始まりをどう捉え，養護をつかさどる養護訓導になったことの意味をどう捉えるかが重要。

国はどんな養護教諭を育てたいのかを聞きたい。
　⃝�特に学生や若い養護教諭には，日本において学校看護婦から養護教諭になった歴史的背景をきちんと伝える

必要がある。
　⃝�様々な課題への対応は，親たちとともに，チームとして取り組まねばならない。
・事後アンケート結果（概要）：養護教諭12人，大学教員11人，他２人

＊養護教諭の呼称と専門性は関連しているため学会として学問的に構築することを期待したい。
＊大変刺激になった。コロナや年齢も重なり，発信する意欲が減退していたところで，これではいけないと感

じた。養護教諭自身がしっかり自負を持ち，自分たちで結束してくことが必要だと思う。
＊養護教諭を経験してきて現在養護教諭の養成に携わり，今日の養護教諭に至る道筋を考えていくことの意義

を今一度考える機会となった。
＊非常に興味深かった。鼎談という形式がよかった。他国のスクールナースに興味があったので，養護教諭と

の比較など更に調べてみたくなった。
＊スクールナースと養護教諭について詳しい話を聞くことができ，とても有意義なものとなった。
＊スクールナースの実態と養護教諭の職務などの比較は難しいが，子供たちの健康をまもるためにどういう方

法があって，養護教諭は何をするべきかを考える刺激になった。
＊改めて養護教諭の職務の奥深さを学ぶことができた。海外のスクールナースと養護教諭の専門性について私

自身考えたことがなかったので今回の研修会は大変良い刺激になった。まずは養護教諭が自分たちの実践を
社会へ発信することの必要性を感じた。

＊丁寧にスクールナースとの比較をしていくことでフルタイムの養護教諭の意義を再確認し養護教諭自身に緊
張感が生まれると思う。

＊「看護師nurse」と「看護nursing」を分けて議論する必要があると思った。
＊歴史に関する研究が必要。「養護」は養護教諭のために存在する言葉ではないということを改めて確認，共

有する必要がある。養護学を構築する前に，数多くの「私の養護論」が提案される時期が必要である。
＊大学と現場が協力して，研究を進め，養護学についての議論が盛んになればと思った。
＊養護実践を積み重ねること，養護実践する養護教諭こそが学会や学問を牽引する姿が重要であることという

示唆に感銘を受けた。
＊養護教諭の視点，気づきにかかわる実践場面を集積し，分析することが大切ではないかと思う。教員側の視

点や養護教諭に対する期待などもわかるといい。
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＊看護大学の中での教育者養成は難しい面を引きずっている。読み替え科目が多い中で，学校の実習に行って
初めて学校における養護活動を理解させている場面もある。看護学は基礎であり，修士レベルで養護教諭免
許を取得できた人が増えていくと（別科のように）良いと思った。

＊今般のような感染症や健康相談で専門性を発揮できるためには，学校規模により複数配置の改善は必置。実
践から学問構築させるためには，その環境づくりを先行させ，組織としての学会活動の活発化により，社会
的な認識を変えたい。

＊一般の教員（やがて管理職になる）に，養護教諭が何たるかが理解されていないことが問題。
＊アフリカでは，日本で学んだ現地の人がYogo teacherと呼んでいた。スクールナース＝Yogo�teacherではな

かった。
＊養護教諭が学校で何をしている人かというのは誰でもある程度答えられるが，「専門性は？」と言われると

どう答えたらいいのかと思う。やっていることが多く，学校や校種によって少し違い，一言で言い表せない
感じがする。だからこそ，養護学とは何か，養護教諭の専門性とは何かを言える養護教諭，子どもに伝えら
れる養護教諭になりたいと思う。

＊養護教諭の専門性とは何か，答えが見つからない。養護教諭間での共通理解も大切だが，教諭等の他職種に
どのように説明するかも悩む。養護教諭の個人差もかなりあり，免許の取得方法も様々あるなか，共通認識
をもつのはとても難しいことだと思う。

＊養護学が構築されれば免許取得時のばらつきも改善されるのか？　教諭でも様々なのでしかたないと思う
が，一人職である養護教諭の個人差への対応は特に厳しいのかもしれない。

＊海外のスクールナースはナースよりも高い専門性が要求されるということはわかりましたが，どんな専門性
なのかが語られなかった。

＊教育系，看護系，学際系など養成段階における学問が異なる中で，養護学は構築することができるのか。仮
に可能であるとするならば，どんな研究で，研究を通してどのような理論が成り立っていったら可能になる
のか，学会として今後期待される研究テーマがあれば示していただきたい。

＊今，学校現場で，どうするべきか。方向性が見えるような提言をお願いしたい。

３）第３回「養護に関する研修会」
・�開催趣旨：『精神保健福祉学の構築�精神科ソーシャルワークに立脚する学際科学として』の著者である大西先

生に，学際科学として捉えている「精神保健福祉学」の構築の過程から様々なご示唆をいただく。
・日時：2021年11月20日（土）午後１時～２時半
・方法：オンライン講演会
・講師：大阪市立大学（現・大阪公立大学）�大西次郎教授
・演題名：「精神保健福祉学の構築」からの学び
・講演内容：当日の配布資料による。本誌の「巻頭言」に，学際による養護学（広義）について執筆。

事後アンケートの結果から，「養護に関する研修会」を通してこれまでを振り返ったり，改めて考えたりした様子
が窺えます。養護教諭の意見を反映させること，より多くの人（会員・会員外）の意見を聞くことへの要望もあり
ました。３回の研修は，敢えて講師や実施方法を変えて特色が生じるようにしました。事後アンケートの結果を受け，
今後にむけて，本学会としての研修スタイルを考えたいと思います。ご多用のなか，講師等を務めてくださった方々，
ご参加くださった会員の皆様にお礼を申し上げます。



−�128�−

日本養護教諭教育学会誌　Vol. 25，No. 2，2022

日本養護教諭教育学会誌　第25巻第２号
Journal of Japanese Association of Yogo Teacher Education  Vol.25，No.2

2022年３月31日発行（会員頒布・非売品）無断転載を禁ずる

発行所：一般社団法人日本養護教諭教育学会（https://yogokyoyu-kyoiku-gakkai.jp/）

　　　　事務局　〒162-0801　東京都新宿区山吹町358-5　アカデミーセンター

TEL：03−6824−9398

FAX：03−5227−8631

（郵便振替）00880−8−86414

E-mail：jayte-post@bunken.co.jp

代表者：後藤ひとみ

印刷所：文明堂印刷株式会社　本社（〒239-0821　横須賀市東浦賀１−３−12）

　　　　TEL�046−841−0074　FAX�046−841−0071　E-mail�bp@bunmeidou.co.jp

編　集　後　記

本学会は2020年11月６日に一般社団法人となり，その後の初の代議員選挙を経て2021年11月から新しい役員体制
になりました。松永前編集委員長から引継ぎを受け，刷新したメンバーとともに今号の発刊をすることができました。
感染症予防のため，新メンバーとは直接顔を合わせることなく遠隔で会議を行い，校正作業は小委員会が担当しま
した。対面で会議を行っていたときは，論文や特集について直接議論しながら，周辺の新しい話題や古くからあっ
て今後も必要な取り組み等について情報交換ができ，たくさんの刺激を受けました。このような，言わば行間の刺
激が少なくなったことは残念ですが，学会誌を作ることは論文等を通して論文の良さを味わいながら，いい方向を
著者と共に目指す作業ですし，会誌として発刊された後は著者と読者の間で今後の発展性や自他の実践・研究の見
直しをする機会となります。これらは糸を縒ることに似て，細い糸がねじり合わさり段々と太くなり，本学会の発
展として力強く長く続くことを願います。� （山崎隆恵）

編　集　委　員
委 員 長　山崎　隆恵（北海道教育大学札幌校）

委　　員　青栁　千春（高崎健康福祉大学）� 今富久美子（神奈川県立藤沢工科高等学校）

　　　　　高田恵美子（畿央大学）� 留目　宏美（上越教育大学）

　　　　　中川　優子（藤沢市立鵠沼中学校）� 西岡かおり（四国大学）

　　　　　山本　訓子（関西福祉科学大学）

第２号小委員　高橋　清貴（新潟県立柏崎特別支援学校のぎく分校）� 髙橋　妙子（十日町市立吉田中学校）

　　　　　土屋　史子（妙高市立新井中央小学校）� 山上　恵美（桐生市立広沢中学校）



ISSN 1343-9693

JAYTE
一般社団法人
日本養護教諭教育学会　2022年3月

Journal of Japanese Association of Yogo Teacher Education
Vol.25, No.2, 2022

第25巻第2号

日本養護教諭教育学会誌

日
本
養
護
教
諭
教
育
学
会
誌

第
二
十
五
巻
第
二
号 

二
〇
二
二
年

Vol.25, No.2, March, 2022 ISSN 1343-9693

CONTENTS

Foreword
Jiro OHNISHI
　Yogo Function is Required in the Field of Education: 
　Development of a Broad Sense of Yogo Science Through Interdisciplinary Approach ……………………………………… １

Research Report
Chie ASADA
　Consideration of the Qualities Ability of Yogo teachers Required for Each Career Stage
　: Analysis of Yogo teacher Development Index …………………………………………………………………………………… ３

Investigation Paper
Kazuko TSUKAHARA，Junichi KASAMAKI
　A Study on the Gap between the Role Cognition of Yogo teachers and the Needs of the Guardians ……………………… 17
Ayako TSUCHIYA
　Professional Duties of Yogo teachers in Elementary School based on the 2nd Report of Time Study Data
　: Observation of Time Management with the Focus on Feeling Busy …………………………………………………………… 27

Paper
Rie TAKEUCHI，Chieko KISHI，Taizou NAGAHAMA
　Changes of Consciousness of the Would-be Yogo teachers on Health Room Volunteer Activities Every Year …………… 37
Ikuko KAKENOSHITA，Seiji UEDA
　Yogo teachers Experienced Support and Influential Factors for Students with Mental Disorders/Mental Issues ……… 49

Special Contribution
Hisako OTANI
　The Search for “Nursing and Care”
　: Looking Back on my 50 Years ……………………………………………………………………………………………………… 65

Report on the 29th Conference of the Japanese Association of Yogo Teacher Education ………………………………… 73

Announcement ……………………………………………………………………………………………………………………………101

JOURNAL OF JAPANESE ASSOCIATION
OF

YOGO TEACHER EDUCATION
(J of JAYTE)

General Incorporated Associations Japanese Association of Yogo Teacher Education




